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平成２４年度プロダクティブ・エイジングと健康増進に関する国際比較調査研究 

刊行にあたって 

 

国際長寿センター（日本）：International Longevity Center-Japan は、米国の ILC-US

とともに 1990 年に設立されました。それ以来、世界 14 カ国に誕生している海外の姉妹セン

ターとともに、高齢者のみならずすべての世代が支え合ういきいきとした高齢社会を実現す

るために活動を続けてまいりました。 

国際長寿センターの創設者であるロバート・バトラー博士が「プロダクティブ・エイジン

グ」の理念を先駆的に提唱したのは 1975 年でした。博士は、年齢差別によって高齢者の生

産的・創造的な能力が活かされていない状況を批判し、現に高齢者は社会に貢献しており、

さらに幅広い社会参加が可能であることを明確にしました。この画期的な提案以来、1990

年の各国国際長寿センターの連合体である ILC-Alliance の創設、1999 年の国連高齢者年を

経て、高齢者を社会の主体として位置づけるポジティブな高齢者観は国際的に広く定着する

に至っています。 

活力のある長寿社会を作り、また介護予防の実を挙げるためには高齢者の社会参加が不可

欠であることは言うまでもありません。我が国の高齢者は積極的に社会に参加しており、介

護予防の活動も全国各地で進められています。また海外においても、高齢者の社会参加を積

極的に進めることは高齢社会に関する施策のメインストリームになろうとしています。この

流れをさらに促進するために、プロダクティブ・エイジングの理念にいま改めて大きな注目

が集まっています。 

以上の観点から、国際長寿センター（日本）は、「プロダクティブ・エイジングと健康増

進に関する国際比較研究調査・研究委員会」を組成し学際的な研究を開始しました。 

鈴木隆雄先生を主査とする調査・研究委員会の努力によって、日本と海外各国のプロダク

ティブ・エイジングの環境と特質、さらに今後への示唆までが明らかになり、本報告書にお

いてその成果を集大成することができたことは私どもの深くよろこびとするところです。 

この調査・研究の過程では国内・国外の様々な行政組織、地域 NGO 組織、また海外各国

の国際長寿センターのご協力をいただきました。 

本研究にあたってご尽力いただいた調査・研究委員の方々および調査にご協力くださった

皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 

平成 25（2013）年 3 月                    

国際長寿センター（日本） 

代表 水田邦雄 
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序  文 

 

「平成 24 年度プロダクティブ・エイジングと健康増進に関する国際比較調査研究」は、国

際長寿センター（ILC-Japan）が厚生労働省の老人保健健康増進等事業の補助金により開始

した事業です。 

調査研究委員会においては、プロダクティブ・エイジングの今日的な意味と推進の方途を

議論しながら調査と研究を進めてきました。その議論の中で、高齢者に幅広いプロダクティ

ビティがあることを明らかにすること、有償・無償のボランティア活動等をさまたげるバリ

アーを明らかにすること、就労が持つ大きな意味を検証すること、日本型のプロダクティビ

ティの特質を明らかにすることに重点を置くことを確認しました。 

そのために、調査・研究の方法として、プロダクティブ・エイジングに関するこれまでの

研究の集大成と各社会調査データの再分析、各国の法律・計画・実践の情報収集、国内外の

高齢者就労と社会参加を進める機関へのインタビュー、そして国内外文献レビューを行って

きました。 

 本報告書の「Ⅰ．プロダクティブ・エイジングの歴史と現在の到達点」においては柴田博

先生と鈴木隆雄がこれまでの研究成果を再集成する形で最新の知見を報告しています。 

「Ⅱ．プロダクティブ・エイジングと健康増進に関する各国のシステムと課題」では中島民

恵子、澤岡詩野、水田邦雄の各先生が日本及び海外のプロダクティブ・エイジングの動向を

踏まえて現状と課題、政策課題までを考察しています。 

「Ⅲ．プロダクティブ・エイジングと健康増進に関する国際比較データの再分析と考察」で

は杉原陽子、杉澤秀博、渡邉大輔の各先生が文献レビューおよび、すでに進められている社

会調査の成果を再度検討してプロダクティブ・エイジングに関するエビデンスを明らかにし

ています。 

「Ⅳ. ILC セミナー プロダクティブ・エイジング －世界の高齢者の社会参加－(2013 年 2

月 8 日)」には、英国国際長寿センターのサリー・グリーングロス理事長をお招きしたラウン

ド・テーブル ミーティングの報告を掲載しました。 

「Ⅴ．資料編」では、プロダクティブ・エイジングに関する各国法制・制度調査の結果を報

告しています。また国内およびイギリスとオランダで実施した、高齢者の就労と社会参加に

取り組む自治体および諸機関へのインタビュー内容も合わせて掲載しています。これらの調

査に関してはフランス、イギリス、オランダ、シンガポールの各国国際長寿センターが協力

しています。 

本調査研究にあたっては、プロダクティブ・エイジングに取り組む国内・海外の行政機関、

関係諸機関の多大なご協力をいただきました。関係各位のご協力に深く感謝を申し上げます。 

 

2013 年 3 月 

国立長寿医療研究センター研究所所長 

鈴木隆雄 
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１. 日本型プロダクティブ・エイジングのための概念整理 

 

人間総合科学大学 保健医療学部 学部長 

柴田 博 

 

１．はじめに 

 ロバート・バトラーがピュリッツァー賞を受賞した“Why Survive? Being Old in America 

1)”を上梓したのは 1975 年である。この中では、バトラーは、高齢者が非生産的であるとい

うのは「つくり話」であり Ageism（高齢者差別）の中の偏見であると指摘している。そし

て、その四半世紀後の 2002 年、160 ヶ国 4000 名の代表を集めてスペインのマドリードで開

かれた国連主催の第 2 回高齢者問題世界会議は「高齢者は社会の荷物ではなく、社会資源と

して活用すべし」という政治宣言を採択した 2)。短い間に、ドラマチックに、社会における

高齢者の役割に関するコンセプトが変化したわけである。この変化をもたらしたのは、学際

的老年学の発展であるが、高齢者自身の心身ならびに社会的な力量を具備した高齢人口の増

加がベースにあることはいうまでもない。 

 筆者自身の研究もこのような老年学の流れに沿って行われてきた。1997 年、筆者は自らが

統轄リーダーを務めている「老化の学際的縦断研究（TMIG-LISA）」の 5 年間の成果をまと

めたモノグラムの巻頭言で「これからの研究は QOL（生活の質）の研究から Productivity

の研究に舵を切り直していくべきである」ことを強調している 3)。 

 この巻頭言を書きながら筆者には「なぜ欧米のコンセプトでは、QOL と Productivity は

融合せず、各々独立に展開されているのか」という疑問が湧いてきた。QOL の概念構成は、

もっともニートに整理されている Lawton のそれに従うと、1）生活機能、2）QOL の自己

評価、3）生活環境、4）主観的幸福感となっている 4,5)。構成要素の 1 つに Productivity が

入らないことに軽い違和感を覚えた。というのは、わが国には、QOL と共通性をもつ「生き

がい」というコンセプトがあり、この分野のパイオニアである神谷美恵子 6)は「自分のやる

べきこととやりたいことが一致したときが最高の生きがいである」と述べている。欧米 QOL

にはこのやるべきことという概念がふくまれていないのである。QOL と生きがいとの関係は、

図 1 のようになるであろう 7)。この役割意識は神谷では「やるべきこと」であり、欧米の

Productivity に通ずるものであるが、QOL の構成要素とはなっておらず、QOL の中の主観

的幸福感は自己完結的なものといえるであろう。 

 

図-１ 日本型生きがいの概念図 

出典：文献 7） 

 

 QOL と Productivity を統合するような概念として Successful aging がある。この用語は

1950 年に登場し、概念枠組みは時代と共に変化してきた 5,8,9)。興味深いことに Productivity

の概念が、この Successful aging の構成要素となったのは、1997 年の Rowe と Kahn の新
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しいモデルをもって嚆矢とする 10)。ここにも、欧米社会における Productivity に対する慎重

なスタンスが感じられるのである。Successful aging の用語が生まれ、半世紀を経て、

Productivity がその構成要素となったのである。Rowe と Kahn10)は、1）Avoiding diseases

（病気の予防であるが長寿に結びつく）2）高い認知力、身体機能の維持という 10 年前の構

成要素に加え、3 つ目の Engagement with life（人生への積極的な関与）という要素を新た

に加えた。この中には有償・無償を問わず、Productive activities が包括されている。 

 本稿は、高齢者と社会とのかかわりに関する考え方が、とくに 1980 年以降どのように変

化してきたかをまずレヴューする。その中で高齢者の Productive activities が問題となるの

であるが、この問題に関する欧米社会とわが国の考え方の違いが、なぜ生じたのかを比較文

化的に考察する。そして、高齢者の Productive activities が、とくにそれを担う高齢者自身

の Well-being にどのような影響を与えているのかを最近の実証研究をレヴューしつつ明ら

かにしたいと考えている。 

 

２．高齢者の社会的役割に関するパラダイムシフト 

 バトラー1)の指摘するように、1970 年代には、実態はともかく、社会における高齢者の積

極的な役割を認める概念は存在しなかった。社会学的にみても、高齢者は、職業社会学から

も家族社会学からも疎外された存在であったといえるであろう。 

 1980 年前後に高齢者の社会的関係性に関する実証研究が報告されるようになった。ただし

それは、高齢者の社会貢献（Productivity）としてではなく、社会的ネットワークやソシア

ル・サポートに恵まれた中高年者の死亡率は低いという視点からであった。たとえば、House

ら 11)の研究では、1）結婚しているか否か、親戚友人とのつき合い、2）仕事以外の公式的な

組織（たとえば教会）への関与、3）他者と一緒にレジャーを楽しむかなどが社会的ネット

ワークの指標として用いられていた。この系統の研究は、今でも継承されており、日本人を

対象とする研究でも、社会的ネットワークや統合性は死亡率のみでなく 12)、生活機能の予後

との関連でも研究されている 13)。 

 しかし、1980 年代の後半に入り、高齢者に対するサポートの効果がつねによいとは限らな

いことも指摘されるようになってきた。威信感情を傷つけたり、自立能力を損ねてしまうよ

うなサポートも存在するのである。Kraus ら 14)は 60 歳以上を対象とする研究で、サポート

を受けることよりもむしろ与えることの方が QOL の向上に役立つとしている。そして受け

るサポートと与えるサポートのバランス（reciprocal exchange）が大切であることが指摘さ

れるようになってきた 15)。 

 金ら 16)は日本の 60 歳以上の代表サンプルにおける縦断研究で、3 年間の主観的幸福感に

与えるサポートの授受の影響を分析している。ここでも授受のバランスの重要性が示されて

いる。しかし、あえていうと男女に差がみられる。男性ではサポートの授受のいずれも主観

的幸福感を高める方向に作用している。しかし、女性ではサポートを受けることによるプラ

ス効果は有意ではなく、もっぱら与えることのプラス効果のみが特徴であった。この対象は

日本の代表サンプルであり、大多数が自立高齢者なので、このようなデータとなったのであ

ろう。いずれにしても、ここに日本人女性の特質が表出しているといえるかもしれない。一

方では、このような日本人の高齢女性の特質は、サポートを受ける立場になったときに主観

的幸福感の低下をもたらすことにつながる可能性もある。75 歳以上の自殺率が、世界第 4

位と高い日本人女性の Well-being の問題は複雑である。 

 高齢者の Productivity の概念が生まれたのは 1983 年ザルツブルグで開かれた国際セミナ
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ーにおいてである。このセミナーには世界の名だたる学者が集まり、高齢者の社会貢献を意

味する用語にいくつかの提案があったが、バトラーの主張する Productive aging が採択され

ることとなった 17)。バトラーはこのとき、前年まで務めていた国立老化研究所（アメリカ）

初代所長を辞し、ニューヨークのマウントサイナイ医科大学の教授を務めていた。 

 考えてみると、バトラーの老年学に果した功績はきわめて大きい。既成概念を打破した

1963 年の回想心理学（Reminiscence psychology）の創出はつとに有名である。Ageism も

1968 年にバトラーが創造した用語である。そして、Productive aging という用語は老年学

における革命的な意味合いをもつものであろう。1980 年代以降の老年学はこの Productivity

のキーワードにいかに向き合うのか、あるいはこれをいかに取り込むのかを課題としてつき

つけられたわけである。1997 年に筆者は自らの研究プロジェクトのキーコンセプトを QOL

から Productivity に切り換えることを宣言した 3)。同じ年に Rowe と Kahn は、Successful 

aging の構成概念に Productivity を加えることを提言するに至っている 10)。1990 年代は、

まさしく Productivity をめぐる攻防が展開された年代であった。 

 2002 年の国連の第 2 回高齢者問題世界会議の宣言は、このような 1980 年代、1990 年代

の議論の上に結実したものである。それまで学問的な一潮流であった Productive aging の概

念は、全世界を席巻する政治的概念にまで昇華したことになる。この国連の第 1 回高齢者問

題世界会議は 1982 年ウィーンで開かれた。ここでは高齢者の生活や権利など、いわば客体

としての高齢者が論じられた。しかし、10 年後の第 2 回大会では主体としての高齢者が語ら

れるに至ったといえるであろう。 

 

３．有償労働に対する欧米と日本の差異 

 先に述べたように、筆者は、欧米社会においては QOL と Productivity が容易には融合せ

ず、各々独立した概念として扱われてきたことに関心を抱いていた。日本における「生きが

い」では図 1 に示したように、あいまいにみえるほど QOL 的なものと Productivity 的なも

のが融合していることと対照的である。やがて筆者は欧米のカソリック系の学者などとの交

流を通じ、その根源的原因についてある想定をするに至った。それは Productivity の構成要

素に有償労働がふくまれていることが QOL の構成要素となることを阻んでいるという思い

つきである（表 1）18,19)。 

 

表‐１ Productive Behavior 

 

1. 有償労働（自営も被雇用もふくむ） 

2. 無償労働（家内工業や農業への従事の他,家事労働や育児もふくむ） 

3.         組織的なボランティア活動（教育,労働組合,地域組織の一員としての無償労働） 

4. 相互扶助（組織，グループ,個人レベルでの無償互助） 

5. 保健行動（self-care） 

 

出典：文献 19） 

 

 ルース・ベネディクト 20)が「欧米人の文化は罪の文化であり、日本文化は恥の文化である」

と述べたことはつとに有名である。ここでいう罪はいわゆる原罪、つまり旧約聖書の創世記

における原罪のことである 21)。いうまでもなく、旧約聖書はユダヤ教、キリスト教、イスラ
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ム教のいずれの宗派の原理にも範となる教典であり、この 3 つの宗派は、いずれも旧約聖書

のヤハウェ（エホバ）を崇める一神教である。この宗派間の確執は、預言者の担い手をめぐ

るものであり、ヤハウェを疑う宗派はない。したがって、旧約聖書の原罪の意識は欧米のみ

でなくイスラム社会をも支配しているのである。 

 創世記第 3 章 21)では、へびにだまされて禁断の木の実を食べたアダムとエバは、神に罰を

与えられることになったことを述べている。神は女（エバ）に「わたしはあなたの産みの苦

しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を生む。それでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあ

なたを治めるであろう。」といわれた。さらに神は人（アダム）に「地はあなたのためにのろ

われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。…中略…あなたは顔に汗してパンを食べ、

ついに土に帰る」といわれた。アダムとエバ（人類）はエデンの園（楽園）を追われ地上に

降り立つことになったのである。余談であるが、英語の labor には労働と出産の苦しみの双

方の意があるが、原罪に対する罰として意味があるのかもしれない。 

 このようにみてくると、旧約聖書の影響を受けた文化の中には、有償労働は人生の手段あ

るいは必要悪であり、本当の幸せは休息や祈りの中にあるという基本認識が内在していると

思えてくるのである。これと反対に、旧約聖書の影響を受けていないアジアやアフリカの文

化には、有償労働に対するスティグマは存在しない。仕事の中に遊びや休息があっても、何

の不思議もないのである。すでに述べたように、欧米人が日本人をワークホリックと感ずる

のは、物理的に仕事時間が多いということではなく、有償労働に生きがいを見出すメンタリ

ティのためであることは銘記しておく必要がある 18)。 

 欧米人の有償労働に対するスティグマを助長した大きな要因として、マルクスの労働価値

論がある。それは「経済と哲学手稿」から「資本論」に至るマルクスの一貫した原理となっ

ており、その影響は小さくなかった 22,23)。このマルクスの労働価値観は、労働そのものを否

定するのではなく、階級社会における労働とくに、資本制生産様式における労働を疎外され

た労働として強く批判している。労働の対象化として生まれた生産物は資本家の私的所有物

と帰し、生産物はその一部が資本へと転化することによって、労働の自己運動を開始する。

その結果、労働者は、第一に生産物を獲得することができず、第二に資本に隷属した存在に

なる。このことにより、労働者はいくら生産を行っても物質的にも精神的にも豊かにならな

いとされる 22)。 

 このマルクスの労働価値観は、父親がユダヤ教からキリスト教に改宗した経歴が示すよう

に、ユダヤ教の影響を受けているとする学者もいる。本稿はそのあたりの社会思想史的な興

味には踏み込まないことにする。ともあれ、19 世紀のまだ萌芽期ともいえる資本主義社会に

おいて、資本制的な労働を否定するマルクスの思想の広がりは、資本主義体制の推進者にと

っては由々しき問題であったに違いない。 

 しかし、マルクスより少し遅れて登場したマックス・ヴェーバーは「プロテスタンティズ

ムの倫理と資本主義の精神」において労働に対してマルクスとは逆に資本主義体制下におけ

る労働に肯定的なテーゼを提唱した。有名なこの著書は、口でいえば「プロテスタンティズ

ムの倹約の精神は資本を生み、勤勉の精神は資本主義社会の生産性をあげる」というもので

ある。マックス・ヴェーバーは、プロテスタントの中でもとくにピューリタンの禁欲性を強

調している。メイフラワー号に乗りアメリカに渡ったピューリタンのエピソードは有名であ

る。戯画化していえば、ヨーロッパのプロテスタントの中で宗教改革の最左翼ともいえるピ

ューリタンがアメリカに渡ったわけである。アメリカ社会における有償労働に対する肩入れ

が、欧米社会では一種独得なのはこのためである。アメリカの 1986 年の「年齢による雇用
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差別撤廃法」の完成など、高齢者の有償労働に対する考え方は、ヨーロッパのカソリック系

の国々はいうにおよばず、プロテスタント系の国々たとえばドイツやイングランドなどの考

え方と比較してもラディカルである。アメリカのピューリタニズムの歴史的産物なのである。 

 マックス・ヴェーバーに関する研究は多く、浅学な筆者がその全体をレヴューすることは

不可能である。しかし、ヴェーバーが主観的には資本主義の体制擁護のためにその学説を提

出したようには感じられない。マルクスに対しても、その労働価値説そのものへのアンチテ

ーゼとして出されたという形とはなっていない。ヴェーバーのマルクス主義批判は、マルク

スの死後のいわゆる公認マルクス主義に対してのものであり、マルクスの学説そのものに対

する批判ではないように感じられる。ヴェーバーは、プロテスタンティズムを必ずしも賛美

していたわけではないという学者もいる。しかし、羽入 25)が指摘するところでは、ヴェーバ

ーは、プロテスタンティズムと資本主義社会における職業とを史実を曲げてまで結びつけよ

うとしたことになる。ともあれ、以下に示すようなカソリック系の国々とプロテスタント系

の国々の有償労働の差は、ヴェーバーによってもたらされたものではなく、元々ある両宗派

の教義の違いに帰因している。 

 
表‐２ 就業率の国際比較（％） 

出典：文献 27） 

 

 表 2 に最近の就業率の国際比較データを示した 27)。東アジアの韓国と日本の 65 歳以上の

就業率は高い。欧米諸国の中ではアメリカが高く、ヨーロッパの国々の就業はアメリカより

低い。カソリックの国であるフランス、イタリアのみでなくプロテスタントの国であるドイ

ツの就業率が低いのは、ヴェーバーが批判しているようなドイツにおけるプロテスタンティ

ズムの不徹底性という歴史性の帰結かもしれない 24)。 

 

表‐３ 各国別にみた生きがいを感じるとき（％）  

出典：文献 28） 

 

 

日本 
アメ

リカ 

イギ

リス 

ドイ

ツ 

フラ

ンス 

イタ

リア 

スウ

ェー

デン 

韓国 

就業率 

(2010) 

男

女

計 

55‐59 歳 74.5 68.1 70.5 71.5 60.6 52.7 80.7 66.5 

60‐64 歳 57.1 51.2 43.6 41.0 17.9 20.4 61.2 53.7 

65 歳以上 21.3 16.2  8.4  4.0  1.6  3.1 11.9 28.7 

男 

55‐59 歳 88.0 72.3 76.0 78.1 64.1 65.5 82.8 80.9 

60‐64 歳 70.6 55.1 54.2 49.3 19.1 29.6 66.4 67.5 

65 歳以上 28.3 20.5 11.0  5.7  2.3  5.6 16.5 39.5 

女 

55‐59 歳 61.2 64.2 65.3 65.1 57.3 40.5 78.5 52.3 

60‐64 歳 44.2 47.5 33.5 33.0 16.8 11.9 56.1 40.4 

65 歳以上 15.9 12.9  6.3  2.7  1.1  1.3  7.4 21.2 

 全体 

仕事に

うち込

んでい

る時 

勉強や

教養な

どに身

を入れ

ている

時 

趣味に

熱中し

ている

時 

スポー

ツに熱

中して

いる時 

夫婦団

らんの

時 

子供や

孫など

家族と

の団ら

んの時 

友人や

知人と

食 事 ,

雑談し

ている

時 

テレビ

を見た

り , ラ

ジオを

聞いて

いる時 

社会奉

仕や地

域活動

をして

いる時 

旅行に

行って

いる時 

他人か

ら感謝

された

時 

収入が

あった

時 

おいし

い物を

食べて

いる時 

若い世

代と交

流して

いる時 

おしゃ

れをす

る時 

犬や猫

などペ

ットと

過ごす

時 

日本 1183 21.0  9.0 39.4 13.5 29.3 48.4 35.7 37.5 7.9 34.7 15.4  9.2 34.3  8.7 13.2 10.4 

韓国 1005 19.7  2.7 10.3 3.2 20.1 61.8 41.9 30.9 4.2 17.1 10.7 30.9 29.0  6.8  6.0  0.8 

アメリカ 1000 28.5 14.3 45.4 12.4 37.9 74.2 63.4 46.1 31.3 48.5 57.7 26.0 49.0 40.1 31.1 29.2 

ドイツ 1004 17.3 11.4 46.4 16.5 41.6 65.3 54.2 36.6 14.7 49.9 40.4 14.2 42.0 17.7 22.0 17.7 

スウェー

デン 
1054 26.0  6.6 44.1 22.3 60.5 78.7 66.9 40.5 31.8 51.7 54.4 19.0 54.8 38.7 26.1 21.4 
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 表 3 は内閣府が行った高齢者（60 歳以上）の意識の比較調査の 7 回目の結果である 28)。

きわめて興味深いことに、「生きがいを感じるとき」における「仕事にうち込んでいるとき」

とする割合が、日本と比較して、アメリカ、スウェーデンは大きく、ドイツはやや小さい。

日本における 1990 年代の内閣府の他の調査では、男性の「仕事にうち込んでいるとき」を

生きがいと感じる割合は 41.5％と他の項目を圧倒していた。日本人の高齢者における有償労

働に対する価値観が低下してきている可能性がある。一方、ヨーロッパの国々では上昇して

きているものと考えられる。 

 しかし、気をつけておきたいことは、ここで調査されているのはいずれもプロテスタンテ

ィズムの影響がつよい国々である。イタリア、フランス、スペイン、ギリシャなどカソリッ

クの影響のつよい国々では違ったデータが示されるであろう。ちなみに、この第 7 回調査は、

「望ましい退職年齢」も調査している。日本の高齢者は「70 歳ぐらい」とする割合が 36.0％

（男性では 45.9％）と、アメリカ 17.8％、ドイツ 2.7％、スウェーデン 2.0％と比較して高

い。日本においては、第 5 回調査（2000 年）の 30.0％、第 6 回調査（2005 年）の 33.5％よ

り増加している。日本の高齢者の有償労働に対する意識は、複雑な修飾を受けながら、年々

積極的になってきているといえよう。 

 

４．Productive activities を規定する要因 

 欧米社会においては、ボランティア活動を促進する研究の蓄積により、Dominant status 

model29)や General activity theory30)などが生み出されている。これらは社会優位モデルと

いえるものであり、ボランティア活動は、学歴が高く、健康で、経済的にも恵まれ、社会活

動性の高い人が積極的に行うとするものである。 

 しかし、片桐 31)は、これらの欧米のモデルは日本人への適合性が高くないことを指摘して

いる。それは、ボランティア概念が彼我で異なること、また日本における社会的地位の非一

貫性によるものであるとしている。たとえば、江戸時代の士農工商という身分と経済力が必

ずしも一致しなかったといった具合である。 

 中辻ら 32)は、傾聴ボランティア活動のための研修を終了した中高年を対象に、実際にボラ

ンティア活動を行わせる要因を分析した。量的研究によっては社会優位性モデルを支持する

結果が得られた。しかし、優位性のモデルからはずれる対象を質的研究により調査したとこ

ろ、たとえば家族の中に悩みごと（病気や障害）を抱えていることが、ボランティア活動の

モチベーションとなっているといったケースが認められた。量的研究と質的研究の Mixed 

methodology によらなければ、キメのこまかいボランティア活動の要因分析はできないこと

が強調されている。 

 

表‐４ ４年間の活動時間の変化（J-HRS）（%） 

注）初回調査時の活動時間の１SD（標準偏差）以内の変動は「変化なし」とみなした。 

出典：文献 33） 

 

 減少 変化なし 

（±1SD） 

増加 

 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

有償労働 26.4 17.4 68.3 78.2 5.3 4.4 

家庭内の無償労働 8.2 18.4 67.3 67.1 24.5 14.5 

奉仕･ボランティア 3.1 4.1 90.4 90.5 6.5 5.4 
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表‐５ 有償労働時間の変化の規定要因(J-HRS) 

***;p<.001 

出典：文献 33） 

 

 筆者たち 33)は、55－64 歳の日本人の代表サンプルを 4 年間追跡調査した。この対象の活

動時間の 4 年間の加齢変化カテゴリー別に示したのが表 4 である。男女とも有償労働時間は

減少した。家庭内無償労働時間は男性でのみ増加した。4 年間の無償労働時間の変化に対し

ベースラインのどのような要因が作用しているかの重回帰分析を行った（表 5）。無償労働を

家庭内の無償労働と奉仕・ボランティア活動に分けて分析した。 

 女性においてはベースライン（1999 年）の有償労働時間がいずれかのカテゴリーの無償労

働に負に作用した。すなわち、ベースラインの有償労働時間が長いほど、4 年間の無償労働

が減少したことを示している。無償労働のカテゴリー間に興味深い性差が認められている。

男性ではベースラインの家庭内の無償労働時間が長いほど、女性では奉仕・ボランティア活

動が長いほど、4 年間の時間が減少することが示された。ベースラインのこのような影響は、

いわゆる天井効果（平均への回帰）と考えられるが、この効果が男女で別のカテゴリーで表

れている。表４に示したような活動のカテゴリーの加齢変化の性差と関連しているのであろ

う。 

 この対象の有償労働を規定する要因の横断分析はよく成されている。黒澤、樋口 34)は健康

状態がよい、配偶者に仕事がある、同居子がある、仕事人間度が高い、学歴が高い、自営業

であることが、何歳まで働くかという就業希望年齢を上げることを示している。杉澤 35)は、

男性において、転職後 5 年未満の被雇用者は、20 年以上の就業継続者と比較して、仕事満足

度、組織コミットメント、仕事要求量、自由裁量、年収が劣っていることを示している。中

高年の就業には、黒澤、樋口の示す個人的な要因と杉澤が示す職域の要因（本人の認知によ

る）の双方が影響することが明らかである。 

 筆者らのこの対象に対する縦断的分析では、ベースラインの要因のうち、男性では年齢と

職場におけるエイジズムが 4 年間の有償労働時間の変化にマイナスに、職場の作業設備や環

境の改善がプラスに作用した。女性では、年齢がマイナスに作用する傾向（P＜0.10）を示

したが、他に有意な要因は特定されなかった 33)。 

 

５．Productive activities の Well-being への影響 

 高齢者の Productive activities は、それが社会にどのような影響を与えるか、またその担

い手自身にどのような影響を与えるかの双方向のアプローチが必要である。しかし、その研

 男性 女性 

要因（1999年） β  β  

有償労働時間 -.631 *** -.642 *** 

家庭内の無償労働時間 -.001  -.004  

奉仕･ボランティア時間 -.013  .043  

自営業主・家族従業員 .269 *** .125 *** 

年齢 -.203 *** -.123 *** 

学歴 -.047  .010  

配偶者あり .000  .036  

慢性疾患あり -.038  .000  

IADL障害あり -.036  .000  

抑うつ傾向 .017  -.004  

     

R2 .314 *** .338 *** 
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究デザインの困難もあり、前者に関する実証研究はほとんどない。一方で、近年、後者に関

する実証研究が多くなってきた 36-42)。 

 Okun ら 37)は、組織的なボランティア活動が生活機能低下による死亡率上昇を緩和すると

している。Marendorf ら 41)の研究では、ボランティア活動や介護を担うことが、うつ状態を

軽減するとしている。ボランティア活動も有償労働ともに生活機能の低下を予防 36)、また、

精神的な Well-being にプラスの効果をもたらす 38,40)ことも報告されている。 

 筆者たちの 55－64 歳の対象の分析では、男性では有償労働時間が長いほど、女性では家

庭内無償労働が長いほど抑うつ傾向が低いことが示された。精神的なプラス効果を与える活

動の性差はわが国に特有なものであろうか。 

 

表‐６ 1999 年の活動時間と 3 年後の健康状態との関連（J-AHEAD） 

 

ADL 障害と認知障害は重回帰分析、死亡は COX 比例ハザード分析を行った。 

分析は活動の種類ごとに行った。99 年時点の年齢、性、教育年数、ADL 障害ﾚﾍﾞﾙ、認知障害ﾚﾍﾞﾙ、慢

性疾患罹患数を調整。 

β;標準化回帰係数, Exp(B);ハザード比 

+; p < .10, *; p < .05, **; p < .01, ***; p < .001         出典：文献 33） 

 

 

 
図-２ 初回調査時の有償･無償労働の総時間と 

３年後の認知障害レベルとの関連(J-AHEAD) 

 

注）図の数値は、1999 年時点の年齢、性、教育年数、ADL 障害ﾚﾍﾞﾙ、認知障害ﾚﾍﾞﾙ、慢性疾患罹患数

の平均値を回帰式に代入して推計した。                     出典：文献 33） 
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有償･無償労働の総時間(時間／日） 

 ADL 障害ﾚﾍﾞﾙ 

β 

 認知障害ﾚﾍﾞﾙ 

β 

 死亡 

Exp(B) 

1999 年時の活動時間 (N = 994)  (N = 995)  (N = 1,377) 

有償労働時間 -.125+  -.082  1.073 

有償労働時間の二乗項  .096   .072  .982 

      

家庭内の無償労働時間 -.127*  -.214***  .933 

家庭内の無償労働時間の二乗項  .060   .160**  1.007+ 

      

奉仕･ボランティア時間 -.087  -.063  1.259 

奉仕･ボランティア時間の二乗項  .078   .041  .987 

      

有償･無償労働の総時間 -.172**  -.208***   .889+ 

有償･無償労働の総時間の二乗項  .102+   .159**  1.009** 
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表 6 は 70 歳以上の日本の代表サンプルを 3 年間追跡調査した結果である 33)。ベースライ

ンの Productive activities の各々のカテゴリーの活動時間よりも、これを総合した総時間の

効果が大きく、3 年後の ADL 障害、認知障害を予防し、死亡率をも低下させる効果がみられ

た。しかし、図 2 に示すように、この認知障害の予防効果は活動時間と直線的な関係ではな

かった。活動時間 8 時間で認知障害の発生がもっとも低くなるＵ字型の関係であった。いず

れにせよ、認知症の予防の手立てとして欧米では運動の効果の報告が多いのに反し

Productive activities の効果を示すものは少なく 43,44)、本研究の結果 33)はきわめて貴重なも

のといえるであろう。 
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２．日本の超高齢社会における “Productive Aging” 

―特に後期高齢者の健康の視点から― 

 

国立長寿医療研究センター研究所 所長 

鈴木 隆雄 

 

1. はじめに 

 高齢者の高い能力と社会への貢献の可能性を明確に位置付け、“Productive Aging” の理念

を打ち出し、「高齢者を社会の弱者として差別や偏見の対象とするのではなく、全ての人が老

いてこそ益々社会にとって必要な存在であり続けること」を一貫して主張したのは老年精神

科医師であった Robert N. Butler であることは広く知られている。 

  我が国においても著しい高齢社会の進展とともに、高齢者数や人口における割合が急増し

平均寿命の著しい延伸が世界のトップレベルとなった今日、単に寿命の延びることよりもむ

しろ健康でいられる期間（健康寿命）の延長や個人の尊厳と QOL を高めるような生き方が

模索される中で、バトラー博士の提唱した“Productive Aging” もまた、高齢期の望ましいあ

り方として論議されている。 

 “Productive Aging” を高齢期の望ましいあり方、生き方のひとつとしても、そもそも 

“Productive Aging” とは何かという、根源的問いかけあるいはその解を求めるための操作的

定義は必ずしも統一されていない。Productive という言葉に示されるように、何らかの創造

的な富や価値を生み出す貢献的な存在として考えられていると思われるが、それは直接的に

は有償労働であることも意味すると考えられるし、また間接的にはその個人が何らかの象徴

として生存していることも意味する場合が少なくない。このように “Productive Aging” と

いう定義は曖昧であり、多義的な内容を含んでいる。しかし一方で、厳然として「人は他者

とのかかわりの中で生きて行く以上、常に何らかの影響をもたらす正に “Productive” な存

在」であり続けることは間違いが無いであろう。 

本稿では我が国の急速に進行する高齢社会、なかでも急増する後期高齢者の健康実態と 

“Productivity” を考察するうえで彼らの健康の実態、すなわち生活機能とその関連要因につ

いての変容を中心として、“Productive Aging” を考えてみたいと思う。 

 

２．老化に関する長期縦断研究データから 

 1950 年頃では高齢者人口はわずかに 5％、平均寿命はおよそ 60 歳と非常に短命な時代で

あった。今日の 2009 年の総務省データでは、高齢者人口はほぼ 23％であり、平均寿命は 80

歳を超えている。年齢階級別死亡率の推移からみると、1950年や 1960年代に比べて現在は、

死亡数が著しく高齢期へと移行し、いわば日本人は「死ななくなった集団」ということがで

きる。勿論その理由は単に高齢者での余命が延びただけではなく、乳児死亡率が大きく改善

されるため、このような（ある意味で望ましい）状態が続いている。人間の限界寿命は 115

歳前後と考えられるが、わが国では近未来的には 90 歳以上のところで死亡ピークが急速に

立ち上がるようなカーブが描かれる可能性も少なくない。 

 

 

 

  



20 

 

図 1 

 

  

死亡とは逆に、生存数からみた推移が図 1 である。保健・医療・福祉の未熟な時代では生

存率が 100 歳頃の限界寿命に向かってほぼ直線状に低下していることがわかる。しかし、今

日のカーブをみると、前期高齢者の時期であっても生存率は高いところに維持され、後期高

齢者のあたりから急に低下し、最後の限界寿命になると全員が死亡していることがわかる。

いわば 1960 年代ころまでは急な低下に向かう変曲点が明確ではなく生存率は直線に落下し

ていくが、今日では矩形（くけい）化（Rectangularization）したカーブを描いている。こ

れは世界中の長寿国に共通の現象であり、75 歳を超えてから急速に生存率が少なくなる。 

 このような生存曲線はおそらく今後団塊の世代の死亡のピークを迎える2030年以降には、

この矩形がもっと右側に移動することが予想される。その理由は、たとえば学童期の体力の

強さであるとか、青年期における職域での検診の有所見率の低さであるとか、さまざまなこ

れまでのデータから見て団塊の世代の人々は非常に健康度が高いからであり、おそらく団塊

の世代が死亡ピークを迎える頃は、変曲点が現在の 75 歳ころから 80 歳近くまで右側にずれ

るものと思われる。 

次にこれらのことを踏まえながら、では実際の我が国の高齢者における“Productive Aging”

を考える上で基盤となる健康水準の変動について、老化に関する長期縦断研究を中心とした

科学的データから論ずることにする。 

 

a）エイジング効果の検証 

東京都老人総合研究所（現・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所）では、

1991 年から「老化に関する長期縦断研究」（TMIG-LISA）を開始し現在も毎年追跡してい

る（Suzuki T;2003）1）。この長期縦断研究で設定したコホート（cohort）は、65 歳以上の
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地域高齢者の集団であり、今回紹介するのは秋田県の山間部農村の高齢者の 1992 年から

2002 年の 10 年間のデータである（鈴木隆雄、権珍嬉；2006）2）。このコホート研究では、

ある測定値が年齢とともにどうなっていくか、すなわち加齢の効果（Aging effect）を調べた

ものである。たとえば「通常歩行速度の変化（Walking speed）」は、男性と女性の歩くスピ

ードが 10 年間の加齢とともにどう変わるかをみている（図 2）。上の線は 65 歳から 74 歳の

前期高齢者、下の線は後期高齢者であるが、前期の高齢者は 10 年間で歩くスピードがほと

んど変わっていないのに対し、後期高齢者での速度は非常に大きく落ちている。つまり現代

日本人高齢者というのは 75 歳を過ぎた後期高齢者となると、歩行速度が急速に弱くなると

いうことがこのデータからわかる。歩行速度同様、高齢期の体力の重要な指標である「握力

の変化」もまた、前期高齢者も後期高齢者も非常に似た形のパターンで低下することがわか

っている。  

 

図 2 

 

高齢期の総合的な生活機能を測定する指標の1つであり、恐らくは “Productive Aging” と

も密接に関連するとも考えられる「老研式活動能力指標」とは、13 項目で構成された質問票

で高齢者の生活能力を測定するものであり、手段的自立、知的能動性、社会的役割の 3 つの

下位尺度から組み立てられている。このデータを見ると非常に大きな問題点があることに気

づく。男性も女性もいずれも 10 年経つとその得点は有意に落ちてくるが、男性はベースラ

インでの平均得点が 12 点ぐらいで、落ちても 9～10 点ぐらいまでで止まっている。一方、

女性、特に後期高齢の女性の場合、ベースラインが 10 点ぐらいから始まり、その後 10 年経

つと 6 点ぐらいにまで低下している。前期高齢女性でも、75 歳を過ぎると急速に悪くなって

いく。つまり、後期高齢の女性というのは「老研式活動能力指標」で見た場合、後期高齢者

において急速に生活機能を減弱するという実態を表している。 
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 このような後期高齢女性での急激な生活機能の低下は今の日本の高齢社会の最大の特徴の

ひとつである。“Productive Aging” の 1 つの要素である、労働（有償労働および無償労働、

ボランティアも含めて）の中であるレベル以上の身体機能を必要とする活動に関して、後期

高齢女性では明らかにその能力は減衰していると言わざるを得ない。この原因の最大の理由

は女性の運動器、あるいは骨格系の老化が著しく進行することによる。これは先の歩行速度

のデータと関係している。通常歩行での速さをみると、男性はベースラインで 1.3m/sec。一

方、女性は 1.1m/sec であり、そもそものベースラインが遅い。その後 10 年の加齢により、

男性の場合は 1.0m～1.1m まで落ちるが、女性では 0.8m～0.9m ぐらいまで落ちてゆく。こ

のような歩行速度が遅くなっていくことは、生活機能を失わせる最大の原因の一つと考えら

れる。 

 一般に女性では、筋骨格系の老化が非常に速く進む。骨粗鬆症の患者は女性が圧倒的に多

い。これは閉経以降、骨代謝にかかわる女性ホルモン（エストロゲン）が枯渇してくること

が原因であることは広く知られている。また、もともと男性に比べて女性は筋肉量が少ない

ことから、特に後期高齢の女性では筋力が著しく低下する現象、すなわちサルコペニア

（Sarcopenia）が高頻度に発生してくる。この筋肉の老化現象によって生活機能を失ってい

くこと、そして要介護状態へと移行していく事が後期高齢の女性における最大の問題である。

一般に女性が筋肉や骨あるいは関節などの筋骨格系の老化が非常に速く進むのに対して、男

性は血管の老化すなわち動脈硬化を基盤とした血管病変が速く進む。いずれも生存には不利

益であるが、血管の老化ではいったん出血や梗塞などのイベントが発生すると致命的である。

一方、筋骨格系の老化の場合骨折や機能低下などのイベントが起きても死亡には至らない。

このことが女性において男性よりも明らかに不健康寿命が長いことを意味している。  

このことはまた、介護保険サービス利用状況からも明らかである。すなわち、要支援ある

いは要介護の 1、2といった軽度のサービスの受給者には圧倒的に後期高齢者の女性が多い。

一方、男性では比較的軽度のサービス利用は少なく、逆にたとえ前期高齢者であっても脳卒

中により最初から要介護 2、3 といった重いサービスから受給を開始していく例が少なくな

い。  

 ここで示されるような同一の集団を 10 年以上にわたり追跡したデータというのはきわめ

て少ないが、現在の日本の高齢者の “Productivity”あるいは “Productive Aging”を考えると

きには、性（男と女）と年齢階級（前期と後期）の 4 区分で考察しなければならないことが

あきらかであろう。すなわち、比較的活力や身体機能の高い前期高齢者と心身の機能の減弱

が顕在化してくる後期高齢者とでは、必ずしも同じレベルで“Productive Aging”を論ずるこ

とができないことを認識することが、今後ますます重要となるであろう。 

 

b）コホート効果の検証 

 コホート効果（Cohort effect）とは、出生年代の差による測定値あるいは能力の差である。

本研究では1992年の高齢者集団と2002年の高齢者集団をそれぞれ年齢階層別に比較してい

る。古い時代の高齢者と新しい時代の高齢者の比較ともいえるが、“Productivity”を考える上

で、男女別にそれぞれの年代で歩行スピードや筋力など、生活機能に関連する能力がどのよ

うに変化したのかを分析することが可能である。 
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図 3 

 

 「通常歩行速度」（図 3）は、これまでの国内外の多くの老化についての縦断研究からきわ

めて有用な死亡の予知因子であることが良く知られている。この通常歩行速度を見ると、男

性も女性も、そしてどの年齢階層でも、10 年前の（1992 年の）高齢者に比べて新しい（2002

年の）高齢者は有意に速くなっている。このことは、2002 年高齢者のほうが死亡リスクが低

下していることを意味していると考えてよい。先述のように後期高齢女性は生活機能という

視点からみると低下リスクの大きい集団であるが、今から 10 年前の高齢者に比べると、健

康度は顕著に高くなったことも間違いない事実である。同様の変化は「握力」についても当

てはまる。男女共にどの年齢階層でも物を握る力が強くなっている。 

 一方、「老研式活動能力指標」の比較ではほとんど両群に変化が見られない。このわが国を

代表する高齢者の生活機能を測定する指標が開発されたのは 1980 年代であり、昨今の高齢

者の生活機能の向上著しい時代にはすでに適切な指標であるかどうか、再検討すべき時期に

入っているのであろう。また、栄養指標として重要な「血清アルブミン値」については、男

女共に顕著な上昇が認められる。かつては「低栄養」の指標としてこの血清アルブミン値を

3.5g/dl と定義していたこともあったが、今日の地域在宅高齢者の調査から見ても 3.8g/dl 以

下の高齢者（特に前期高齢者）は皆無といって差し支えないほどとなっている。欧米の研究

者の中にはこの血清アルブミン値による低栄養の判断を 4.0g/dl と考えているものも少なく

ない。 

 

３．後期高齢者における“Productive Aging”を実現するための介護予防の重要性とその戦略 

 現代日本人は中年期における生活習慣病の一次予防をより一層進めなければならない。な

ぜなら、例えば脳卒中を例にとっても、その死亡率は下がっても発生率が下がっていないた

めに、脳卒中発症後、死亡を免れたとしても要介護状態になる場合が多くなっていくことが
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容易に想定されるからである。発生率を下げるということは、病気を発症しないと同時に要

介護状態にならないということでもある。高齢期になって“Productivity” を維持するために

も、いかに不健康寿命を増加させないかが、喫緊の課題となる。疾病予防は（予防対策のな

されない状態における）疾患特異的死亡率に認められる変曲点の前に実施されることが重要

である。当然、介護予防は変曲点近傍（70 歳頃）から以降で特に重要となってくる。後期高

齢者医療制度は、さまざまに議論を呼び、今後のあり方もまだ不安定要素を残している保険

制度であるが、少なくとも疾病と介護を包括的に含む高齢者の健康作りという視点からみて、

「後期高齢者」として一つの枠を作り、疾病予防と介護予防のまさに「変曲点」としての機

能を持たせるという意味において今後も必要不可欠な制度だと考えられる。いつまでも金太

郎飴を切ったように病気の予防ばかりに力点が置かれるのではなく、変曲点以降の高齢者に

おいてより重要な生活機能の維持向上をどう保障するかが今後ますます大きな意味を持つと

考えられる。 

 高齢期において要介護状態となることを予防する具体的な方法とは何か？これまで述べて

きたことからも容易に推定されるように、男性は血管の老化、すなわち動脈硬化を（中年期

以降）いかに抑制するかが重要であり、女性においては（高齢期における）筋骨格系の老化

をいかに抑制するかが重要となる。特に今後著しく増加する女性の後期高齢者に頻発する軽

度の要支援・要介護サービスを必要とする状態を可能な限り予防し、自立期間を延ばすこと

が最大の理念と実施に向けた課題であろう。 

 

a)老年症候群の重要性 

 より具体的に対策方法を挙げるとすれば、「老年症候群」をいかにして予防するかという

ことである。この老年症候群は高齢期の“Productivity”に対しても大きな負の要因となってい

る。例えば、老年症候群の代表的な症候である転倒はもっとも重要かつ効果的な対象である。

転倒は（骨粗鬆症と連動して）容易に大腿骨頸部骨折などの骨折をはじめとする外傷をもた

らすだけでなく、たとえ外傷はなくとも転倒自体が高齢者に恐怖心を植え付け、その後の外

出への恐怖による生活空間の狭小化や QOL を低下させて「転倒後症候群」を引き起こす（鈴

木隆雄；2007）7)。正に高齢期の“Productive Aging” を傷害する最たる症候であろう。後期

高齢者で独居高齢者や高齢世帯では低栄養も問題となる。と同時に栄養だけでなく、誤飲性、

誤嚥性の肺炎の直接の原因となる口腔機能というのも大変重要である。誤嚥性の肺炎は物を

噛む機能、物を飲み込む喉頭、咽頭の機能の低下によってもたらされるものであり、歯科医

や歯科衛生士などの適切な機能回復指導により十分予防が可能である。また、閉じこもりと

密接に関連するのが尿失禁や足のトラブルである。尿失禁については軽度のものを含めると

高齢女性の 3～4 割に出現する。尿失禁によって友人と会うなどの社会活動性の制限がみら

れ、自信の喪失や閉じこもり状態へと移行する（金憲経他；2004）8)。また、足の変形によ

る歩行の困難性も多発するものである。女性で 70 歳を過ぎると、かなりの頻度で「土踏ま

ず」を構成する足の（骨格）アーチが低下し、扁平足そして開張足になりやすい。その結果

として外反母趾・内反小趾が発生し歩行時に足が痛む状態となる（Menz HB et al.;2005）9)。

これらも全て高齢期の“Productivity”を傷害していることは容易に想像されるであろう。 

 このような老年症候群の特徴は以下のようにまとめられる。 

１）明確な疾病ではない。（｢年のせい｣とされる） 

２）症状が致命的ではない。（｢生活上の不具合｣とされる） 

３）日常生活への障害が初期には小さい。（本人にも自覚がない） 
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 これらのことから、「老年症候群」を有する高齢者であっても医療機関への受診は少なく、

また医療側での対応も一定の水準がなく、対策に困難なのが現状である。しかし多くの老年

症候群、特にそれらの初期には自己の努力である程度予防していくことが可能である。特に

最近では、これらの老年症候群の多くの症候に対して科学的に最も推奨される手法である無

作為割付比較介入試験（Randomized Controlled Trial :RCT)によって、個々の症候に対する

介入プログラムが有効であるか否かが確認されている。これらの RCT は論文化され厳しい

レビューのある学術雑誌に報告されている。数ある老年症候群の中で、転倒予防（Suzuki T. 

et al.2004, Shimada H. et al.2004）10,11）、低栄養予防（Kwon J. et al.2006）12)、尿失禁予

防（Kim, H.et al.2007）13)足の変形による歩行障害の予防（Kusumoto A. et al.2007）14)、

さらに、もっとも高齢者の関心が深い認知症の予防については認知症の前段階、すなわち軽

度認知障害（”Mild Cognitive Impairment : MCI”）（SuzukiT et al. 2012）15) の段階でいず

れも RCT を経て適切な介入が有効であることが示されている。 

 

b)介護予防としての老年症候群の効果的スクリーニング 

 老年症候群の早期発見と早期対策は、高齢者において日々の生活を自立して送るという、

まさに“Productive Aging” という点で、ある意味で疾病予防以上に重要な意義を持っている。

このような高齢期の生活機能のスクリーニングに関して、具体的に推奨される方法は検診の

仕組みを活用することである。わが国は結核に対する早期発見と早期治療を目的として検診

の仕組みを発達させ、生活習慣病対策として応用を図り現在に至っている。わが国のこの検

診システムは他の国に例を見ないほどに国民に広く受け入れられ、世界一の長寿大国に押し

上げてきた大きな原動力であった。今後は若年から中年期の（生活習慣病予防のための）検

診を一段と充実させることはもちろんであるが、進行した高齢者社会にあっては高齢者の生

活機能の維持・向上のために老年症候群を早期発見し早期対応するためのシステムとしても

発展的に活用するべきである。筆者がこの理念に基づき、平成 13 年から本格的に開始した

のが地域在宅高齢者を対象とした「お達者健診」であった（鈴木隆雄他；2002 16）, 岩佐一

他、2003 17),岩佐一他、2005 18), 吉田裕子他；2006 19), 権珍嬉他；2007 20), 金憲経他；2007 

21), 2008 22), 吉田裕子他、2008 23)等）。この「お達者健診」ではもちろん必要最低限の老年

病も確認するが、基本は個々の高齢者の生活機能や老年症候群の有無を確認することに重点

を置いた健診である。特に生活機能のみならず生命予後にまで大きな影響を持つ歩行能力に

ついては、どのぐらいのスピードで歩けるのか、横断歩道での信号を渡れるスピード（およ

そ 0.1m/s）で歩けるのか、というような項目を重点的に確認してゆくのである。特に女性は

筋骨格系に虚弱の出現しやすいことから、骨や筋肉の状態を十分に確認することが重要であ

る。さらに、認知機能がしっかりしているかどうか、口腔機能（租借能力及び嚥下機能等）

の確認、血清アルブミン値等を含めた低栄養の有無等々を「お達者健診」では確認している。 

 このような高齢者の生活機能や老年症候群に焦点を当てた検診によって、何らかの危険性

を持つ高齢者、すなわちハイリスク高齢者が抽出されてくることになるが、そのようなハイ

リスク高齢者に対しては、先ほど述べた RCT によって科学的に有効性の確認された介入プ

ログラムを提供することになる。それが転倒予防であったり、尿失禁予防であったり、低栄

養予防であったり、あるいは生活機能の全体的な向上に対する介入であったりということで

あり、検診（スクリーニング）から具体的な予防対策の実施にいたるまでシームレスに行わ

れてゆくことが、今後益々重要であり、“Productive Aging” の実現に向けて必要欠くべから

ざるとりくみである。 
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図 4 

 

 さらにこういった高齢者の生活機能に着目した健診を積極的に受診した群と未受診群との

間には受診行動を調整しても尚その後の追跡調査によって死亡率に大きな差のあることが確

認されているのである（Iwasa H, et al. 2007 図 4）24)。さらに国民の関心の高い認知症予防

に向けた取り組みということで、認知機能低下予防の危険因子を抑制した無作為割付比較介

入試験も来年度実施される予定となっている。 

 介護保険によって保障される虚弱高齢者や障害を持つ高齢者への支援や介護はいわば最後

の社会的セイフティ・ネットであり、わが国のような（超）高齢社会にあっては最後まで安

心して暮らせるためにも必要不可欠な仕組みである。しかし、高齢期（特に後期高齢期）に

あっても虚弱化や障害をいかに先送りするか、最後まで自立した生活をいかにして営んでゆ

くか、そしていかに“Productive Aging”を構築していくかについては、自分自身が老年症候

群などの危険な老化をいかに早く気付くか、そしていかに早くその対応策を適切に受け入れ

るかが極めて重要なのである。それは何も難しいことをやるわけではないが、不断の自助努

力が必要であることはいうまでもない。これが介護予防で一番大事なことであろう。 

 

４．おわりに 

 介護保険の開始以来、そのサービスを利用する高齢者が非常に増えてきている。介護保険

は最後のセイフティ・ネットでもあるわけで、それが国民に広く認知されてきたということ

であり、払った保険料に対してサービスを受けるという契約であることから、必ずしも憂う

べきことではない。 

 しかし、軽度の要介護者が特に増えてきていることは憂慮される。特に後期高齢期の女性

における虚弱化の進行とそれに伴う生活機能の低下がこのような軽度サービスの増加につな
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がっていることは否定できない。 

国の施策としての介護予防は平成 18 年に開始されたが、現時点では必ずしも十分に機能

しているとは言いがたい。サービスを受ける特定高齢者を５％と想定しているが、現在でも

高々0.8％程度であり、地域包括支援センターでの対応やケアマネジメントのあり方、実際の

サービス提供への流れなど課題は抽出され、改善の方策も少しずつ実行されている。現在第

5 期（平成 24 年度以降）の介護保険制度における介護予防の動向を見据えたかたちで実施さ

れているのが「システムとしての介護」である。一つは基本チェックリストの完全実施であ

る。またハイリスク高齢者のみを直接的に抽出する（ハイリスク・アプローチ）だけではな

く、一般の高齢者からも広く介護予防の取り組みの中から高齢者集団全体での介護予防の取

り組み（ポピュレーション・アプローチ）の重視など、より広範な啓発普及を含めた総合的

対策が進行している。 

 わが国において（先に述べたように）疾病予防が功を奏し、健康長寿大国を築くまでに 50

年以上の不断の努力を必要とした。一方、介護予防は始まってまだ 5、6 年である。はじめ

から「全国民が納得」し、わずか数年で介護保険料の削減に結びつく「顕著な効果」という

のはそもそも無理な話である。けれども、そして少しでも、国民の一人一人が介護予防は疾

病予防と同じように大事であり、人生の最期まで“Productive” に自分らしく尊厳を持って生

きていくためには、積極的な保健行動を含む自助努力が必要であることを理解してもらえる

よう、これから根気強い（草の根的な）取り組みが必要である。  
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１．高齢者の地域参加に関する基盤制度・政策の動向 －日本と海外 

 

医療経済研究機構主任研究員 

 中島民恵子 

１．目的 

 本稿では、各国のプロダクティブ・エイジングと健康増進の実態を比較していく上で基盤

となる、高齢者をめぐる社会保障制度や就労支援等の政策的動向を把握する。それとともに、

高齢者の地域参加に関する推進策の動向を具体的な実践例を通して明らかにする。 

 

２．方法 

 プロダクティブ・エイジングの実現に向けて、それらの基盤となる「１．高齢社会に向け

た基本制度」「２．退職後の所得補償に関する法制度」「３．高齢者の雇用に関する法制度」

「４．高齢者の安定居住に関する法制度」および「５．高齢者の社会参加を促進する方策」

の項目を設定し、イギリス、オランダ、フランス、シンガポールの国際長寿センター（ILC）

を対象にプロダクティブ・エイジングについての各国法制・制度調査（データリクエスト調

査）を行った（詳細は本報告書 165 ページ参照）。各アライアンスセンターには、これらの

分野に詳しい専門家、研究職（有識者）に回答の依頼を要請した。また、これらに加え、各

国の担当省や高齢者支援団体等の web サイトや、文献検索によって資料を収集した。 

 

３．結果 

１）高齢化に関する基礎データ 

（１）各国の高齢化率と平均寿命の推移 

 図 1 の通り、各国とも 65 歳以上の高齢者が増加する見込みであり、周知の事実であるが、

日本は高齢化になる速度が他国に比べて早い状況にある。また、表 1 の通り、日本の平均寿

命は、男女とも 1950 年から 1975 年にかけて急速に伸び、1980 年代以降の日本の平均寿

命は男女とも最も長い状況である。 

 

 

出典：OECD World Population Prospects 2010 

 

図 1 高齢化率の推移 
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表 1 平均寿命の推移 
 

男性 1950-55 1960-65 1970-75 1980-85 1990-95 2000-05 2010-15 2020-25 

イギリス 66.7 68 69 71.1 73.4 76.0 78.3 79.4 

オランダ 70.6 71.2 71.2 72.8 74.2 76.3 78.9 80 

フランス 64.2 67.2 68.6 70.7 73.3 76 78.5 80.2 

シンガポール 57.5 63.4 66 69.5 74.4 77.2 78.9 80.1 

日本 60.4 66.5 70.5 74.1 76.3 78.3 80.1 81.4 

女性 1950-55 1960-65 1970-75 1980-85 1990-95 2000-05 2010-15 2020-25 

イギリス 71.8 73.9 75.2 77.1 78.8 80.6 82.4 83.7 

オランダ 73.2 75.8 77.1 79.5 80.2 81.0 82.8 83.8 

フランス 70.2 74.2 76.3 78.9 81.5 83.2 84.9 86 

シンガポール 63.0 70.0 72.8 75.1 79.2 81.5 83.7 84.9 

日本 63.9 71.5 75.8 79.6 82.4 85.2 87.1 88.4 

出典：OECD World Population Prospects 2010 

2010-05,2020-25 は推定値 

 

（２）高齢者の社会活動に対する意識 

本調査のデータリクエスト対象国は含まれていないが、高齢者の社会活動に対する意識に

ついては、「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（対象：韓国、アメリカ、ドイツ、

スウェーデン、日本）により示されており 1)、参考として概要を記す。図 2 のように、ボラ

ンティア活動その他の社会活動への参加状況は、日本は参加している割合（31.3％）が韓国

に次いで低かった。また、ボランティア活動その他の社会活動に参加していない人に対して

参加しない理由については、「関心がないから」という人の割合（15.9％）は他国と比べて極

めて低く、「時間的・精神的ゆとりがない」、「健康上の理由、体力に自信がない」という理由

が多かった（それぞれ 32.2％、31.5％）。日本では、他の 4 か国と比較して「社会活動に関

心はあるものの、時間的・精神的ゆとりや健康上の理由から参加していない」人が多い状況

であることが指摘されている。 

 

出典：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成 22 年） 

 

図 2 ボランティア活動その他の社会活動への参加状況 
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２）EU におけるアクティブエイジングの動向 

EU では、2012 年を「アクティブエイジングと世代間の連帯のための欧州年（European 

Year for Active Ageing and Solidarity between Generations）」と定め、高齢社会に向けた

対応の抜本的見直しに取り組んでいる 2)。 

アクティブエイジングの起源は国連の国際高齢者年（1999 年）、第 2 回高齢化に関する

世界会議（2002 年）等にあると言われている 3)。なお、国際保健機関（WHO）はアクティ

ブエイジングを「健康の維持、家族や地域社会の営みへの参加、安心できる社会づくりのた

めのさまざまな機会を最大限に高めるプロセス」と定義している 4)。 

EU のこの 2012 年（アクティブエイジング年）において、仕事をさらに満喫し、日常生

活で自立し市民として関わりながら、健康な状態で社会の一員として年を重ねることが重視

されている。高齢者が年齢に関わらず、社会で役割を担うことができ、質の高い生活を楽し

むことができるためにも、高齢になっても個々人が持つ可能性を最大限活用することが重要

と考えられている。 

特に、高齢者の社会貢献への認知度向上を目指したものであり、アクティブエイジングに

向けたより良い機会づくりや世代間の連帯強化を目的とした行動を起こすよう、政策立案者

やあらゆるレベルの関係者を促そうとしている。そのために、アクティブエイジングを実現

するための多くの事例を集め、提示することによって、高齢者の社会貢献に対する関心を高

め、人びとの意識を変革することを目指している。 

また、2012 欧州年は、「雇用」「社会参加」「自立した生活」3 つの分野でアクティブエ

イジングを促進しようとしている。 

 

雇 用 ：欧州全体で寿命が延びている中、年金受給開始年齢も引き上げられている。し

かし多くの人々は、一定の年金を受給し退職出来るようになるまで、現在の仕

事の継続や他の仕事を見つける等ができないのではないかと恐れている。労働

市場における高齢就労者により良いチャンスを提供することが必要である。 

 

社会参加：高齢者が引退後に、自分の親または配偶者、また孫など他者へのケア提供者と

して貢献している点は見過ごされがちであり、またボランティアとしての高齢

者の役割も同様である。欧州年では、高齢者が社会にもたらしているものに関

する認知向上や、高齢者により優しい環境作りに努める。 

 

自立した生活：年と共に健康状態が衰えるが、その衰えに対処するために出来ることは多

くある。アクティブエイジングは、高齢者が出来るだけ長く自らの人生の

主人公でい続けながら年を重ねられるよう、自らをエンパワーすることも

意味している。 

 

３）プロダクティブ・エイジングに関連する基盤制度・方策 

（１）高齢社会に向けた基本制度について 

 日本では、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体と

して高齢社会対策を総合的に推進していくため、1995 年に高齢社会対策基本法が制定された。

そこでは、「就業・所得」「健康・福祉」「学習・社会参加」「生活環境」「調査研究等の推進」

の 5 つに関する規定が示されている。 
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 高齢社会対策基本法に基づき、「高齢社会対策大綱」（以下、大綱）が作成されることとな

り、最初の大綱は 1996 年に策定、その後 5 年が経過した 2001 年に一度改定が行われ、2012

年に二度目の改定が行われた。最新の改定では、「人生 90 年時代」を前提とした仕組みの

転換が強調され、以下の6つの基本的考え方に則り高齢社会対策を進めることが示された 5)。 

 

表 2 高齢社会対策大綱（2012）の基本的考え方 

 

 

 

 

 

 

 

高齢社会対策基本法および大綱のような、高齢社会対策を推進するための基本的な法律や

戦略等に関する、調査対象国の状況は以下の通りである。 

 

イギリスには、高齢者の配慮や参加の積極的な促進を記す類似法は存在しない。特に、

「2010 年平等法 6)」では、年齢、障害、性別などに基づく差別禁止を定めており注1）、本法

律が年齢差別に関する主要な法律となり、雇用・教育・研修におけるエイジズムから高齢者

を守っている。一方、イギリスでも高齢化が進行している状況下に対して、監査委員会（Audit 

Commission）より、各自治体において人口高齢化に対する十分な財政的対策がとられてい

ないことなどを指摘するレポート 7)が示され、財務的な課題へ自治体が対応や改善しやすく

なるためのいくつかのツール 8), 9)が提供されている。 

オランダには、全国・地域・自治体のどのレベルにおいても、人口構造の変化から生じる

課題に対応する包括的な法律やアプローチはない。高齢化社会は政府・NGO・労使団体等に

とって重要な課題であることは認識されており、特にそれは医療・福祉・就労・所得の分野

で顕著である。 

フランスでは、ほかの先進諸国に比べて出生率の低下が早期に始まったことにより人口の

高齢化も早く到来し、1865 年にはすでに全人口に占める 65 歳以上の人口の割合は 7％を超

えていたが、14％を超えるには 114 年を費やしており、高齢化の進行は極めて緩やかであっ

た。フランスの人口問題の解決は出生率を引き上げることに向けられ、高齢者に対する系統

的な施策の展開は遅れていたことが指摘されている 10)。 

 フランスにおいて、本格的な高齢者対策がなされるようになったのは、高齢者問題研究委

員会が今後 20 年間の高齢者施策の指針をまとめた「ラロック報告書」が 1962 年に出されて

からである。フランスにおいても、高齢社会に向けた基本法は存在しないが、この報告書に

みられる高齢者の自立した生活を支援するという理念は、現在でも高齢者福祉医療政策に引

き継がれている。また、フランスの労働法および社会保障法では、全般的な就労および雇用

条件の規則が設けられているが、この数年間に高齢就労者に特化した規範を定めるため、い

                                                   
注1） 差別禁止の対象となる「保護特性」として、年齢、障害、性別、性転換、妊娠・出産、結婚（同姓婚を含む）、

人種、宗教・信念、性的指向の 9つを定め、雇用、教育、商品・サービスの提供を含む広い範囲で、「保護特性」に

基づいた直接的および間接的差別の禁止を求めている。（内閣府. 第４章 2010 年平等法（イギリス）.障害者差別禁

止制度に関する国際調査） 2012. 

Available from: http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/h23kokusai/12-eng1.html） 

(1)「高齢者」の捉え方の意識改革  

(2) 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立 

(3) 高齢者の意欲と能力の活用  

(4) 地域力の強化と安定的な地域社会の実現 

(5) 安全・安心な生活環境の実現  

(6) 若年期からの「人生 90 年時代」への備えと世代循環の実現 
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くつかの法や法令が定められてきた注2）。 

シンガポールにおいても、高齢社会に向けた基本法は存在しない。ただし、シンガポール

は高齢化社会から高齢社会への移行年数が日本よりも早いスピードで進むことが指摘されて

おり、高齢化への対応が急がれている注3）。 

実際、高齢社会を見越して、1982 年から 1999 年の間にシンガポール政府は 4 つの全国委

員会を立ち上げ、高齢社会に向けた準備を開始している。 これら全国委員会の取り組みに基

づき、1998 年に初の高齢化に関する省庁間委員会（Inter-Ministerial Committee；IMC）

が設立された。IMC は、高齢化に伴う課題へ対応するために調整の取れた全国的なアプロー

チに着手し、それを促進することを目的としている。IMC の報告書では、全ての市民がサク

セスフル・エイジングを享受できるようにするための優先分野として、1)高齢者の社会的統

合、2)ヘルスケア、3)経済的安定、4)雇用と雇用適性、5)住宅と土地利用政策、6)高齢化社会

における団結の促進と対立の管理を示しており 11)、国としてどのような国家戦略をとるかを

定義づけるものとなった。本報告書は発表以来、シンガポールにおける高齢化の政策やプロ

グラムの指針となっている。シンガポールでは継続的に高齢社会への対策が検討されている。 

 

（２）退職後の所得補償に関する法制度について 

 高齢期における社会参加を支える１つの基盤には、退職後の生活を支えるための所得補償

に関する制度があると考えられる。退職後の生活を支える主な所得は、公的年金、退職給付

（退職一時金と企業年金）、これまで自ら貯蓄してきた財産の取り崩しの 3つと考えられる。

ここでは、公的年金を中心に年金支給年齢などについて、OECD の『図表で見る年金 2011

年版（Pensions at a Glance 2011）』を中心に、対象国の最新の状況も踏まえて検討してい

く。 

 OECD 諸国の約半数は、すでに年金支給開始年齢を引き上げ始めている、もしくは、近

い将来引き上げようと計画している。2050 年には、OECD 諸国の平均年金支給開始年齢は

男女ともほぼ 65 歳に達する。これは 2010 年から男性で約 2.5 年、女性で約 4 年の引き上

げに相当することが指摘されている 12)。一方で、大半の OECD 諸国では標準的な年金支給

開始年齢前に退職することも指摘されており、2002 年～2007 年の OECD 諸国の平均退職

年齢は男性で約 63.5 歳、女性で約 62.5 歳である。（３）とも関連するが、実質的な退職年

齢の引き上げや雇用継続に向けた取り組みは、各国とも並行して直面する重要な課題ともな

っている。 

 データリクエスト対象国（シンガポールを除く）の 1949 年から 2050 年までの男女別標準

年金支給開始年齢は表 3、4 の通りである。以下で各国の状況を見ていくが、下記の OECD

データで示されている以上に、支給開始年齢の引き上げが早まっている現状が分かる。 

 

  

                                                   
注2）”Decree No. 2009-560 of 20 May 2009 concerning the content and the validation of the agreements and the action plans 

promoting employment of older workers ”,” Decree No. 2009-564 of 20 May 2009 concerning the calculation of staff referred to in 

Article L. 138-28 of the Code of Social Security agreements and action plans promoting employment of older workers.”など 

注3） 日本は 7%から 14%に移行するのに 24 年（1970 年から 1994 年）であったのに対し、シンガポールでは 16 年

（2000 年から 2016 年）の移行が見込まれている。 
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表 3 男性の標準年金支給開始年齢（1949-2050） 

 
1949 1958 1971 1983 1989 1993 1999 2002 2010 2020 2030 2040 2050 

イギリス 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 67 68 

オランダ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

フランス - 65 65 65 60 60 60 60 60.5 61 61 61 61 

日本 - 60 60 60 60 60 60 61 64 65 65 65 65 

              
表 4 女性の標準年金支給開始年齢（1949-2050） 

 
1949 1958 1971 1983 1989 1993 1999 2002 2010 2020 2030 2040 2050 

イギリス 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 66 67 68 

オランダ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

フランス - 65 65 65 60 60 60 60 60.5 61 61 61 61 

日本 - 55 55 55 56 58 60 60 62 65 65 65 65 

出典：OECD Pensions at a Glance 2011 Table1.1.&1.2. 

 

 イギリスでは、2010 年の白書「持続可能な公的年金 13)」において、平均余命の伸長が急

激であり、2007 年年金法が定めていた支給開始年齢引き上げのスケジュールでは年金制度の

持続可能性が失われてしまうことに言及し、2007 年年金法の支給介護年齢の引き上げスケジ

ュールを 6 年前倒しして実施することが提案されている。これらを受けて、2011 年イギリス

年金法 14)では、女性の年金受給開始年齢の引き上げスピードを速め、男性と女性の支給開始

年齢が65歳に統一されるのが 2020年であったのを、2018年には65歳へと前倒しした上で、

2020 年 10 月には男女ともに 66 歳とすることが予定されている。また、政府の計画では、

2024年から2026年までに年金受給開始年齢を66歳から 67歳に引き上げることも考えられ

ており、「長寿化のペースについていけるよう、年金受給開始年齢を自動的に見直す」ことが

暗示されてきた。したがってイギリスでは、年金受給開始年齢が 70 歳またはそれ以上とな

る可能性がある。 

 この背景の 1 つには、イギリスでも他の先進国と同様に、従属人口指数上昇の課題を抱え

ていることがあげられる。2010 年には、年金受給年齢者 1 人に対して生産年齢人口は 3.2

人であったが、2051 年までに 2.9 まで下がることが予測されている。現法で実施されている

年金受給開始年齢の引き上げが行われない限りこの指数はさらに下がり、2051 年には 2.0 と

なると見込まれている 15)。 

オランダでは、公的基礎年金は 15 歳以降オランダで居住または就労する期間に応じて毎

年満額の 2％ずつ積み上げていくものである。年金の給付額は、1 年に 2 度改定される最低

賃金と連動している。2010 年に政府と労使団体等は「年金協定（The Pension Agreement）」

を締結し、これにより公的年金受給開始年齢は、2020 年には 1 年延長され 66 歳に、また 2025

年には 67 歳へと引き上げられた。2025 年以降の年金受給開始年齢は、平均寿命の伸長に連

動することとされている。経済危機や財政赤字へ対応するための緊縮事業について合意が得

られず、2012 年春に連立政権が崩壊した直後、年金受給開始年齢の引き上げ速度を上げるこ

とが決定した。これにより、年金受給開始年齢は 2013 年から 1 年に 1－数か月ずつ引き上

げられ、2019 年には 66 歳に、2023 年には 67 歳となる。2023 年以降の年金受給開始年齢

は、平均寿命の伸長によりさらに引き上げられる可能性がある 16)。さらに、2012 年秋にお
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ける新連立政権の交渉の結果、年金受給開始年齢引き上げのスピードがさらに上げられ、連

立政権パートナーは年金受給開始年齢を 2018 年には 66 歳に、2021 年には 67 歳とすること

に合意した。ただしこれは現行法には組み込まれていない。 

フランスでは、標準年金支給開始年齢は他の国とは異なり 1980 年代に引き下げが行われ

たこともあり、標準年金支給開始年齢が他の国に比べて低めである。ただし、近年年金に関

する改革が進められており、2010 年に大きな改革が実行された。正規の法定年金支給開始年

齢は 60 歳から毎年 4 か月づづ引き上げられ、2018 年に 62 歳とされる予定であり、満額年

金の受給開始年齢も65歳から67歳に引き上げられるとされている 17)。なお、フランスでは、

退職後の期間（2007 年時点で約 19 年）が OECD 諸国で最も長く、退職後の期間長期化が

もたらす経済面および健康面での影響は大きいと考えられている。 

シンガポールでは、福祉制度として全国民を対象とした賦課方式による年金制度は存在せ

ず、中央積立基金（Central Provident Fund ；CPF）を中核とする個人単位の積立方式に

よる福祉制度が構築されている。年金受給の標準資格 は 55 歳で CPF から一時払いで引き

出すことが前提とされていたが、55 歳で一時払いで引き出すと、その後 20 年しか経済的に

持たないことが予測された。そこで、一時払いではなく年金を毎月受け取る方式をとり、高

齢者が生涯安定した収入を得られるよう、CPF Life として知られる新たなスキームが導入さ

れた 18)。これらの受給資格要件は改定されてきており、（３）とも関連するが定年の改定に

沿って CPF の引き出し可能年齢（Draw Down Age としても知られる）も改定される予定で

ある。  

 

（３）高齢者の雇用に関する法制度について 

日本では 1971 年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が制定され、数回にわた

る改定を得て、65 歳未満の年齢が定年となるように定めている場合には、65 歳までの雇用

を確保するための措置（①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止）の

導入が義務付けられている。 

さらに、2012 年 8 月の改定（2013 年 4 月施行）では、「急速な高齢化の進行に対応し、

高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整

備」をすることを目的に、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止等が盛り込まれ

ている。 

イギリスでは、2006 年雇用平等（年齢）規則が制定されたと同時に法定定年（Default 

retirement age）が試験的に導入され、2011 年に再検討を行うものとされてきた。ただし、

イギリスと日本における定年制は同様のものではなく、イギリスでは一定年齢の到達を理由

とした解雇を許容するというものであり、使用者は解雇の意思決定をする必要があり、雇用

の意思表示をなすか否かは使用者の決定によるとされている 19)。 

2011 年雇用平等（定年年齢廃止）規制により、2011 年 4 月から徐々に行われてきた定年

制の廃止が 2011 年 10 月以降は完全廃止されることとなった 20)。イギリスで定年制が違法

となったこと自体も重要視されているが、それに加えて、より多くの高齢者を雇用すること

が奨励されている。ただし現在のところ、これはインセンティブではなく、あくまで奨励に

すぎない。また不況が長引く中で政治的な優先事項は、増大する若者の失業へ確実にシフト

しているのが現状である。イギリスで高齢者雇用が比較的重要視されている地域は北アイル

ランドである。高齢者戦略文書「包摂的社会における高齢化（Ageing in an Inclusive Society）

21)」では、北アイルランドにおける高齢者の支援や包摂を推進する政府のアプローチが提示
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されている。 

オランダでは、早期退職制度は 1980 年代に若年層の失業対策として導入され、多くの労

働者が 65 歳以前に進んで退職の道を選んだ経過がある。ただし、早期退職制度は徐々に廃

止され、年金制度の改革も進められた。また、2006 年に「65 歳定年退職制と同時点での部

分的引退選択の機会」を企業に義務付ける法律が可決され、現役の年金制度加入者は部分的

引退を選択できるようになり、65 歳以降も働くことが可能となった 22)。その他、オランダ

では 21 世紀初頭から、高齢者の比較的低い労働力率や就労期間の短さへ対応するために幅

広い政策がとられてきている。これらを受けて、55－64 歳の雇用率は 2011 年で 56％とな

っており、EU 加盟 27 か国平均の 47％をはるかに上回る状況であり、雇用率は男女とも、

この 10 年間で大幅に上昇している。 

フランスでは、1970 年代半ばより企業は早期退職スキームを通じて、高齢者の退職を大々

的に奨励した経過がある。ただし、2000 年代初期、特に 2003 年の年金改革以降には、早期

退職用の公的資金は大幅に削られてきている。その結果、早期退職は減少してきているもの

の、55 歳以上の雇用率は OECD 諸国で最低レベルであり、2008 年時点で、平均退職年齢は

男性で 58.5 歳、女性で 59.2 歳である。また、2009 年社会保障財政法が制定され、高齢者雇

用が促進され、雇用主が年齢を理由に退職させることができる年齢が 65 歳から 70 歳へと引

き上げることとなった。 

シンガポールでは、強制的な定年（mandatory retirement）は存在しない。ただし、高齢

化と労働力不足に対応するため、法定定年（statutory retirement）の年齢の引上げが段階

的に行われている。当初、55 歳であった定年年齢は、1993 年に 60 歳に引き上げられた 23)。

また、近年では退職及び再雇用（Retirement and Re-Employment Act 2012）に関する法案

が国会で承認され、2012 年 1 月より定年年齢 62 歳となった。この法律では、従業員が定

年年齢である 62 歳に達した際、事業主は 65 歳まで会社に残る選択肢を従業員に提供しな

ければならないとされている。また、将来的には 67 歳まで引き上げる旨も含まれている 24)。 

 

（４）高齢者の安定居住に関する法制度について 

日本では、2001 年に高齢者の居住の安定確保に関する法律が制定され、高齢者向けの賃貸

住宅の供給、バリアフリー・リフォーム等についての支援が進められている。また、2011

年の改正では、高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医

療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登

録制度の創設等が行われている。 

イギリスでは、高齢者の住まいに特化した法的な扱いはない。ただし、高齢者の住まいの

問題が軽視されないよう、高齢者の住宅とケアに関する超党派の議員連盟が設立されている

25)。この連盟は、より効果的に統合された高齢者の住宅ケアを開発し、高齢期におけるより

幅広い選択肢を約束するために、議論の促進やアジェンダ設定を行うことを目指している。

連盟の 2011 年の報告「自宅での豊かな生活（Living well at home）」26)では、自宅は高齢者

が生活するにふさわしい場所であり、自立した生活の長期化を可能とする等の重要な役割を

果たしていることが強調されている。基本的な家のリフォームや在宅ケアなどの支援を得に

くい障壁（ケアの必要性が逼迫しない限りにおいて）について考察した上で、その問題の解

決方法について提案を行っている。 

なお、ケアが必要となった場合の話ではあるが、住宅を所有している高齢者が介護施設に

入所する場合には、その資産の活用・売却によって、介護費用を捻出することが想定されて
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おり、在宅所有を推進してきたイギリスの住宅政策は高齢者の住宅問題がケア費用の支払い

問題と大きく関係していることが指摘されている 27)。 

オランダには、日本の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のに該当するような法律

はない。オランダでは定期的に、Monitor Investeren voor de Toekomst28)のように、高齢者

用住宅や高齢者介護施設のニーズアセスメントが行われる。社会の高齢化に伴い高齢者用の

特別な住宅施設が更に必要となっていることは広く認知されているが、新たな住宅の建設や

既存住宅改修の関連目標の規定、安定居住を可能とする具体的な建築物の特徴などを規定す

る特定の法は存在しない。オランダでは多くの国と同様に、住宅セクターは個人所有と賃貸

セクターに分類されるが、他国と異なるのはオランダの賃貸セクターが、民間の不動産投資

家ではなく半官の非営利組織（Woning Corporaties）で占められる点である。これらの組織

では特に、低所得層を対象とした賃貸住宅を建設している。政府はこれらの半官組織と協定

を結んでおり、その中には高齢者に安定した住宅を提供するための新たな住宅に関する具体

的な条項や、古い家屋・アパートを高齢者に適した様式にするための改修に関する条項が含

まれる。 

フランスには、全国住宅改善機関（Agence Nationale de l’Habitat = l’ANAH)が存在し、

既存の民間住宅の開発や改善に関する国策を実施することが使命とされている。 目的を達成

する為に、住宅所有者・家主・賃貸住宅所有者への支援金提供によって業務の遂行を奨励し

ている他、低所得者・障害者・自律が阻害されつつある高齢者を重視している。なお、少し

古いデータであるが 2002 年時点においてのフランスの高齢者の持ち家率は 70.7％と比較的

高い状況である 29）。 

シンガポールでは、国民に住宅を保障するために、住宅開発局（Housing Development 

Board ； HDB）という国の機関が設立されている 30)。シンガポールは人口密度が高く、不

可侵の居住権は、1960 年に始まった手頃な価格の都市公団住宅の建設を通じて実現されてき

た。国の住宅戸数の 87%以上が HDB の運営する公団住宅であり、高齢者の間では、持ち家

率がほぼ 100%である。 

55 歳以上の人が所有するアパートを売却して、高齢者ケアセンターが併設された小さなア

パートやワンルームマンションへ引っ越す場合は、1 世帯当たり 2 万ドルを上限にボーナス

を受け取ることができる仕組みもある。高齢者に対応する為の住宅改修は、地域・在宅ケア

サービス提供者や営利のサービス提供事業者によって実施されている。 

 また、シンガポール政府は 2009 年にリース買い戻しスキーム（Lease Buyback Scheme；

LBS）を発表した 31)。これは、低所得で 3 部屋以下のアパートに住む高齢者世帯が、そこに

住み続けながら住宅資産の一部を流動化でき、退職後の所得補填として生涯にわたる収入源

をもたらすことができる貨幣化の追加的オプションである。日本でのリバースモーゲージに

近い仕組みであると考えられるが、このスキームはあまり高齢者に理解されておらず、政府

による見直しが行われている。 

 

（５）高齢者の社会参加を促進する方策と実践例 

 日本において国の施策としても、高齢者の社会参加の推進は重要であると考えられ、厚生

白書や厚生労働白書、高齢社会白書等を通じて、その重要性が繰り返し述べられてきたこと

が指摘されている 32)。平成 24 年度版の高齢社会白書においても、高齢者の社会参加活動の

推進に向けて、「高齢者の社会参加と生きがいづくり」「高齢者の海外支援活動の推進」「高齢

者の余暇時間等の充実」をあげ、地域を基盤とする自主的な活動の支援や豊富な知識や経験
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を活かした活動等の促進が示されている。 

また、老人福祉法の第 3 条においても、心身の健康を保持し、社会的活動に参加するよう

に努めること、また、適切な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えら

れるものとすることが示されている。同法第 13 条には、地方公共団体は老人クラブその他

当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならないとしており、自

治体ごとの高齢者の社会参加の推進が取り組まれている。 

さらに、2000 年に導入された介護保険の要介護認定者の急激な増加への対処の１つの方策

として「介護予防」に力が入れられてきている。「介護支援ボランティア活動への地域支援事

業交付金の活用について」（老介発第 057001 号；2007 年）の通知のように、地域支援事業

を活用し、高齢者が介護支援ボランティアの活動を通じて、社会参加や社会貢献を担うとと

もに、参加する高齢者自身の健康増進もあわせて図ることを支援する施策の展開も進められ

てきている。 

 

 ここでは、実際にプロダクティブ・エイジングに関するインタビュー調査（詳細は 204 頁

を参照）を実施したイギリス、オランダにおける状況について、一部インタビュー内容に触

れながら示していく。 

イギリスにおいては、2008/09 年のコミュニティ・地方自治省による市民活動調査

（Citizenship Survey）33)によると、65－74 歳の人の 30%が何らかの公的なボランティア活

動を行っており、75歳以上の人の約 20%が何らかの公的なボランティア活動を行っている。

また、65 歳以上の人々が定期的な私的ボランティア活動に捧げた時間が全年齢層で 2 番目に

多いという事も示されており、全国で行われているボランティア活動の大半で、高齢者が重

要な役割を果たしていることが指摘されている。このように高齢者は自らの献身や蓄積され

た経験を通じて大きな貢献を果たしており、高齢者のボランティア参加は普及しているが、

それらを促す方策や運営に関しては積極的ではなく、個々人の意欲に頼っている状況がある。 

 実際にイギリスで高齢者を含む人々の参加を積極的に後押ししている新たな取り組みとし

て、アルツハイマー協会（Alzheimer’s Society）による「認知症フレンズ（Dementia Friends）」

34)や保健省の「イノベーション・優秀・戦略開発基金（Innovation, Excellence and Strategic 

Development Fund）」より 376,750 ポンドを得て 2012 年 4 月に始まった IT を基盤とした

「ボランティア・オンライン（Volunteers on Line）」35)等がある。また、今年度のインタビ

ュー調査対象である RSVP (Retired and Senior Volunteer Programme)では 1988 年から活

動を開始しており、現在 1 万 5 千人の高齢者ボランティアによる、孤立した人・外出できな

い人の訪問、英語クラス、エクササイズ、ランチミーティング等の幅広い活動が行われてい

た。また、450 人のボランティア・オーガナイザーがボランティア活動の立ち上げ、育成、

運営を行っていた。実際に RSVP でボランティア活動をしている高齢者の声からは、「自分

の中に眠っていたスキルを使うことができることの価値」や「コミュニティにおける自分た

ちの価値やリタイアによって失った個人の役割の回復、ボランティアを受ける人たちが実は

担い手になりうることを体験できることを知る」といった様々なポジティブな側面が語られ

ていた。 

オランダでは、ボランティアにかかわるポリシーは社会支援法（Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning: WMO, Law on Social Assistance）という国の法律によって定められている。

ただし、高齢者のボランティア活動を促進する全国的な施策や高齢者の様々な能力をさらに

活用するための具体的な施策は存在していない。一方で、地方・地域・自治体レベルでは、
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高齢者のボランティア活動を促進する幅広い活動が行われている。今年度のインタビュー調

査対象であるライデン市においても、国の法律に基づいて各市作成することとされているポ

リシーを作り、ランデン市としてボランティア活動の振興を進めていた。振興の重点はボラ

ンティアのリンケージ（interconnect, demand & supply）であり、ボランティアの自主性を

サポートする環境整備を進めているとのことであった。また、ライデンとウフストヘースト

を対象に、医学的、心理的、また肉体的な問題を抱える在宅の高齢者を支援している Radius

では多くのボランティアが関わっている。ボランティアは 75 歳以上の人の比率が 20％、残

りの 80％が 75 歳未満だが、最も多いボランティアの年齢グループは 55～75 歳であり高齢

者が多く活躍していた。さらに中には 90 歳という高齢でいながらボランティアをしている

方もいるとのことであった。また、利用者の力を丁寧にアセスメントすることで、ボランテ

ィア側としても活躍してもらうということも実践している。 

 

４．まとめ 

 本稿では、調査研究の初年度として、各国のプロダクティブ・エイジングと健康増進の実

態を比較していく上で基盤となる、高齢者をめぐる社会保障制度や就労支援等の政策的動向

について把握した。 

 高齢社会の基本制度に関しては、日本の「高齢社会対策基本法」のような基本法は対象国

では見られなかったが、高齢社会に対する対策の重要性は認識されており、財源的対策や指

針等が示されていた。ただし、イギリスの平等法では、年齢を含めたあらゆる差別禁止が示

されており、法の前では全てのグループを平等に扱うことを目指すことで、雇用・教育・研

修におけるエイジズムから高齢者を守る観点が重要視されていた。 

 また、基礎データからは、対象の欧米諸国もアジア諸国も総じて高齢化率が上昇し、特に、

日本は高齢化率が上昇する速度が速く、シンガポールも同様の傾向が見られた。さらに、全

ての国で平均寿命の伸長も続くことが想定されている中、経済的要因の影響もあり、高齢者

の退職後の年金を中心とした所得補償と高齢者の継続的な雇用促進に関しては制度・政策面

での取り組みが多く見られた。特に、高齢者の雇用年齢の引き上げと年金受給の引き上げは

対象国において議論され、それらの年齢が当初よりも早い速度で引き上げられている状況で

あった。 

 ただし、「アクティブエイジングと世代間の連帯のための欧州年」の動向にも見られたよう

に、いかに高齢期を豊かに活力ある形で過ごすのかについては、雇用等に限らず社会参加の

あり方も重視されている。諸外国において制度面から高齢者の社会参加を具体的に推進する

ものは、今回の調査では見られなかったが、地方自治体やチャリティーや非営利組織等によ

る高齢者の社会参加促進の動きは今後さらに注目していくことが必要と考えられた。 

 なお、高齢者の社会活動に対する意識について、日本に関しては「社会活動に関心はある

ものの、時間的・精神的ゆとりや健康上の理由から参加していない」人が多い状況であった。

これらの「社会活動に関心がある」層の人たちが、少しでも自分に合う活動を見つけること

ができる、実際の活動に結びついていくための仕組みづくりがさらに必要になってくるであ

ろう。これらの多様な社会活動の参加のあり方およびその効果等についても、国内外の実践

や事例等を通して、今後明確にしていくことも重要と考えられた。 
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２．高齢者の地域参加 －日本とヨーロッパ、韓国－ 

 

公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団 主任研究員 

澤岡詩野 

１．高齢期の居場所と出番 

１）居場所と出番の必要性 

日本人の平均寿命は男性で 79.4 歳、女性で 85.9 歳 1）と、世界有数の長寿国として知られ

ている。65 歳に定年退職を迎えた場合、男性で約 15 年、女性では 20 年の期間を、新たな

ライフステージのなかで生きていくことになる。この長い期間を、いかに社会の担い手とし

てプロダクティブ（生産的）に活動し続けることができるか否かは、個々人の問題に止まら

ず、超高齢社会の渦中にある日本の在り様を左右するテーマといえる。 

高齢社会対策大綱の策定にあたり、2011 年 10 月に開催された第 20 回 高齢社会対策会議

（内閣府 共生社会政策統括官）においては、「高齢者の居場所と出番（＝社会的役割）をど

う用意するか」「高齢者の孤立をどう防いでいくか」「現役時代からどう高齢期に備えがで

きるのか」という三つの検討課題が当時の野田総理から提示されている。これら三つは相互

に関連しており、「居場所と出番を、最後まで途切れることなくつなげていくための支援」

は、現役時代の仕事や子育ての卒業から前期高齢期、さらには後期高齢期を一連の流れとし

て、個々の能力を他者に還元する場、社会的役割を維持することで、高齢期の孤立防止や介

護予防、誰もが生きがいに満ちた豊な地域コミュニティ創りにもつなげることと言い換える

ことができる。 

この総理の課題提起を受け、内閣府により行われた「平成 23 年度 高齢者の居場所と出番

に関する事例調査」2）では、高齢者によるコミュニティビジネス、地域活性化、被災地復興、

買い物・生活支援、介護予防・福祉、新しい住まい方、世代間交流、ボランティア活動、趣

味など多様な居場所のあり方を例示している。著者もこの調査の検討委員として各地に現地

調査に出向くなかで、高齢者が多数を占めつつある社会において、高齢者が社会を動かす主

役としての役割を担っている（担わざるをえない）現状が見出された。それまでの経験や知

識を活かして高齢者が地域の課題を解決していくことは、高齢者自身にとっては居場所と出

番を創り出すのみならず、社会全体を住みよい居場所としていく相乗効果が期待され、個々

人がその意義を意識すると共に、その循環を生み出す仕組みを構築することが喫緊の課題と

いえる。 

「居場所」という言葉の明確な定義づけは行われていないが、建築学、心理学など多様な分

野で居場所のあり方について論じられている。建築計画や公共施設計画の観点から物理的空

間に重きをおいてきた建築学分野でも、近年では、都市高齢者の「居心地の良い場所」を構

成する大きな要素として、挨拶を交わす他者、趣味を共に行う他者、幼馴染といった多様な

人間関係の存在を挙げている 3)。心理学分野においては、他者とのつながりを居場所の重要

な構成要素としており、「安らげる」や「ありのままでいられる」「役に立っていると思え

る」といった感情を伴う場所、時間、人間関係を指して用いられることが多い 4）。この居場

所には、子どもや親といった血縁に基づく「家庭」、同僚や同級生といった組織的な枠に基

づく「職場や学校」に続き、個々の興味･関心に基づく「第三の居場所」が存在する。「第三
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の居場所」は個々の価値観がもっとも反映される場といえ、定年退職や子育ての終了と共に

失われる居場所と出番（＝社会的役割）を補完しえる場であるとも考えられる。 

２）定年退職後の居場所と出番探し 

第一の居場所「家庭」、第二の居場所「職場や学校」、第三の居場所、これら三つの居場

所の比重は、ライフステージによって変化していく。図 1 は、「濡れ落ち葉」などと揶揄さ

れ、社会的孤立の危惧される、都市部に居住する企業人の居場所の移り変りを現した概念図

である。家庭が中心の乳幼児期から、学校や課外活動などにより青年期は多様な居場所をも

つ様になり、成人期は就職を機に職場が空間、時間、人間関係の全てにおいて主要な位置を

占めるようになっていく。こうして迎えた高齢期は、第二の円である職場が無くなるのと同

時に、職場中心の成人期に縮小してしまった第三の円を再構築することの難しさに直面し、

第一の円の小ささを再確認する時期といえる。第三の円がほとんどないなかで、「家庭」に

唯一の居場所を求めて配偶者の後をピッタリと張り付いて離れない、これが「濡れ落ち葉」

や「わしも族」のゆえんといえる。  

第三の居場所を新たに創り上げる場として、退職後の生活において最も長い時間を過ごす

ことになるであろう地域が挙げられる。しかし、現役時代には会社と家の往復、土日は疲れ

て家で過ごすか接待ゴルフという一週間の繰り返しで、地元のお店や公園も知らず、近所に

顔見知りすらいないという方が多く存在する。この方々が、退職して初めて、「住んでいる

地域に居場所がない」と悩んだり、住み続けてきた地域に以前はなかった居心地の悪さを感

じるのは、現役時代には生きるうえでの大切な場として「職場」という第二の居場所が存在

しており、「寝るだけの場所」であった地域には何も求めていなかったことが考えられる。

ここで一念発起して、市民大学や地域デビュー講座の受講や社会福祉協議会などのボランテ

ィア制度に登録したりと、地域との接点をもつことで、居場所と出番を広げていく人が多く

みられる。その一方で、同級生や元同僚との年数回の関わりのなかで、同窓会の運営などに

出番を見出す人も少なくない。 
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また、男性に比べれば少数ではあるものの、定年を迎えるまで働き続ける女性が増加傾向

にある 5）なかで、退職を機に第三の居場所探しに悩むのは男性だけではなくなってきている。

就労経験をもつ中高年女性を対象に筆者らが行った調査では、多くの方が定年退職後にそれ

までの経験や知識を活用し、子育てや教育関連のボランティア活動に関わっていた。これは、

定年退職まで勤めた対象者のほとんどが教師や看護師などの専門職で、それまでの経験を活

かした活動に関わりやすい条件にあることによると考えられる。しかし、住んでいる地域と

の接点については、20～30 代で結婚を機に離職した方々に比べ、現役時も退職してからも関

わりをほとんどもっていない傾向がみられた。また、新たに地域で居場所を創り出そうとし

ても、自治体の退職者講座は男性を想定しており、地域活動は主婦であった女性が主体にな

っており、きっかけを得にくいという悩みを有していた。近年、未婚のまま自立した独自の

ライフスタイルを維持しながら定年退職を迎える「おひとりさま」が増加することが指摘さ

れている。裏返せば、知識や経験を活かすきっかけもなく地域で埋没して 20 年、30 年とい

う退職後の時間を過ごした結果、孤独死･孤立死する高齢女性が増えることとも言い換えられ、

男性とは異なる地域での居場所と出番創りに向けた促進策が求められている。 

３）空の巣症候群からの脱出 

実は、専業主婦として生活し続けてきた女性にも、居場所を見失い、思い悩む時期が存在

する。男性よりも 10～20 年あまり早い 40～50 代に直面しており、「空の巣症候群」と呼ば

れることも多い。子育てという大きな出番が終わるこの時期、重要な居場所である家庭の比

重が急激に小さくなるのと同時に、子どもを介しての社会活動や人間関係（=第三の居場所）

も縮小していく（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生時代のお付き合いを復活させたり、興味や関心に基づく活動に参加して新たな仲間が

できたりと、第三の居場所を新たに創り出す人も多い。さらには、自身が楽しむだけの活動

には満足できずに、虚弱やひとり暮らし高齢者への支援や児童への読み聴かせなどの貢献活

動を仲間と始める人もみられる。この反面、子ども抜きでの近隣との関係を再構築できない
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まま地域社会から埋没し、うつ病などを罹患する人も多い。これを裏付けるデータとして、

著者らが行った東京のベッドタウンに立地する大規模集合住宅の中高年住民を対象に行った

調査では、男性に比べて高い関係能力をもつはずの女性のなかに、家庭以外での活動や近隣

との関係をもたない人が一定割合存在することも明らかになった。それらの女性からは、居

場所を失った寂しさや、「頼られている」や「自分がいなければ成り立たない」といった有

用感を見出せない虚脱感が語られていた。この調査では、将来の不安として孤独死・孤立死

が挙げられており、安心して地域に棲み続けるためにも、地域で第三の居場所と出番を創り

出すことは重要な課題といえる。 

２．居場所としての社会活動  

１）高齢者の社会活動 

近年、「居場所」という言葉で表現されるようになった高齢者の社会への関わりや活動で

あるが、日本では、1980 年代以降から、「社会活動」や「社会参加」として、高齢期の健康

や生きがい形成、自己実現に寄与する重要な要因と位置づけた様々な施策が進められてきた。

また、老年学（gerontology）分野でも、幸福な老い（successful aging）を構成する「病気

や病気に関連する障がいの発生可能性が低いこと」、「高い水準での身体的･認知的機能があ

ること」、「社会活動や生産的活動に関わること」という 3 つの構成要素の一つ 6）として、

多くの知見が積み重ねられてきた。主観的健康感 7）、生きがい形成 8）などの肯定的な関係が

報告されている。また、要介護高齢者数が顕著に増加傾向にある日本においては、介護予防

の観点からも、社会活動への参加が着目されている。この一方で、豊富な経験や知識をもつ

高齢者が地域貢献に関する社会活動を行うことで、地域社会にとっても多くの恩恵を得るこ

とが指摘されている 9）。実際に、読み聞かせボランティアとして活動した高齢者の主観的健

康感や体力が向上したといったヘルスプロモーションの効果に加え、高齢者が近隣に提供す

るサポートの増加といった地域社会への寄与についての効果が報告されている 10）。高齢者

を地域資源と位置づける動きは、個人の楽しみや自己の充実を目的として推進されてきた生

涯学習分野でも見受けられる。平成 24 年に超高齢社会における生涯学習のあり方に関する

検討会から出された提言 11）では、高齢者を社会的役割を担う存在と位置づけ、「生きがい

や健康・介護予防」「新たな縁の構築」に加え「個人の自立と社会での協働に資すること」

と生涯学習の意義を再定義している。  

今後、高齢者には、児童や高齢者の虐待防止、町内会の活性化などの様々な課題解決に向

けた役割が期待され、単に社会活動への参加を促すだけではなく、地域への貢献に向けた動

機付けが求められている。 

日本の高齢者の社会活動の実態については、内閣府により継続的に行われている「高齢者

の地域社会への参加に関する意識調査」12）によると、以下の特徴が挙げられる。 

・個人または友人とあるいはグループや団体で自主的に行われている活動への参加割合は

59.2%で、10 年前に比べて 15.5%増えている。 

・行われている活動は、「健康・スポーツ（30.5%）」「趣味（20.2%）」といった自身

の楽しみに関するものが多い、「地域行事（24.4%）」「生活環境改善（10.6%）」と

いった他者への貢献活動に関わる割合も 10 年で増加傾向にある。 
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・地域活動への参加（54.1%）や NPO 活動への参加（56.1%）に関心を持つ人の割合は上

昇傾向で、近所との交流や親しい友人の有無と強い相関が認められている。 

 上述したように、なんらかの貢献活動に関わる高齢者は、ここ 10 年で増加傾向にあるも

のの、世界的にみるとその割合は決して高いとはいえない。日本、韓国、アメリカ、ドイツ、

スウェーデンの 5 カ国の高齢者のボランティア活動（福祉や環境を改善するなどを目的とし

たボランティアやその他の社会活動）への参加状況および意識を比較してみると以下の特徴

が挙げられる 13）。 

・これまでに全くボランティア活動に参加したことのない割合は、韓国で 74.2％と最 

も高く、次いで日本 51.7％、ドイツ 42.9％、アメリカ 33.1％、スウェーデン 28.3％。 

・活動の内容をみると、アメリカ・ドイツでは「宗教･政治活動」「自分の趣味や技能を

活かした支援活動」が上位を占めているが、日本では「近隣の公園や通りなどの清掃等

の美化活動（14.2％）」「地域行事、まちづくり活動（13.3％）」。 

・ボランティア活動に参加していない理由をみると、日本は｢関心がない｣の割合が 15.9％

と、他の４か国（アメリカ 45.8％、韓国 47.6％、ドイツ 37.3％、スウェーデン 28.0％）

と比較して低い。 

・日本では、｢時間的・精神的ゆとりがない（32.2％）｣と｢健康上の理由、体力に自信がな

い（31.5％）｣を、参加していない理由としてあげる人の割合が 3 割強。 

日本の高齢者のボランティア活動は、近隣の美化活動やまちづくり活動といった地域貢献

を目的にしたものが他国に比べて多かった。また、他国に比較して、それらの活動に無関心

な人の割合は低く、やりたくても活動できていない状況がみてとれた。その中には、配偶者

や兄弟姉妹の介護や、加齢に伴う身体能力の低下により活動の継続が不可能になった人もい

ることが想像された。地域資源として高齢者が活動を継続するために、介護者が家庭外での

社会活動を行うための支援や、低下していく身体能力に併せた社会的役割に移行していくた

めの支援が求められている。また、日本以上に急速な高齢化が進む韓国においては、地域資

源と高齢者が活躍することへの社会全体への啓蒙と活躍してもらうためのシステム構築が急

務といえる。 

２）プロダクティブ･アクティビティに関連する要因 

 高齢者の社会活動に関連する要因を検討した実証研究は、幸福な老いへの効果を検証した

研究と比較すると数は少ないものの、いくつかの知見が得られている。関連する要因として

は、年齢、家族形態、健康度自己評価、活動能力、社会関係、活用できる技術や知識等が報

告されている 14）15）。年齢が低い、配偶者がいること、健康度の自己評価が高いこと、親し

い友人･隣人の数が多いこと、活用できる技術･知識･資格があることが参加に関連しているこ

とが明らかにされている。行っている社会活動の種類には男女差がみられ、男性は元の仕事

関係や同窓会が多くを占めるのに対し、女性では学習や自治会・町会などが加わり、多様な

社会活動を行っていることが指摘されている。これを反映し、女性のほうが人間関係も多様

であることが既存研究における共通の知見として明らかにされている。 

 近年、高齢者を社会・地域資源ととらえるプロダクティブ・エイジングの概念が普及して

いくに伴い、多様な社会活動のなかでも「プロダクティブ･アクティビティ」に焦点をあてた

研究が行われている。有償労働（収入のある仕事）、家庭内無償労働（家事、同居家族への
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世話）、家庭外無償労働（別居家族への支援、友人や近隣への支援、ボランティア）の 3 つ

の活動領域で検討を行った岡本 16）は、活動領域により関連要因は異なること、同じ領域で

も男女により異なることを明らかにしている。家庭外の無償労働をしている者の特性として、

男性では、独居ではない、人間関係を広げる志向があること、一方で女性では、自立度が高

く、親しい友人･仲間数の多いことを挙げている。ボランティア活動に焦点を当てた小林･深

谷 17）は、既存研究で指摘されてきた属性に加え、活動へのニーズ（活動頻度、活動場所、

有償性などの実際に活動するのに必要な要件）の影響を指摘している。性や学歴により活動

へのニーズは異なり、しばしば孤立や地域社会から埋没することの危惧されている高学歴の

男性においては、知識や技術が活用できること、活動の頻度が少ないこと、謝金が支払われ

ることにより、参加意向が高まることを示している。 

 有償労働については、わが国の高齢者は他国に比べて、可能な限り働き続けたいと考える

割合の高いことが知られている。働く理由としては、経済的な理由がもっとも多いが、健康

を維持すること、生きがいを得ることが、他の年代と比べて高い 18）。この、労働市場にお

ける就労にはなじまないが、単なる健康維持や社会参加のみではない、高齢者の就労ニーズ

に応えるための取り組みとしてシルバー人材センター事業が推進されている。「生きがい就

労」とも呼ばれるシルバー人材センターでの就労であるが、これまで行われている会員の意

識調査では、希望に沿った就業機会の少ないことがしばしば問題点として出され、退会者の

退会理由としても健康問題に次いで就業にかかわる理由があげられている 19）。また、近年

では、一般的な市場としては成り立ちにくい、子育て支援、中小企業、商店街、都市農業の

活性化、環境保全などの分野の担い手として、高齢者のコミュニティビジネス起業や NPO

法人設立を支援する動きが盛んになっている（本稿の３．でいくつかの国内の事例を示す）。

しかし、実際の動きにつながる例はごく僅かで、効果的な促進策を構築していくことが求め

られている。 

３）後期高齢期の社会活動継続 

15～20 年という高齢期の長い時間を考えるうえで、無視できないのは心身機能、認知機能

の衰えである。「年齢」と「自立度（日常生活の動作を介助なしでできるか）」の変化を、

全国の 60 歳以上の男女約 6,000 名を 1987 年から三年毎に約 20 年間追跡した「全国高齢者

パネル調査」（東京都健康長寿医療センター・ミシガン大学共同研究）の結果 20）、変化の

パターンは男女で異なるものの、多くの人の自立度が低下していくのは 70 歳半ばからであ

ることが明らかにされている。高齢者の交流する他者や活動を共に行うメンバーの多くは同

年代であることが多く、同時に自立度が低下していく後期高齢期は社会関係や社会活動の縮

小期に位置づけられてきた。これに対し、近年では「縮小は高齢者自身が選択的な削減を行

った結果である」とする社会情緒的選択理論（Socioemotional selectivity theory）21）が提唱

されている。この理論では、自立度が低下していくなかで、あまり親しくない他者との関わ

りを取りやめ、親しい他者との関わりのみを残すことで、社会に根付いている感覚を強めて

いるとしている。70 歳代後半くらいに年賀状を出すのをやめる人が多いのは、この選択的削

減による結果であるとも考えられる。しかし、前期高齢期から後期高齢期における社会関係

や社会活動の削減プロセスを明らかにした研究はほとんど行われていない。 

著者が企業退職者グループの 75歳以上のメンバーと退会者 17名を対象に行ったインタビ

ュー調査 22）では、対象者の多くは 70 歳代半ばから 80 歳の間に、それまでに関ってきた社
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会活動を止めていた。登山やゴルフ、囲碁、ICT（情報通信技術）の勉強といった「自己の

楽しみを主なる目的としたサークル活動」と「他者への貢献を主なる目的としたボランティ

ア活動」とでは、異なる削減のプロセスがみられた。 

【自己の楽しみを主なる目的としたサークル活動】 

①登山よりもウォーキングといったより身体的負荷の少ないものを残す 

②同種のサークルに複数参加している場合は、より距離的に近いものを残す 

【他者への貢献を主なる目的としたボランティア活動】 

①以前の様に直接的かつ主体的に関与することができなくなることからくる有用感の

喪失から、完全に活動から引退 

②いたわられることで周りに迷惑をかけたくないというプライドから、活動自体から完

全に引退例が多くみられた。 

調査対象者の関与しているサークル活動とボランティア活動の多くは住んでいる地域の外

で行われており、後期高齢期の活動継続を考えるうえで、活動半径が狭まることを想定し、

地域に居場所と出番を確保しておくことの動機付けを行うことが求められる。さらに、ボラ

ンティア活動の場合は、それまで果たしてきた社会的役割（＝出番）を担うことができなく

なりつつあるなかで、自立度が低下しても果たせる新たな社会的役割へソフトランディング

していく仕組みづくりが重要といえる。中年期･前期高齢期にようやく築き上げた居場所と出

番を、後期高齢期においても途切れることなくつなげていくための支援を考えていくことが

求められている。 

３．居場所と出番についての事例から 

１）日本国内の取り組みと課題 

高齢期の居場所（＝社会活動）は、趣味や健康づくりを目的としたサークル活動から有償・

無償ボランティア活動、コミュニティビジネス、企業での就労や起業まで、多様といえる。

これらを社会的な課題解決を活動のミッションとしているか否かという「社会性」と、経済

的・人的な側面での持続性という「事業性」の軸で分類すると、自己の楽しみや仲間作りに

終始し、福祉関連の部署の事業として行われるかメンバーの持出しで成り立つことの多いサ

ークル活動は、図 3 の左下に位置づけられる。近年、新たな働き方として注目されるコミュ

ニティビジネスはその対極にあり、地域社会の課題解決をミッションに、ビジネスとして持

続可能な事業展開を目指す形態である。図 3 の左下から右上に向かって、高齢者自身が担う

出番（=社会的な役割）への責任が増し、居場所への主体的な関わりが必要となってくる。 

ここからは、プロダクティブアクティビティについての先進的な取り組みを行う自治体や

公的機関（表 1）、市民が主体となった団体（表 2）へのインタビューの結果をもとに、抱

える課題をいくつか挙げていく。なお、各取り組みの詳細については、本報告書の資料編を

参照（204 頁）。 
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自治体や公的機関が行う事業として、福祉系の部署が行う「ヨコハマいきいきポイント事

業」（横浜市健康福祉局）と、経済系の部署が行う「テクノプラーザ事業」「達人倶楽部事

業･地域活動団体支援事業」（川崎市経済労働局）に着目した。貯めたポイントに応じて横浜

市からお金が支払われる「ヨコハマいきいきポイント事業」は有償ボランティア活動に位置

づけられる。市内の中小企業と専門的スキルを有する OB 人材とをマッチングする「テクノ

プラーザ事業」は、高齢者に特化した専門性の高い職業安定所ともいえる。しかし、中小企

業から実際に支払われる給与は、同程度の専門性を有する現役世代を雇った場合には収まら

ないような設定で、地域活性化への有償ボランティアという色合いが強い。地域の課題解決

にむけた高齢者の起業を自治体が応援する「達人倶楽部事業・地域活動支援事業」は、居場

所と出番を創りだすための新たな試みといえる。しかし、コミュニティビジネスや NPO 団

体が活躍する土壌の整っていない日本においては、高齢者がビジネスとして成立させるのは

困難な状況にあるといわざるえない。 

「社会性」の面では、活動に関わる高齢者の健康や生きがい創出に加え、地域コミュニティ

の活性化というテーマを事業目的として掲げている。健康や生きがい創出を主テーマとする

「ヨコハマいきいきポイント事業」では、ボランティア活動を通じて地域の新たな課題に気

付き、その担い手として新たな活動を展開する例も多い。市では、定期的にニュースを発信

し、それらの活動の可視化をはかり、登録者への啓蒙を進めている。また、「達人倶楽部事

業」では、定期的に開催するセミナーの中で、それまでに積み重ねた経験や知識があること、

年金で最低限度の生活は保障されていることに加え、「現役時代に関わってこなかった地域

に恩返しすること」を、高齢者がコミュニティビジネスを起業する意義として説いている。

達人倶楽部に登録を希望する高齢者からは、現役世代よりも安価に上質のサービスを提供で

きることを起業の動機としてあげられることも多く、セミナーの受講を促すことで地域貢献

への動機付けを行っている。 

「事業性」の面では、全事業共に、自治体の予算でまかなわれている。「ヨコハマいきいき

ポイント事業」の登録者数は平成 24 年 3 月までに 5946 名で、増加傾向にはあるものの 75
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万人を超える高齢者人口の 1％を満たしていない。「テクノプラーザ事業」は 269 名が登録

するなかで、マッチングが成立するのは年間 20 件程度と僅かである。「達人倶楽部事業」

については、地域活動団体支援を展開してから日が浅く、土壌汚染防止などに取り組む三つ

の団体がコミュニティビジネス起業に向けて動き始めた段階にある。今後、限られた財源で、

自治体がどこまで支えられるか?、どこまで支えるべきか?、事業の効果をどう評価すべきか？

を検討することは重要な課題である。これに関連して、事業のマネージメントについても大

きな課題が認められる。現在、実際の運営は、自治体が委託をした事業推進に関する専門性

を有した公的機関が担っており、高齢者自身が事務局を担うなどの動きには至っていない。

自治体主導で行う事業の特性上、事業実施期間が決まっているのは止む終えないことである

が、期間終了後も継続可能な姿に移行していくことが併せて求められている。 

 

表 1 自治体などの公的機関が主導の事業 

 事業概要 継続の方向性 

川崎市経済労働局「達人

倶楽部･地域活動団体支

援事業」（川崎商工会議

所・NPO 法人キーパー

ソン 21）* 

目的：地域人材の活躍の場の提供と市

内産業の活性化。 

活動：川崎市内の地域の課題を解決す

ることを目的に、コミュニティビジネ

スに取り組むことを目指すシニア団体

として登録した団体に対し一定期間、

活動に対する支援を行う事業として平

成 23 年から開始（達人倶楽部自体は平

成 16 年から）。 

中間支援を委託している NPO 法

人「キーパーソン 21・シニアチ

ーム」の支援のもと、数年で所属

する地域活動団体が NPO 法人格

の取得などをして自主財源で自

活していくことを目指している。 

 

川崎市経済労働局 

「テクノプラーザ事業」 

（川崎商工会議所）* 

目的：資金的に専門的スキルをもつ人

材を雇用する余裕のない、川崎市内の

ものづくりや中小企業への人材支援。 

活動：人材を求める会員企業と豊富な

実務経験と技術・ノウハウを持つ優秀

な OB 人材とのマッチングを行う事業

として平成 14 年から開始。 

現場の効率化、ISO 取得について

の技術支援などを求める企業探

しから、登録している OB 人材の

フォローまでを商工会議所のコ

ーディネーターが担うという現

在の形を継続していく。 

横浜市健康福祉局「ヨコ

ハマいきいきポイント

事業」 

（公益財団法人かなが

わ福祉サービス振興会）

* 

目的：高齢者本人の健康増進や介護予

防、社会参加や地域貢献を通じた生き

がいづくり促進。 

活動：高齢者が横浜市内の介護保険施

設等でボランティア活動を行った場合

に、「ポイント」が得られ、たまった

「ポイント」に応じて換金できる仕組

みとして平成 21 年開始。 

横浜市の委託に基づき、かながわ

福祉サービス振興会が管理運営

を担う現在の形を継続。 

ボランティアポイントの対象を、

病院や子育て支援分野などにも

展開していくことを検討中。 

注：*は自治体が事業委託した公的機関 

次に、市民が主体となった団体の取り組みとして、任意団体、NPO 法人、LLP（Limited 

Liability Partnership ）という、3 種の異なる運営形態に着目した。今回、インタビューを

行った団体「青葉学校支援ネットワーク」「キーパーソン 21」「青葉まちづくり活性化協議

会」はいずれも、活動を展開するエリア、継続性に対する考え方によって運営の形態を選ん

でいた。 

任意団体として活動する「青葉学校支援ネットワーク」では、コアメンバーの話し合いの

結果、自分の身のまわりで出来ることをやる（自分たちで会費を払ってやれる範囲）、制約

の加わる NPO 法人化はしないという結論に至っていた。また、最近、初期の設立メンバー

の死に直面し、高齢化への対応ということを意識しはじめている。一方で「キーパーソン 21」

は、東北復興支援など、川崎市外にも活動を展開していくなかで、認定 NPO 法人格の取得

を決断している。これにより、組織として求められる条件は厳しくなるが、個人や法人から



52 

 

受ける寄附金について課税上有利になる等の特典があり、広域で活動するうえでの財政基盤

を得るための選択といえる。「青葉まちづくり活性化協議会」は、まちづくりに関わる様々

なイベントにボランティアとして関わる中で、専門性をもった継続性を有する質の高いまち

づくりを行うためには無償ではなく、関わる担い手に稼ぐという意識が必要と考え LLP を

設立している。LLP は、有限責任、内部自治、構成員課税の 3 つの効果によって、大企業同

士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの様々な共同事業が促されることを目

的に制度化された形態で、まちづくり活動のなかでこの形態をとるところも増えている。協

議会では、過去 10 年に積み上げてきた既存の地域団体との関係性を基盤に、これからの 10

年間を、民間企業と行政と住民をつなぐ役割を担っていきたいと考えている。 

今回、インタビューに協力いただいた団体は、いずれも運営が上手くいっている取り組み

といえる。ここから学べることとして、以下の二点があげられる。 

・財源を自治体や補助金に依存しないこと 

（団体の掲げるミッションによっては会費で活動経費を賄う形態もありうる） 

・個々のミッションに適した運営形態を柔軟に選択し、制度を活用すること 

 

表 2 市民が主体になった取り組み 

 取り組みの概要 活動の継続性(財源･人) 

LLP「青葉まちづくり活

性化協議会」 

(あおばフレンズ) 

目的：専門的な知識やノウハウを持つ

企業や大学機関と共同で継続できるま

ちづくり団体を目指して、住民有志に

より結成。 

活動：近隣商店街のインターネットサ

イトの運営、地域住民の話し合いサロ

ンや自治会事務所としてフリースペー

スの運営、地域の人材育成セミナーの

開催など。 

今後は、地域への参入を試みる民間企

業と商店街・自治会などを結び、高齢

者の見守り事業を展開予定。 

財源：現在は、商店街に保有する

貸スペースからの収入が中心。 

今後は、商店街と共同で高齢者の

見守り事業を本格化していき、そ

こから事業収入を得ていく。 

人：まちづくり活動+起業やビジ

ネスに興味をもつ退職前の人を

巻き込んでいる。 

NPO 法人「キーパーソ

ン 21・シニアチーム」 

目的：子どもたちに社会人との出会い

の場を提供し、夢と職業意識を運ぶ。 

活動：独自のキャリア教育プログラム

の実施、 ファシリテーター養成。 

この中でシニアチームは、培ってきた

プログラムとファシリテーション技術

をシニアの活性化に役立てることを目

的に発足。 

コミュニティビジネス起業に向けたセ

ミナー開催、達人倶楽部の登録団体の

自立への支援を委託事業として行って

いる。 

認定 NPO 法人格の取得にむけて準備

中。 

財源：法人自体は公的助成金と民

間企業からの寄付。 

このうちシニアチームは、 

財源は川崎市からの事業委託の

み。 

人：学生会員と中高年会員がい

て、運営からプログラムの実施ま

でを担っている。 

チームのメンバーは企業退職者

が中心で、イベントなどのときは

学生会員が手伝いにはいる。 

 

任意団体「あおば学校支

援ネットワーク」 

目的：学校・教育支援活動に関わるボ

ランティアと学校をつなぐコーディネ

ーターのネットワークとして、子ども

の視点に立った学校教育活動を支援。 

活動：学校とボランティアのコーディ

ネートや情報提供と、ボランティアの

養成やスキルアップのための講座等を

開講。 

NPO 法人化しないとできないことま

では活動を広げない。 

財源：区からの助成金、小学校か

らの謝金、イベントによっては商

店街からの寄付も。それ以外の事

務経費等は、団体メンバーの持ち

出し。 

人：ボランティアとして登録する

人は中高年を中心に増えている

が、団体の運営メンバーは高齢化

しつつある。 
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２）ヨーロッパでの取り組みから 

多くのヨーロッパ諸国では、経済状況の悪化、少子高齢化の進展、若年人口の就労問題や

生活苦など、現在の日本と同じ課題を抱えている。このなかで、地域コミュニティを支える

担い手として、比較的に収入も安定し、知識や経験が豊富、自由になる時間を多くもつ高齢

者への期待は大きい。ここからは、高齢者の地域でのボランティア活動を促進する二つの取

り組みをみていきたい。なお、各取り組みの詳細については、本報告書の資料編を参照（229

頁、261 頁）。 

■RSVP (Retired and Senior Volunteer Programe) 

イギリスでは、前期高齢者の 30%、後期高齢者の約 20%が何らかの公的なボランティア活

動を行っている。ボランティアを始めたきっかけとして「自由な時間があったから」を挙げ

る割合が高く、それを反映してか、65 歳以上の人々がボランティア活動に提供した時間は全

年齢層で 2 番目に多いという事も示されている。また、ボランティア活動が人生の一部であ

ると回答する割合も他年齢層にくらべて最も高い 23)。  

この中で、CSV (Community Service Volunteers)は 1988 年から、高齢者のボランティア

活動を促進する取り組み RSVP (Retired and Senior Volunteer Programme)を進めてきた。

若者のボランティア活動促進に取り組んできた同団体が高齢者を対象とした取り組みを開始

したのは、高齢者の孤独死に端を発した政府のコミュニティ活動推進に向けた勧告がきっか

けであった。高い専門性をもつ CSV のスタッフ数名が核になり、養成講習を受けたボラン

ティアオーガナイザー（地域の高齢者）がボランティア（地域の高齢者）を組織するという

形で、小学校で文字の読めない子どもへの補習や手芸などで途上国への支援などに取り組ん

でいる。これらのプロジェクトに高齢者がボランティアとして関わることで、活動以外でも

交流が生まれ、地域の新たな循環が産み出されている。活動の種類は多様で、身体能力が低

下して継続できなくなっても、一人暮らしの高齢者に電話をかけるなどの活動を行うことで、

社会的役割を維持していた。 

地域単位で、人種構成や社会階層などの地域特性に応じた事業を展開してきた CSV であ

るが、インタビューから以下の課題が見出された。 

活動資金確保が困難 

：イギリスの RSVP では、政府の資金で運営するアメリカ RSVP のやり方とは異なり、CSV

のスタッフが自治体の事業委託、公的･民間から活動資金を調達してくるところからプログラ

ムがスタートしている。経済状況の悪化のなかで、国が出していた補助金の数が減らされた

り、資金を確保することが困難になりつつある。この状況下で、成果をどう提示していくか

が問われている。 

CSV の継続した関わりの必要性 

：CSV のスタッフが果たしてきた役割をボランティア・オーガナイザーに移行し、地域の高

齢者のみで自立した運営を目指すということは考えられていない。高齢者のボランティアグ

ループの自立のあり方をどう設定するか（専門家が運営の核を担うのが合理的で、高齢者が

それを代替するのは不可能であるという前提条件に基づく自立）にもよるが、CSV スタッフ

の人件費が得られなくなった場合の事業継続をどう考えていくかが問われている。 

 



54 

 

 

■Radius 

オランダでは、人口の 40％にあたる 500 万人以上がボランティア活動に関わっていると

もいわれているボランティア大国である。75 歳以上の年齢層であっても約 25％がなんらか

のボランティア活動に従事しており、高齢者のボランティア活動は他年齢に比較しても活発

といえる。活動の種類は、自然環境、国際連携、音楽や文化、教会などの宗教、地域福祉関

係の組織など多様なボランティア活動に携わっている 24)。 

 高齢者のボランティア活動を促進する全国的な施策は存在せず、地方自治体レベルでの幅

広い取り組みが行われている。Radius は、二つの自治体（ライデンとウフストヘースト）で

在宅福祉ケアに関するサービス提供と高齢者を対象としたボランティア機関を運営している。

自治体から提供された在宅の 75 歳以上住民のリストに沿い、トレーニングを受けたボラン

ティアがインタビューにうかがいニーズを引き出し、サービスを提供するという仕組みを取

っている。提供するサービスは配食から緊急通報など多様であるが、大きな目的は高齢者が

地域から埋没せずに、福祉サービスの提供により社会との接点をもってもらうことにある。

よって、時には、サービスの一環としてボランティアスタッフとして勧誘することもある。

基本的に、高い専門性を有する数十人の職員が、数百人の高齢ボランティアをマネージメン

トするという CSV と同様の運営を行っている。運営資金は、自治体からの補助金が約半分、

その他は福祉ケアサービス提供による顧客からの負担で賄われている。この運営資金の確保

についても、ボランティアを維持するための Radius 職員の継続的な関与についても、CSV

と同様の課題が認められた。これに加え、以下の課題がインタビューから明らかになった。  

価値観の変容 

：近年、オランダはヨーロッパの中で最も個人主義化し、世代間の交流もあまり無くなって

きている国だと言われている。このなか、高齢者のボランティア活動に対する姿勢も、自分

が支援される側になるまで続けるという在り様から、短期間活動しては止めていくような安

定しない取り組み方に変化している。この変化に対応したボランティアのマネージメントの

あり方が問われている。 

 

４．プロダクティブ・エイジング先進国としてのアジアへの発信 

高齢期の社会活動を考えるうえで、自己の楽しみだけではなく、「それまでの経験を役立

てたい」「役立っている」といった他者へ貢献、社会的な役割を見出せることは、高齢者自

身の生きがい創出や介護予防といった側面だけではなく、地域社会の活性化という側面でも

重要である。また、東日本大震災以降、その重要性が特に強調されるようになった地域内で

の「互助」のあり方を考えるうえでも、助けられるだけではなく、その能力を活かして他者

を助ける存在として高齢者を位置づけていくことが必須である。 

高齢者のプロダクティブ・エイジングを考えるうえで、大きくは二つの課題「後期高齢期

における活動継続」「自治体や公的機関による活動促進にむけた事業のあり方」が挙げられ

る。自立度が低下傾向にある後期高齢期においては、それまでの役割を果たすことができな

くなるといった有用感の喪失や、プライドを守りたいといった感情から、活動から退いてい

く人も多い。職場や子どもが自立した後の家庭に代わる場として社会活動が存在しているこ

とが考えられる。職場に変わる場として社会活動の場を見出した企業退職者にとって、後期

高齢期にそこから引いていくことは、二度目の定年退職ともいえる大きな影響を及ぼすイベ
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ントであるといえる。これは、子どもの自立後に新たな役割を探して悩んだ主婦にもいえる

ことで、後期高齢期に社会活動やそこでの役割を維持していくための支援策を考えることは

孤独死や社会的孤立の観点からも重要な課題といえる。高齢期の社会活動を促進するうえで、

前期高齢期とは異なる後期高齢期の課題を理解したうえで、可能な限り活躍し続けられる活

動と役割に誘導していくこと、後期高齢期へ軟着陸していけるような方策を考えていくこと

が求められている。二つ目の課題として挙げた自治体や公的機関による活動促進にむけた事

業においては、事業実施期間が終了した後の自立の姿を想定した事業展開が求められる。ボ

ランティア活動といった事業自体からの採算性が見込めない事業については、イギリスの

CSV の様な中間支援組織が、組織運営から助成金の獲得までの専門的な知識を有する職員を

中心にした持続可能な運営体制を構築していくことが求められる。新たな働き方として注目

されるコミュニティビジネスについては、資金的な補助以外に、マネージメントの経験の乏

しい高齢者が実際に起業していくための丁寧かつ長期的な支援を行っていくことが求められ

ている。その支援主体は、担当者が数年単位で変わる行政ではなく、川崎市の様に NPO 団

体に委託することが望ましいといえる。併せて、この中間支援の委託に際しては、成功しな

いことを前提とした評価軸を設定することが必須である。 

 ここまでは、社会活動に積極的な高齢者を前提にした考察を行ってきた。しかし、最も大

きな課題は、社会活動に参加すること、何らかの役割を担うことに消極的な高齢者の存在で

ある。この状況は、日本だけではなくイギリスやオランダでも同様で、特に定年退職した男

性で多いことが指摘されている。消極的な高齢者に対する有効な対策は見つかっていないが、

経済不況、社会保障費の軽減、孤独死や孤立死防止の観点からも、高齢者が地域をベースに

したプロダクティブ･アクティブティに関わることの有用性を、社会全体で理解していくため

の働きかけを行っていくことが急務といえる。 

プロダクティブ・エイジングへの挑戦は、類を見ない速度で高齢化が進むアジア諸国にと

っても最重要のテーマといえる。特に、高齢化の進展が顕著で、ボランティア活動に関心の

薄い人の占める割合が他国に比べて高い韓国では、その意義の啓蒙と促進にむけた策を講じ

ることが喫緊の課題といえる。プロダクティブ・エイジング先進国として、知見を体系的に

整理し、アジア諸国に発信していくことは、日本に課せられたミッションといえるのではな

かろうか。 
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３．プロダクティブ・エイジングにかかわる日本の政策課題 

 

国際長寿センター (日本) 代表 

                             水田邦雄 

１．はじめに 

少子高齢化が急速に進行する中、国民生活の安心・安定の基盤である社会保障制度の持続

可能性が問われている。すなわち、高度経済成長のもとで国民皆保険皆年金を始めとする社

会保障の諸制度が構築されたことにより、高齢者が尊厳ある生活を送ることができるように

なる一方で年金、医療、介護等のコスト（財源やサービス提供に必要な社会資源）がカバー

できるか懸念されているのである。また、少子化は人口減少社会をもたらし、広く社会経済

の活力を維持するためには、労働力人口の確保が必要となっており、女性とともに高齢者の

雇用促進が課題となっている。これらの複合的な課題に取り組む上で、今、プロダクティブ・

エイジングの考え方が政策を主導する理念として位置付けられるようになってきている。 

プロダクティブ･エイジングにかかわる政策課題を整理すると、直接的には社会経済の活性

化に関し、高齢者の意欲や能力を適切に評価し、その貢献度をいかにして高めるかである。

他方、健康面や経済面で高齢者が本来の力を活かすことにより社会的経済的な依存度を低め

ることも、現役世代の負担を軽減させるという意味で、結果として同様の効果が期待される。

いずれの方途を考えるにしても、高齢者の尊厳を守ることが前提であることは言うまでもない。 

前者の典型的な例は高齢者の雇用・就業状況の改善である。日本の高齢者は欧米諸国に比

べて就業意欲は高く、就業率も顕著に高い水準となっているが、そのさらなる改善により、

放置すれば減少する一方の労働力を補完することが、また社会保障においては「支えられる

人」から「支える人」に転じることが期待される。もちろん、雇用のみならず、主として生

きがいを目的とする就業や助け合い・ボランティア活動も、社会に効用をもたらすという点

でここに位置付けることができる。 

後者の典型的な例は健康増進や疾病・介護予防により健康寿命を延伸し、高齢者の社会経

済活動をよりアクティブなものとし、その結果として医療・介護費用の増加を抑えることで

ある。また、高齢者雇用が増えれば、ここでも結果として年金の費用が減ることになるし、

また在宅医療や介護サービスを充実することにより「社会的入院」を是正することは、本人

の QOL を高めながら資源の効率的な使用にもつながることになる。これらの、いわば高齢

者が直面する様々なリスクを軽減する取組みがここに位置付けられよう。 

もちろん、このような認識はにわかに生まれたものではなく、少子高齢化の進展とともに

徐々に形成され、共有されてきたものである。本稿では、上記のような政策課題がこれまで

どのようにとらえられ、具体的な課題として取り組まれてきたのかを、1996 年、2001 年そ

して 2012 年と三次にわたって取りまとめられた「高齢社会対策大綱」（注）とその前身である

「長寿社会対策大綱」（1986 年）によって、「高齢者像」、「雇用と年金」、「健康づくり」

そして「住まいの確保」の各テーマに絞って、およそ 30 年にわたる各々の取組みやその前

提となる認識の進展について振り返って見ることにする。なお、文中、各大綱の名称は年代

順に「長寿大綱」、「第 1 次～第 3 次大綱」と略記する。 

 

（注）高齢者対策基本法（1995 年成立）により「政府によって推進すべき高齢社会対策の指針」とし

てまとめられた「基本的かつ総合的な高齢者対策の大綱」。概ね、「基本的考え方」及び「就業・

雇用」、「健康・福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」そして「調査研究」の各領域にお

ける基本的施策が記されている。 
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２．高齢者像－基本的考え方 

 プロダクティブ・エイジングにかかわる個々の政策課題を振り返って見る前に、それらの

課題認識の前提となる「高齢者像」の変化をたどっておくことにする。 

先ず、長寿大綱ではその「基本方針」において、「高齢者の就業、社会参加等を促進する

ことは、その知識・経験を活用することになる」、また「高齢者も社会の重要な構成員であ

るとの認識の下に」施策を進めることとするとの記述はあるものの、「高齢者像」は直截に

は描かれておらず、またその見直しの必要性にも触れられていない。むしろ「長期化した生

涯を通じて国民の活力を発揮し、経済社会の活力を維持するとともに国民生活の安定向上を

図るためには、人生 50 年時代に形成された既存の諸制度、諸慣行を見直し、人生 80 年時代

にふさわしい経済社会システムに転換する必要がある。」とし、その視点は高齢者の役割の

見直しというよりは、高齢者を受け止める経済社会システムのあり方の問い直しにおかれて

いる。その背景には、1961 年に実現した国民皆保険皆年金体制をベースに、福祉元年と称さ

れた 1973 年に行われた一連の制度改正によって構築された戦後の社会保障システムが、高

齢化の進行と産業・就業構造の変化に加え、オイルショック等を経て高度経済成長が終息し

たことにより、安定成長の下で構造転換を迫られたという事情がある。具体的には、老人医

療費無料化の修正を含む老人保健制度の創設や、分立した年金制度を横断的につなげる基礎

年金の導入があったことを受けて、大きくなった高齢人口の存在を考慮に入れながら他の政

策領域も含め、社会システム全般を見直すためにこの大綱がまとめられたといえる。 

次に、高齢社会対策大綱の根拠規定がおかれた「高齢社会対策基本法」（1995 年成立）は、

その前文で「我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見

ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民

の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残

されている時間は極めて少ない。」と切迫感をもってシステムのみならず意識改革にも言及

している。他方、翌年にまとめられた「第 1 次大綱」においては、その「基本的考え方」で

「高齢者の多様性に配慮しつつ、高齢者が安心して自立した生活を送れるよう支援するとと

もに、高齢者がそれぞれの経験と能力をいかし、高齢社会を支える重要な一員として各種の

社会的な活動に積極的に参加できるための条件の整備を図る。」としており、高齢者像につい

ては、多様性の指摘にとどまり、その変革にはなお慎重な記述となっている。経済面ではいわ

ゆる「バブルの崩壊」後、低成長に転じる中、制度面では 1994 年には年金法改正により厚生

年金の定額部分の支給開始年齢を 60 歳から 65 歳に引き上げることが、また高齢者雇用安定

法の改正で 60 歳定年の義務化が図られるなど実施までにはなお数年を必要とするも、シス

テムの面で着実な進展があり、それなりの対応が図られたことが背景にあると考えられる。 

第 2 次大綱では、団塊の世代が高齢期を迎える時が近づいたという時代認識のもと、大綱

としては初めて明確に高齢者像の見直しを掲げている。すなわち「基本姿勢」の冒頭に「高

齢者は、全体としてみると健康で活動的であり、経済的にも豊かになっている。他方、高齢

者の姿や状況は、性別、健康状態、経済力、家族構成、住居その他に応じて多様であり、ひ

とくくりに論じることはできない。このような高齢者の実態を踏まえ、健康面でも経済面で

も恵まれないという旧来の画一的な高齢者像にとらわれることなく、施策の展開を図るもの

とする。」としており、高齢者イコール社会的弱者としがちな従来の発想とは一線を画して

いる。こうした視点に立った上で、取り組むべき課題として「年齢だけで高齢者を別扱いし

ていることが結果的に高齢者が就業その他の多様な社会的活動の妨げになっていないかとい

う観点から、就業における年齢制限その他の制度、慣行等について見直しを行うものとする。
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他方、高齢者を年齢だけで一律に優遇している扱いについても、寿命が伸び、高齢者の所得、

健康等の状況が変化している中で真に必要か、必要な場合であっても基準としている年齢が

適当かについて、見直しを行うものとする。」としており、いわれのない差別も、過ぎた優

遇も排するという意味でノーマライゼーションに通じる考え方が示されている。 

さらに、第 3 次大綱では超高齢社会の到来を受け、高齢者像にかかわる意識改革がより強

調されるに至っている。「基本的考え方」において、「高齢者の健康や経済的な状況は多様

であるにもかかわらず、一律に『支えられる』人であるという認識と実態との乖離をなくし、

高齢者の意欲や能力を生かす上での阻害要因を排除するために、高齢者に対する国民の意識

改革を図る必要がある。（中略）このため、高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、

『支えが必要な人』という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある 65 歳以上の者に

は支える側に回ってもらうよう、国民の意識改革を図るものとする。」とし、「高齢者の『居

場所』と『出番』をつくる」ことを求めている。ここに至って、プロダクティブ・エイジン

グの考え方が超高齢社会を乗り切るための基本理念として位置付けられたということができ

よう。 

 

３．各分野での基本的施策 

１）雇用と年金 

意欲と能力のある高齢者の雇用・就業の促進はプロダクティブ・エイジングの中心的課題

である。ここでは高齢者雇用政策と年金政策の連携関係及び雇用確保の方法論に着目してこ

れまでの取組みを検証することとしたい。 

長寿大綱では「雇用・所得保障システム」の冒頭、来るべき年金制度改正を視野に入れつ

つ、「60 歳定年の定着及び 60 歳代前半層を含めた高齢者の雇用、就業の場の維持、拡大を

積極的に推進し、当面 65 歳程度までの継続雇用を促進する」としている。他方、年金の項

目においては、「被用者年金の支給開始年齢の問題については、定年制等高齢者雇用の動向

等をふまえ、総合的に検討を進める。」としている。雇用政策と年金政策はなお、別建てと

されてはいるものの、実態的には連携が模索され始めたことを示しているということができ

よう。 

第 1 次大綱では、前々年（1994 年）に特別支給の厚生年金の定額部分（基礎年金部分に

相当）の支給開始年齢の 60 歳から 65 歳への引上げ及び 60 歳定年義務化が各々法定された

ことを受け、「65 歳までの継続雇用を柱として、高齢者の雇用・就業環境の整備を図る。そ

の基盤となる 60 歳定年については、義務化される平成 10 年 4 月前のできるだけ早い時期に

未達成の企業が移行するよう、強力に指導する。」と端的に記されている。なお、年金制度

については「雇用との連携を図りつつ適正な給付水準を確保し、（中略）引き続き給付と負

担の均衡を図る等の施策を推進し、制度の長期的安定の確保に努める。その際、世代間扶養

の仕組みであることを踏まえ、現役世代の負担が過重なものとならないよう配慮する。」と

記されるにとどまっている。 

第 2 次大綱では、前年（2000 年）に特別支給の厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢

の 60 歳から 65 歳への引上げ及び 65 歳までの雇用確保措置の努力義務化が各々法定された

ことを受け「労働力人口の構成の高齢化や公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、原

則として希望者全員がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働けるよう、定年の引上げや継続

雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図る。」として雇用と年金の連携が表現上も

明確に示されるようになった。さらに、高齢者雇用に関する記述の最終項に「将来的には年
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齢にかかわりなく働ける社会を実現することが必要であり、我が国の雇用慣行にかかわる大

きな問題として、国民各層の意見を幅広く聴きながら、当該社会の在り方やそのための条件

整備について検討する」とし、従来の内部労働市場を柱に据える政策とは異なるアプローチ、

いわゆる「年齢による雇用差別禁止」ないしエイジフリーの発想が示されている点が注目さ

れる（注）。 

 

（注）これら二つのアプローチについて 1997 年 7 月に閣議決定された「経済社会のあるべき姿と

経済新生の政策方針」において、「定年制については、定年年齢になれば、意欲と能力にかかわ

らず雇用契約を終了させるという側面を持つ一方で、その年齢までは概ね雇用が保障されるとい

う制度であり、年功序列型の給与体系や昇進システムとも密接な関係がある。今後、個人の能力、

貢献度に応じた賃金・処遇制度の普及状況等を踏まえながら、高齢者の雇用促進の観点から、年

齢差別禁止という考え方について、定年制と比較し、検討していくことが求められる。その検討

をも踏まえ、高齢者雇用対策を推進する。」と、一歩踏み込んだ提言がなされている。 

 

また、第 3 次大綱では、「就業・年金等分野に係る基本的施策」の冒頭、「少子高齢化が

急速に進展し労働力人口が減少する中、経済社会の活力を維持するため、意欲と能力のある

高齢者がその知識と経験をいかして、65 歳以上であっても経済社会の重要な支え手、担い手

として活躍できるような社会を目指す。現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の

引上げ等を踏まえ、希望者全員がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働けるよう、定年の引

上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図ると同時に、年齢にかかわりな

く働くことができる社会の実現に向けた雇用・就業構造の整備を図る。」とし、2004 年の高

齢者雇用安定法の改正によって、65 歳までの雇用確保措置の義務化が図られたことを背景に

年金と雇用の連携が明記され、そしてその際の雇用サイドでは二つのアプローチが併記され

ている点がこれまでとは大きく異なっている。この雇用政策の取組み方について個別対策と

しては、まず「年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組」が第一に掲げられては

いるものの、その内容は、「年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、国民各層の意

見を幅広く聴きながら、当該社会の在り方やそのための条件整備について検討するなど、社

会的な気運の醸成を図る。」と問題提起にとどまっている。他方、最後の項目として、「知

識、経験を活用した 65 歳までの雇用の確保」が置かれているが、その内容は、「事業主に

対して定年の引上げ、継続雇用制度等の雇用確保措置の導入等について指導を行うとともに、

現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、無年金・無収入者が

生じることのないよう雇用と年金を確実に接続させ、希望者全員がその意欲と能力に応じて

65 歳まで働けるよう、安定的な雇用の確保を図る。」と極めて具体的であり、後者の取組み

が現状では施策の柱であることを示している。 

プロダクティブ・エイジングの考え方からすれば、エイジフリーの発想が理念的にはより

好ましいといえようが、離職者の円滑な企業間移動が可能となるような人事管理制度や能力

評価システムが整備されていない状況では、高齢者の知識や経験を活かすには後者のアプロ

ーチを柱とするのが妥当といえよう。その上で、中高年離職者や 65 歳以上の就業希望者に

ついては前者のアプローチを深めていくことも必要とされよう。 

なお、高齢者雇用においては多様な形態による雇用・就業機会の確保も大きな課題であり、

この点についていずれの大綱においても言及はされている。ただ、その内容は概ね、「高齢

期は、個々労働者の健康・意欲・体力等に個人差があり、雇用就業形態や労働時間等につい

てのニーズが多様化することから、多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことに

より雇用・就業機会の確保を図る。特に、退職後に、臨時的・短期的または軽易な就業等を
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希望する高齢者等に対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センタ

ー事業を推進する。」（第 3 次大綱）というものであり、格別の進展はみられていない。 

 

２）健康づくり 

国民の健康づくりは長く個々人の自己責任の問題としてとらえられてきたが、生活習慣病

の概念の定着を背景に、健康寿命のさらなる延伸という課題に取り組む上で個々人に任せる

だけでは行動変容を実現することは困難との認識の下、社会的な支援を要する課題としてと

らえ直されてきている。また、高齢者の医療需要が増大する中、医療システムに過重な負担

をかけず、医療資源の効率的な活用を図るという観点もいまひとつの背景にあったと考えら

れる。その推移は次のとおりである。 

先ず、長寿大綱では「個人が健康に関する自己責任の自覚と認識を深め、生涯を通じて適

切な健康づくりに取り組むよう、普及啓発に努めるとともに、地域の自主性を尊重しつつ、

壮年期からの総合的な健康づくり対策を計画的に推進する。」と、基本的に個人レベルの問

題と整理されており、わずかに老人保健法による保健事業が伺える記述がなされるにとどま

っている。 

第 1 次大綱では「健康に関する知識や健康休暇の普及により国民の健康に対する認識と自

覚を深め、健康の増進、疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、栄養、運動、休養のバラ

ンスのとれた生涯にわたる健康づくりを推進する。壮年期から高齢期における健康づくりに

ついては、地域における身近な保健サービスを、都道府県の支援の下、市町村において一元

的に提供する体制を整備する」としており、記述は満遍なくなされているものの、なお支援

の具体的な方策には踏み込んでいない。 

第 2 次大綱では、前年に開始された「健康日本 21」を下敷きにして、「栄養・食生活、運

動、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の若年期からの見直しを行うことにより、健康を増進し、

疾病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を推進する。個人による選択を基本とした、

国民の主体的な健康づくりを支援するため、十分かつ的確な情報を提供するとともに、社会

全体として支援する環境づくりの整備を図る。また、性別、年齢別等の差異を踏まえ、科学

的根拠に基づいた目標を設定し、目標を達成するための活動の成果を適切に評価して、その

後の健康づくりに反映させる。」としており、生活習慣病を念頭において一次予防に的を絞

ること、取組みの主体は個人であるにしても、個人の力に併せて社会全体としての支援も必

要であること、方法として科学的な目標設定とその評価を掲げたことなどの点で、いわば国

民、とくに高齢者の健康確保が本格的に政策課題として位置づけられるに至ったといえよう。

なお、この大綱においては「介護予防の推進」も掲げられている。 

第 3 次大綱では、第 2 次大綱とほぼ同文の記述があるが、「健康日本 21（第 2 次）」を

踏まえることが明記されており、内容としてはこれに委ねられているといってよい。そこで、

この「健康日本 21（第 2 次）」の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な

方針」をみると、プロダクティブ・エイジングの観点からも相当の進展が見て取れる。すな

わち、この方針は五つの柱：①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②生活習慣病の発症予防

と重症化予防の徹底（NCD の予防）、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上（注）

④健康を支え、守るための社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙

及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の整備で構成されているが。注目すべき

は、前回方針で掲げられた「健康寿命の延伸」に「健康格差（「地域や社会経済状況の違い

による集団間の健康状態の差」）の縮小」が加えられたこと、生活習慣病の重症化予防が加
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えられたこと、また、目標の提示が全項目に拡充され、関係主体の取組みを促す配慮がなさ

れていることなどであり、大きく体系化され、政策課題も明確に示されたということができ

る。例えば、高齢者に関しては次のように記されている。「高齢化に伴う機能の低下を遅ら

せるためには、高齢者の健康に焦点を当てた取組を強化する必要があり、介護保険サービス

利用者の増加の抑制、認知機能低下及びロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防

とともに、良好な栄養状態の維持、身体活動量の増加及び就業等の社会参加の促進を目標と

する。」 

なお、健康面の取組みにおいて注目すべきは認知症対策で、この間「病院整備」から「エ

イジング・イン・プレイス」の考え方に至るまでの目覚ましい進展がみられている。 

・長寿大綱：「精神科的医療及び保護を必要とする痴呆性老人のための老人精神病棟整備充

等を（中略）推進する。」 

・第 1 次大綱：「老人性痴呆に関しては、老人性痴呆疾患センターの整備の推進などにより

相談・情報提供体制の充実を図るとともに、担当職員を対象とする痴呆に関する研修の実

施により発症予防、早期発見・早期対応の体制を整備する。また、治療・ケア体制の充実

を図るため、痴呆性老人向け毎日通所型デイサービスセンターの整備及び痴呆性老人向け

グループホームの制度化を図るとともに、老人性痴呆疾患治療・療養病棟、老人保健施設

痴呆専門病棟等の整備を促進する。」 

・第 2 次大綱：「今後急増が見込まれる痴呆性高齢者に対する支援を図るため、痴呆対応型

共同生活介護（グループホーム）の整備を進めるとともに、痴呆介護に関する研究、専門

職の要請、研究・研修のためのネットワークの整備など痴呆介護の質的な向上を図る。ま

た、痴呆性高齢者の相談体制や権利擁護の仕組みを充実させる。」 

・第 3 次大綱：「今後急増が見込まれる認知症高齢者に対する支援を図るため、標準的な認

知症ケアパスの作成・普及、早期診断・早期対応を行う体制の整備、地域での生活を支え

る医療・介護サービスの構築を進めるとともに、地域での日常生活・家族の支援の強化を

行う。こうした施策の推進により、認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域のよい環境

で生活できるような体制づくりを推進する。」 

 

３）社会参加 

 高齢者の社会参加の促進はいずれの大綱においても取り上げられており、そのキーワード

は、「活力ある地域社会の形成」、「生きがい」、「世代間交流」、「ボランティア活動」

であり、例えば、第 3 次の大綱では「活力ある地域社会の形成を図るとともに、高齢者が年

齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持

って活躍したり、学習成果を活かしたりできるよう、高齢者の社会参加活動を促進する。こ

のため、情報通信技術等も活用して、高齢者の情報取得の支援を行うとともに、学校教育支

援・子育て支援などの高齢者が活躍できる場の充実等を通じて、高齢者と若い世代との交流

の機会を確保し、ボランティア活動を始めとする高齢者の自主的な社会参加活動を支援する。

そのほか、高齢者の社会参加活動に関する広報・啓発、情報提供・相談体制の整備、指導者

養成などを図る。」としている。 

なお、第 3 次大綱においては、上記に続き「高齢者は経済的な側面だけではなく、生きが

いや社会参加を重視していることも多いため、雇用にこだわらない社会参加の機会の確保を

推進していく。」とし、高齢者を含めた国民が積極的に「公」に参画する社会を再構築する

「新しい公共」（公共サービスを市民自身や NPO が主体となって提供する活動）を推進す
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るとしている。具体的には、その活動を支援する寄付税制や改正 NPO 法の円滑な施行、周

知を図るとしており、社会参加の領域を拡大する動きとして注目される。 

 

４）住まいの確保 

 高齢者が心身の状況に適した住まいを確保することはプロダクティブ・エイジングを実現

する上で欠かせない。この政策分野では、当初はシルバーハウジングなど公営の高齢者向け

住宅の供給が主要な取組みとして掲げられてきたが、広く民間賃貸住宅の活用も視野に入れ

るとともに、ハード面のみならず、医療・介護等ソフト面の施策との連携強化が強調される

ようになってきている。 

先ず、長寿大綱では、「高齢者の心身機能の低下に対応し、高齢者の自立又は介護に適し

た住宅の供給を促進するため、住宅の設計に関する指針を作成するとともに、所要の技術開

発を推進し、その普及に努める。また、日常生活上の援助又は介護を必要とする高齢者に対

し、必要な時に専門職員が機敏に対応できる機能を備えた高齢者向け住宅の供給を推進する

等住宅政策と福祉政策との連携を図る。」としており、これがいわば原型となっている。 

第 1 次大綱では、供給促進の手法として、「融資制度の活用等」を加えたほか、「新設さ

れる公共賃貸住宅については、すべて一定の身体機能の低下に配慮した仕様とする。また、

住宅と福祉の連携を図り、日常生活上の援助又は介護の機能等を備えた高齢者向け住宅の供

給、生活支援施設を併設あるいは合築した公共住宅団地の整備などを推進する。」と福祉政

策の連携強化を織り込んでいる。さらに、第 2 次大綱では、高齢者向けの住宅ストックの形

成に数値目標を設定している点、また、「公共賃貸住宅の供給に当たり親との同居、隣居」

に加え、「血縁に基づかない共同居住等のニーズへの対応を図る。」としている点が目新しい。 

第 3 次大綱では、福祉政策との更なる連携強化や民間賃貸住宅市場における取組みに踏み

込んでおり、「高齢者が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、

サービス付きの高齢者向け住宅の供給等により、住宅のバリアフリー化や見守り支援等のハ

ード・ソフト両面の取組を促進する。また、民間事業者等との協働により、公的賃貸住宅団

地等の改修・建替えに併せた福祉施設等の設置を促進する。さらに、高齢者が、その特性に

応じて適切な住宅を確保できるよう、公共賃貸住宅の供給を促進するとともに、民間賃貸住

宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、

居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議会に対する支援をおこない、民間賃貸住

宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備等を図る。」としている 。 

ここでいう「サービス付き高齢者向け住宅」は 2011 年の高齢者住まい法の改正により導

入された安否確認・生活相談サービス付きのバリアフリー住宅で、これまでの高齢者向け住

宅とは異なり、医療・介護との連携が当初から制度設計に組み込まれている。特に、同年の

介護保険法の改正により導入された 24 時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護サー

ビス等との組み合わせにより、介護を必要とする高齢単身・夫婦世帯でも在宅生活を継続で

きるようにすることが目指されており、「地域包括ケアシステム」の一つの形を実現するこ

とが期待されている。 

 なお、関連施策として「（良質な住宅が）適切に評価、循環利用される環境を整備するこ

とを通じ、高齢者が保有する住宅の資産価値を高め、高齢期の経済的自立に資するとともに、

その資産の次世代への適切な継承を図る。」とし、やや具体的には、「高齢者の有する比較

的広い住宅を、子育て世帯向けの賃貸住宅として活用するための住み替えを支援する。」と

する新たな取組みも示されている。 
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４．おわりに 

 以上見てきたように、日本の高齢社会対策は少子高齢化の進行とともに、雇用と年金、健

康づくりにおける個人と社会、住宅と福祉など、政策間の連携を深めながら、高齢者像の変

化に見られるようにプロダクティブ・エイジングの考え方を体現するかたちで着実に進めら

れてきている。最も顕著な進展をみたのは、健康寿命の延伸と年金の持続可能性の確保の必

要性を背景とする高齢者雇用ということができる。その実現方策は、例えば米国で採られた

年齢による差別禁止政策とは異なり、外部労働市場が整備されていないという状況を踏まえ、

定年制の雇用保障機能に着目して、その年齢の引上げを柱とする継続雇用政策が採られたが、

高齢者雇用が現に進んだということからすれば、いわば日本型のプロダクティブ・エイジン

グ政策として評価できるのではなかろうか。ただ、その一方で、中高年離職者の再就職が困

難を極めるという状況を考えれば、さらに 65 歳を超えての就業までを視野に入れるとすれ

ば、やはり職務内容を明確にした上で、個々人の能力を適切に評価するシステムを整備し、

年齢にかかわりなくその力を活かす仕組みが必要となろう。プロダクティブ・エイジングの

実現に向けて、他の政策領域を含め、さらなる深化が求められる。 

 

（文 献） 

 

・高齢社会白書 各年版 （内閣府） 

・濱口圭一郎「労働法政策」（ミネルヴァ書房）、「同、2012 年度東京大学公共政策大学院講義用資

料」 

・（独法）高齢・障害者雇用支援機構「70 歳雇用に向けた企業、従業員、社会の役割（平成 22 年度報

告書）」 

・「保険と年金の動向」、「国民衛生の動向」、「国民の福祉と介護の動向」各年版（厚生統計協会） 
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高齢社会対策年表 

 

◆1961（昭和 36） 国民皆保険皆年金実現 

◆1963（昭和 38） 老人福祉法成立  百歳老人 153 人 

※1970（昭和 45）高齢化率７％超 「高齢化社会」に入る 

◆1973（昭和 48）       

いわゆる「福祉元年」：老人福祉法改正（老人医療費無料化） 

年金法改正（給付水準引上げ、物価スライド制導入）、健保法改正（家族給

付率 7 割に引上げ、高額療養費、定率国庫負担導入） 

雇用対策法改正（定年引上げ促進） 

※同年、第 1次オイルショック。1978-1979年、第 2次オイルショック 

◆1978（昭和 53） 国民健康づくり対策（第 1 次）開始 

◆1983（昭和 58） 老人保健法施行（定額患者負担、老健拠出金、保健事業導入） 

◆1984（昭和 59） 健保法改正（本人 9 割給付、国保に退職者医療制度導入） 

◆1985（昭和 60） 年金法改正（基礎年金導入、給付と負担の適正化） 

◆1986（昭和 61）          

高齢者雇用安定法成立（60 歳定年努力義務化） 

（注）中高年齢者雇用促進法（1971 年成立）を改定 

「長寿社会対策大綱」閣議決定 中曽根内閣 

◆1988（昭和 63） 国民健康づくり対策（第 2 次）アクティブ８０ヘルスプラン開始 

◆1989（平成元年）         
消費税法実施（税率３％、消費税法成立は前年） 

 高齢者保健福祉十か年戦略（ゴールドプラン）実施 

◆1990（平成 02）       
高齢者雇用安定法改正（65 歳までの雇用継続努力義務化） 

福祉八法改正（高齢者保健福祉サービス市町村一元化） 

 ※1991（平成 03）バブル崩壊 

◆1994（平成 06） 

年金法改正（厚年定額部分 2001 年から 2013 年にかけ 65 歳に引上げ） 

地域保健法成立（対人保健サービス市町村に一元化） 

高齢者雇用安定法改正（60 歳定年義務化、1998 年実施） 

ハートビル法成立（公共建築物のバリアフリー化推進） 

消費税法改正（税率 5％、実施は 1997 年） 

新ゴールドプラン策定（前年の全国老人保健福祉計画に基づき改定） 

 ※同年、高齢化率 14％超。「高齢社会」に入る 

◆1995（平成 07） 高齢社会対策基本法成立 村山内閣 

◆1996（平成 08） 「高齢社会対策大綱」（第 1次）閣議決定 橋本内閣  

◆1997（平成 09）       
消費税 5％実施 

介護保険法成立（実施は 2000 年） 

◆1999（平成 11） 成年後見関連法成立 

◆2000（平成 12）       

年金法改正（厚年比例部分 2013 年から 2025 年にかけ 65 歳に引上げ） 

高齢者雇用安定法改正（65 歳までの雇用確保措置の努力義務化） 

健保法等改正（老人患者一部負担上限付き定率 1 割負担導入） 

国民健康づくり対策（第 3 次）「健康日本２１」開始 

◆2001（平成 13）         

雇用対策法改正（労働者の募集・採用につき年齢差別禁止努力義務） 

高齢者住まい法成立（高齢者賃貸住宅の供給促進） 

「高齢社会対策大綱」（第 2次）閣議決定 小泉内閣 

◆2002（平成 14）  

健保法等改正（給付率一般 7 割、70 歳以上 9 割（現役並み所得者 8 割）、3

歳未満 8 割、老人医療対象年齢 70 歳から 75 歳に段階的引上げ、老人医療国

庫負担増） 

健康増進法成立（「健康日本 21」に法的根拠） 

◆2004（平成 16）        

年金法改正（保険料率上限設定、基礎年金国庫負担 2 分の 1 に引上げ、 

給付水準改定にマクロ経済スライド導入、在職老齢年金改善） 

高齢者雇用安定法改正（65 歳までの雇用確保措置（注）義務化―2006 年実施、

65 歳未満の年齢制限を行う場合に理由提示を義務化）。 
注：定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止 
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◆2005（平成 17）        
介護保険法改正（介護予防の導入、食費・居住費の自己負担化） 

高齢者虐待防止法成立 

◆2006（平成 18）       

医療制度改革（医療費適正化計画導入、後期高齢者医療制度創設、 

特定（メタボ）健診導入、医療計画に地域医療連携を織込み） 

バリアフリー新法成立（一定地区の移動、施設利用円滑化推進） 

◆2007（平成 19） 雇用対策法改正（労働者の募集・採用につき年齢差別禁止法定化） 

 ※同年 高齢化率 21％超 「超高齢社会」に入る 

◆2008（平成 20） 後期高齢者医療制度実施  

 ※2009政権交代 

◆2011（平成 23）       

介護保険法改正（地域包括ケアシステムの推進） 

高齢者住まい法改正（サービス付き高齢者住宅導入） 

NPO 法改正（寄付税制充実） 

◆2012（平成 24）        

「健康日本 21」（第 2 次）策定  百歳高齢者 51,376 人 

「社会保障と税の一体改革」三党合意成立、消費税法改正、社会保障制度改

革推進法等成立 

高齢者雇用安定法改正（継続雇用対象者を限定できる仕組みを廃止） 

「高齢社会対策大綱」（第 3次）閣議決定 野田内閣 
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Ⅲ．プロダクティブ・エイジングと健康増進に関す

る国際比較データの再分析と考察 
 

 
１．プロダクティブ・エイジングと健康増進： 

国際比較に関する現状と課題の整理 

 

２．地域レベルからみた社会参加の健康への効果と 

その媒介要因 

 

３．高齢者のライフコースと社会参加： 

社会生活基本調査を用いた 

プロダクティブ・エイジングの経年分析 
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１．プロダクティブ・エイジングと健康増進： 

国際比較に関する現状と課題の整理 

 

東京都健康長寿医療センター主任研究員 

杉原陽子 
 

１．課題設定 

 現在、多くの先進国が人口の高齢化に直面しており、各国ともその対応が重要な政策課題

となっている。高齢者人口の増大に対しては医療や介護にかかる社会的コストの増大が懸念

されているが、その一方で、高齢者の能力を社会的にもっと活用し、元気な高齢者は社会を

支える側に回ってもらおうという考えも広がり始めている。このような社会貢献は高齢者自

身の心身の健康にも有益となる可能性があるため、人口の高齢化が進んだ社会では、高齢者

の能力の社会的活用とそれによる健康寿命の延伸といった好循環を目指すことが、高齢者人

口の増大への対応策として重要視されつつある。 

 この考えの嚆矢となったのは、Robert Butler ら(1985)によって唱道された「プロダクティ

ブ・エイジング」の概念である 1)。プロダクティビティ（生産性）というと有償労働をイメ

ージする場合が多いが、Butler らはボランティア活動や家庭内の無償労働も生産性の概念の

中に含めた。有償労働だけに限定したのでは、高齢者や女性が行っている社会的な貢献を看

過してしまうからである。生産性の概念を広く捉えることによって、Butler らは高齢者の能

力を過少評価するエイジズムを批判し、高齢者が増えると社会の負担が増すという悲観的な

考え方から、高齢者の能力を社会的にもっと活用しようという積極的な考え方へと発想の転

換を促した。 

このようにプロダクティブ・エイジングの概念はエイジズムに対する反論として提唱され

たものではあるが、その前提として、プロダクティブな活動に関与し続けることは高齢者個

人にとっても良いことであるという考えがあることは明らかである。この考えは、社会的な

活動度が大きいほど生活満足度は高いという「活動理論」の主張に通じるものであり、Rowe

と Kahn (1998)が示したサクセスフル・エイジングの構成要素の中にも、「プロダクティブ

な活動への関与」が位置づけられている 2)。すなわち、プロダクティブ・エイジングを推進

することは、単に高齢者の能力を社会的に活用するだけでなく、高齢者自身にも有益な還元

が付加されなければならないといえる。 

この点を鑑み、1980 年代後半から米国を中心に、プロダクティブな活動と高齢者の心身

の健康との関連を調べる研究が行われるようになり、どのような種類の活動が高齢者の健康

や well-being に良好な効果をもたらすのか、効果の個人差を規定する要因は何か等について

の報告が散見されるようになった。2000 年以降は米国以外の国でも「職業からの引退と健康」

といった課題を中心とする中高年齢者のパネル調査が行われるようになり、就労継続やボラ

ンティア活動等のプロダクティブな活動について、各国の状況を踏まえた報告が出始めてい

る。本稿では、プロダクティブ・エイジングと高齢者の健康増進に関する国際比較を行うに

あたって、各国における高齢者のプロダクティブな活動への従事状況や健康・well-being と

の関連を整理するとともに、国際比較に向けての留意すべき点や課題を整理することを目的

とする。 

 

２．プロダクティブな活動の定義 

プロダクティブな活動と高齢者の健康との関連をレビューするにあたり、どのような活動



69 

 

がプロダクティブな活動とみなされているのか、その定義を整理する必要がある。Butler ら

は有償労働だけでなく無償の貢献もプロダクティブな活動の中に含めるべきと主張したが、

具体的にどのような活動をプロダクティブとみなすかの操作的定義については、当初、明確

に示していなかった。1980 年代後半以降、プロダクティブ・エイジングに関する実証研究が

行われるようになると、操作的な定義がいくつか提案されるようになった。しかし、これら

の定義は一致しているわけではない。 

定義を概観すると、実証研究では Herzog ら(1989)の定義 3)に準ずるものが多い。これは、

「報酬があるか否かにかかわらず、物財やサービスを生産する活動」をプロダクティブな活

動と定義し、具体的な活動としては「有償労働」「ボランティア活動」「親族や友人、近隣に

対する無償の支援提供（家事、介護、子供の世話など）」を対象としている。この定義は、フ

ォーマルかインフォーマルかに関わらず、経済的な価値につながる活動をプロダクティブと

みなしており、プロダクティブな活動の定義の中では比較的、狭義の定義である。 

より広義に捉えた定義としては、上記のような経済的な価値に直接つながる活動に加えて、

学習活動やトレーニングなど「プロダクティブな活動を行う能力を高めるような活動」4)、

あるいは「セルフケア行動や日常生活活動」のように可能な限り自立・自律を維持する活動

5)も、プロダクティブな活動とみなすべきとの指摘がある。これらの定義は、現時点で経済

的な価値の創出に直接つながっていないとしても将来的に人的資源として活用できる可能性、

あるいは社会や家族にかかる介護等の負担軽減に役立つ可能性を高める活動は、プロダクテ

ィブとして評価しようという観点からの定義である。さらに近年では定義がより広範化する

傾向があり、例えば余暇活動や宗教活動などの社会活動・レジャー活動なども、プロダクテ

ィブ・エイジングの文脈の中に含めて論じられる場合がある 6)。余暇活動などは財やサービ

スを生産するというより、消費することの方が多そうな活動なので、本来の意味ではプロダ

クティブ（生産的）とは言えないだろう。しかし、高齢者個人にとって価値のある活動であ

ること、また、高齢者によって消費が促進されると経済の活性化が期待できるため、一種の

社会貢献とみなされるのかもしれない。 

測定に妥当性やある程度のコンセンサスが求められる実証研究においては、Herzog らが

示した狭義の定義に準ずる場合が多いが、プロダクティブ・エイジングがイデオロギーとし

て社会的に注目されるようになると、その思想を様々な文脈において肯定的にあてはめよう

として定義が広範化していった可能性がある。例えば、プロダクティブ・エイジングに対す

る批判として、その概念が強調されるようになると、すべての高齢者が経済的な意味で生産

的かどうかという価値基準によって判断されかねないため、虚弱高齢者などは非生産的とみ

なされ、その価値を一層下げられてしまうといった懸念が指摘されている 7)。このような批

判への対応として、高齢者が行うさまざまな社会貢献を含めるようプロダクティブな活動内

容の定義が拡大していったのかもしれない。 

さらに、高齢者人口の増大への対応が政策課題として深刻化してきたことも、定義拡大の

一因となっている可能性がある。本来、プロダクティブ・エイジングという概念は、プロダ

クティブであることがすべての高齢者の「あるべき姿」として高齢者自身に変容を求めるよ

うな概念ではなく、エイジズムに反論し、意欲と能力のある高齢者に対して機会を拡大する

よう、社会に対して変革を求める概念であった。しかし、人口の高齢化への対応が深刻化す

る中で、この概念は社会を変革するというよりも、社会が高齢者に対して求めている姿に置

換されつつあるように見える。直接的に経済的な価値や社会貢献につながる活動をするか、

介護予防活動に励み、医療や介護に要する負担軽減に貢献するか、消費活動により経済の活
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性化に貢献するかといった活動がプロダクティブ・エイジングの形態として論じられるよう

になった背景には、高齢者の社会に対する要請というより、社会の高齢者に対する要請があ

るのではないだろうか。 

プロダクティブ・エイジングは一種のイデオロギーであるため、実証研究で多用される狭

義の操作的定義の範疇に収まる概念ではないだろう。しかし、定義が過度に広範化すると、

本来の趣旨とは異なったものになってしまう危険性もある。国際比較を行う際にも、国によ

って定義や捉える像が異なるとしたら比較が困難になるだろう。プロダクティブ・エイジン

グに関する研究の第一人者である Morrow-Howell らも、知識の迅速な発展を図るために狭

義の定義に焦点化することを推奨している 6)。 

 

３．プロダクティブ・エイジングの現状の国際比較 

 日本の高齢者と諸外国の高齢者の状況を比較する際に用いられる統計調査として、内閣府

が 1980 年以降、5 年間隔で実施している「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」が

ある。直近の 2010 年調査は、日本、アメリカ、韓国、ドイツ、スウェーデンの 5 カ国で実

施された 8)。調査対象者は全国から無作為に抽出された 60 歳以上の男女で、各国とも 1,000

サンプルの回収を原則として個別面接調査を行っている。この調査結果を基に、対象となっ

た 5 カ国におけるプロダクティブ・エイジングの現状を比較した。 

 

1) 就労 

「これまでに収入の伴う仕事をしたことがある高齢者のうちで、現在も収入の伴う仕事をし

ている人の割合」は、韓国が最も高く（49.8％）、次いで日本（38.3％）、スウェーデン（34.9％）、

アメリカ（30.2％）で、ドイツ（21.0％）が最も低率であった（表 1）。男性についてみると、

韓国は 5 割以上、日本も 4 割以上が就業していたが、アメリカとスウェーデンは 3 割台、ド

イツは 2 割台であった。女性については、就業経験が全くない人が男性よりも多いため、こ

のような人を除外して算出された就業率は過大評価の可能性があるものの、全体的な傾向と

してはドイツ以外の国は概ね同程度（3 割台）であった。 
 

 

次に、男性高齢者の年齢別就業率をみると（図 1）、60-64 歳では韓国が最も高く、次いで

スウェーデンと日本が同水準で、これらの国は就業率が 7 割台であったが、アメリカとドイ

ツは 5 割台と低かった。65 歳以降は各国とも就業率が低下するが、低下の仕方は国によって

異なる。ドイツとスウェーデンは変化のパターンが似ており、65-69 歳で就業率が大きく低

下する点が特徴的である。両国とも日本と同様に定年制度があり、年金支給開始年齢もドイ

ツが 65 歳（2012 年から段階的に 67 歳に引き上げ）、スウェーデンは 61 歳以降本人が選択

という形をとっており、日本と類似している。日本も 65-69 歳で就業率が 5 割程度まで下が

るものの、ドイツやスウェーデンに比べると低下の度合いは小さく、65 歳以上でも就労を継

続している人が少なくない。定年や年金の制度は類似しているものの、ドイツやスウェーデ

ンでは定年や年金受給を機に職業から引退する男性が多いのに対し、日本では定年後あるい

は年金支給開始年齢に達した後も働き続ける男性が多いといった違いがうかがえる。一方、

                 表 1 「収入を伴う仕事をしている人の割合」の国際比較            (%) 

 日本 アメリカ 韓国 ドイツ スウェーデン 

全体 

男性 

女性 

38.3 

44.2 

32.7 

30.2 

31.5 

29.1 

49.8 

57.1 

43.0 

21.0 

24.5 

18.1 

34.9 

37.8 

32.0 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 
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定年制がないアメリカや定年年齢が 60 歳未満の企業も少なくない韓国では、ドイツ、スウ

ェーデン、日本に見られるような 65-69 歳における就業率の顕著な低下はなく、60 歳以降の

就業率の低下は比較的緩やかである。 
 

          図１ 男性高齢者の年齢別就業率の国際比較 

 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 

 

2) ボランティア活動 

「現在、福祉や環境を改善するなどを目的としたボランティアやその他の社会活動に参加し

ているか」という設問に対して、「これまでに全く参加したことのない人の割合」は韓国が最

も高く（74.2％）、次いで日本（51.7％）、ドイツ（42.9％）、アメリカ（33.1％）、スウェー

デン（28.3％）となっていた（表 2）。韓国や日本は高齢者の就業率は高いものの、ボランテ

ィア等の社会活動は欧米と比べて活発ではないことがわかる。活動内容についてみると、日

本では「近隣の公園や通りなどの清掃等の美化活動」（14.2％）、「地域行事、まちづくり活動」

（13.3％）といった町会・自治会等の地域組織に基づく活動への参加率が高い。他方、欧米

は「宗教・政治活動」への参加率が高い点が特徴的で、特にアメリカでは 28.7％と、5 カ国

中で最も高かった。 

 

表 2 「ボランティア活動への参加状況」の国際比較  （複数回答）(%) 

 日本 アメリカ 韓国 ドイツ スウェーデン 

近隣の公園や通りなどの清掃等の美化活動 14.2 7.0 2.5 4.4 10.3 

地域行事、まちづくり活動 13.3 12.5 1.9 5.7 16.4 

環境保全・自然保護活動 2.9 5.5 1.2 6.0 8.5 

交通安全や防犯・防災に関する活動 5.9 3.4 0.8 0.9 4.5 

子供や青少年の健全育成に関する活動 3.7 5.7 0.3 3.1 3.0 

趣味やスポーツ、学習活動などの指導 5.3 9.0 2.9 4.8 8.1 

高齢者や障害者の話し相手や身の回りの世話 4.0 9.7 1.4 6.0 11.1 

医療機関や福祉施設等での手伝い・支援活動 1.9 3.6 1.1 1.7 3.4 

国際交流・国際支援活動 1.0 1.3 - 1.7 6.5 

消費者活動 0.3 2.1 0.2 0.5 0.8 

宗教・政治活動 3.0 28.7 8.4 10.7 12.6 

自分の趣味や技能などを活かした支援活動 5.4 14.2 1.2 9.8 9.2 

その他 0.8 4.0 0.5 2.5 11.2 

以前には参加していたが、今は参加していない 17.0 17.8 8.1 19.8 17.7 

全く参加したことがない 51.7 33.1 74.2 42.9 28.3 

無回答 - 2.0 0.1 3.1 - 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 
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「ボランティア活動に現在参加していない理由」については、日本では｢時間的・精神的ゆと

りがない｣（32.2％）と｢健康上の理由、体力に自信がない｣（31.5％）を挙げる人が多かった

（表 3）。他の 4 カ国では｢関心がない｣の割合が高く（アメリカ 45.8％、韓国 47.6％、ドイツ

37.3％、スウェーデン 28.0％）、日本ではこの割合は 15.9％と他国と比べて低かった。日本で

は、時間的・精神的なゆとりや体力がないとボランティア活動はできないという先入観が、

高齢者のボランティア活動への参加を阻害している可能性がうかがえる。このような先入観

を払拭し、それぞれの状況に応じた社会貢献ができるように情報提供や環境整備、意識教育

などの取り組みを進めることが、高齢者のボランティア活動を推進する上で必要であろう。 
 

 

3) 家事の従事状況、家庭内での役割 

「炊事、洗濯、掃除などの家事をしている割合」については、各国とも女性は 9 割前後が行

っていたが、男性ではアメリカ、韓国、スウェーデンで 6 割台、ドイツは 5 割台、日本は最

も低く 4 割程度であった（表 4）。この結果と先述の就労やボランティア活動の結果を合わせ

て見ても、日本の男性高齢者は、無償労働よりも有償労働を選好する傾向が、他の 4 カ国の

男性高齢者よりも強いことがうかがえる。 
 

 

「同居者がいる高齢者が家族や親族の中でどのような役割を果たしているか」については、

日本の男性高齢者は「家計の支え手（かせぎ手）」（53.0％）、「家族や親族関係の長（まとめ

役）」（42.1％）、「家族・親族の相談相手」（37.9％）を挙げる割合が高かった（表 5）。日本

の女性高齢者では、「家事」（83.5％）、「家族・親族の相談相手」（28.4％）、「小さな子どもの

世話」（12.1％）が多かった。 

他の 4 カ国と比較すると、男性高齢者については、日本以外の国は「家事」の割合が高い

表 3 「ボランティア活動に現在参加していない理由」の国際比較（複数回答）(%) 

 日本 アメリカ 韓国 ドイツ スウェーデン 

関心がない 15.9 45.8 47.6 37.3 28.0 

やりたい活動がみつからない 10.3 16.1 25.0 14.1 17.5 

近くに適当な場が見つからない 6.8 4.3 7.1 8.9 3.5 

一緒にやる仲間が見つからない 3.9 2.4 2.8 2.7 2.9 

家族や周囲の理解が得にくい 0.6 1.0 0.2 1.3 0.4 

家族の介護をしている 3.6 2.8 2.2 7.9 9.7 

これまでのキャリアにふさわしくない 0.2 0.2 1.6 - - 

他にやりたいことがある 10.3 16.1 1.8 19.5 27.8 

時間的・精神的ゆとりがない 32.2 22.6 38.7 14.3 19.6 

健康上の理由、体力に自信がない 31.5 22.8 24.2 26.2 16.7 

団体内での人間関係がわずらわしい 3.9 2.6 1.5 2.7 3.3 

経済的余裕がない 2.1 4.7 16.0 4.6 1.6 

その他 3.8 2.6 0.1 1.3 4.5 

無回答 0.9 5.1 - 3.3 - 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 

表 4 「家事をしている人の割合」の国際比較        (%) 

 日本 アメリカ 韓国 ドイツ スウェーデン 

全体 

男性 

女性 

70.0 

41.6 

93.6 

77.7 

65.7 

86.7 

80.8 

63.7 

93.9 

78.1 

54.8 

95.5 

78.9 

64.2 

93.3 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 
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のに対し（アメリカ 72.2％、韓国 52.3％、ドイツ 53.4％、スウェーデン 48.7％）、日本の男

性高齢者はこの割合（14.0％）が顕著に低い点が特徴的である。女性高齢者については、介

護の女性への負担が問題視されているが、この調査結果では、日本の女性高齢者が同居家族

の介護をしている割合は 9.1％で、アメリカ（22.6％）、ドイツ（24.4％）、スウェーデン（12.9％）

といった欧米の女性高齢者の方が上回っていた。これは、介護の社会化が日本で進んでいる

というよりも、子ども世帯との同居率が関係している可能性がある。日本と同様に子ども世

帯との同居率が高い韓国では、女性高齢者が介護を担う割合は4.9％とやはり低いことから、

日本や韓国では同居者に介護の必要が生じた際に、女性高齢者だけでなく、子ども世代が介

護を担う可能性が欧米よりも高いため、アメリカ、ドイツ、スウェーデンと比べて女性高齢

者が介護役割を担う割合が低くなったものと考えられる。 

他国について特徴的な点を挙げると、アメリカでは男女とも選択肢に示された役割のほと

んどに 2 割以上の人が関与していることから、他の 4 カ国と比べて高齢者が多様な役割に従

事しているように見える。一方、「特に役割はない」と答えた人の割合が高かったのは、スウ

ェーデンの男性高齢者（22.5％）とドイツの女性高齢者（22.0％）であった。欧米といって

も、アメリカとヨーロッパではプロダクティブ・エイジングに関する現状が異なり、各国に

おける文化的な価値観や社会環境等の違いが反映されている。 

 

表 5 「家族・親族の中で果たす高齢者の役割」の国際比較   (複数回答)(%) 

資料出所：内閣府「第 7 回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2010 年) 

 

４．プロダクティブな活動と高齢者の健康・well-being との関連 

プロダクティブな活動は、健康で心理的にも問題が少ない人が行う場合が多いという選択

バイアスが生じるため、その健康や well-being への効果を観察型の研究で明確にするには限

界があるが、パネル調査からは以下のような知見が報告されている。 

プロダクティブな活動の中でも健康や well-being への効果に関する報告数が多いのは、ボ

ランティア活動である。ボランティア活動については、死亡のリスクの減少 9)-13)、身体機能

障害のリスクの減少 12)-16)、健康度自己評価の維持・向上 12)16)、抑うつ傾向の抑制や生活満足

度、幸福感、自尊感情等の心理的 well-being の維持・向上 13)16)-19)に貢献する可能性が報告さ

れている。 

ボランティア活動以外のプロダクティブな活動については、健康への効果を調べた報告は

あまり多くないが、有償労働 12)20)、あるいは家事や庭仕事 14) が、死亡や機能障害のリスク

を軽減する可能性が報告されている。活動の種類別ではなく、各種のプロダクティブな活動

全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性

家事 50.2 14.0 83.5 71.8 72.2 71.5 68.1 52.3 83.3 55.4 53.4 57.8 65.2 48.7 88.8

小さな子どもの世話 7.8 3.2 12.1 22.2 17.3 26.6 6.2 2.8 9.4 9.3 6.5 12.5 3.3 1.5 5.9

家族･親族の相談相手 32.9 37.9 28.4 63.1 61 65 24.7 30.2 19.5 28.5 29.4 27.5 20.6 15.6 27.6

家計の支え手(かせぎ手) 30.6 53.0 10.0 33.5 47.8 20.4 27 36.6 17.7 24.2 42.7 2.4 26.2 31.8 18.2

家族･親族の長(まとめ役) 25.5 42.1 10.2 39.6 59.3 21.7 49.4 69.3 30.3 27.1 46 4.9 10.9 11.2 10.5

介護 7.8 6.5 9.1 17.8 12.5 22.6 4.2 3.4 4.9 18.6 13.6 24.4 8.5 5.4 12.9

その他 0.9 0.6 1.1 1.3 1.4 1.2 0.1 - 0.2 0.3 - 0.7 9.4 11.5 6.3

特に役割はない 14.0 17.6 10.6 6.3 4.7 7.7 6.7 6.7 6.7 17.9 14.5 22.0 14.8 22.5 3.8

無回答 - - - 0.6 0.7 0.6 - - - 0.3 0.3 0.3 - - -

ドイツ スウェーデン日本 アメリカ 韓国
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を総合した指標を用いた研究でも、死亡 21)や認知機能低下 22)23)のリスクを軽減する可能性が

報告されている。 

近年の米国では、観察型の研究だけでなく、例えば Experience Corps（EC）のような準

実験的研究も行われている。EC は 1990 年代中頃にボルチモアで試行され、今では全米に広

がり始めているプログラムで、シニアボランティアが小学校で児童に読み書きを教えたり、

図書館や教室でのサポート等を週に 15 時間以上行うものである 24)。このような身体的・認

知的・社会的活動を行うことで脳の機能を活性化させ、認知症や身体機能の低下を予防する

ことを目的としている。短期間（4-8 ヶ月）の効果としては、EC 参加群は対照群（EC 待機

者）と比べて、身体活動や体力に関する主観的評価が向上、歩行速度の低下度が小さい、テ

レビの視聴時間が少ないといった身体・認知・社会的活動性の向上が見られたこと 24)、実行

機能や記憶の改善 25)等が報告されている。さらに、アフリカ系アメリカ人の 65 歳以上の女

性で、認知機能の低下が見られ、教育水準や所得水準の低い 17 人を選び、9 人は EC の活動

に 6 ヶ月間参加してもらい、8 人は比較対照としたところ、MRI 画像で EC 参加群は左前頭

前皮質と前帯状皮質における脳活動が高まっていることが確認され、認知機能や精神機能が

向上した可能性が報告されている 26)。 

 このようにボランティア活動を中心に、プロダクティブな活動への関与は概して高齢者の

身体・心理面に良好な効果をもたらす可能性が示唆されているが、その効果は一様ではなく、

性や年齢、人種、高齢者の状況などによって異なる可能性も指摘されている。例えば、若い

人より高齢者の方がボランティア活動から得られる心理的な利益が大きい 19)、所得や教育水

準が低い高齢者の方がボランティア活動からより多くの恩恵を得ていると感じる傾向 27)、ボ

ランティア活動が死亡のリスクを抑制する効果は、友人や近隣、親戚との交流が乏しい高齢

者で特に大きい 11)、パートナー、就労、親といった役割の喪失数が大きい高齢者では、ボラ

ンティア活動をすることで心理的 well-being の低下が防止できること 28)が報告されている。

これらの報告からは、個人的または社会的な資源に乏しい高齢者ほどボランティア活動から

得られる利益が大きく、特に加齢に伴う役割や関係性の喪失をボランティア活動が補填する

可能性が示唆されている。他方、宗教活動に参加していたり、社会的支援を多く得ていると

感じている高齢者ほど、ボランティア活動による死亡抑制効果が大きいという報告もあり 10)、

どのような高齢者でボランティア活動の効果が大きいかについては、ボランティア活動と健

康との間の因果関係や効果のメカニズム、ボランティア活動の内容等に焦点をあてつつ、さ

らなる検証が必要である。 

どの程度の活動量が最適かについても議論があり、ボランティア活動や有償労働はある程

度の時間を超えると、それ以上多く活動したとしても必ずしも効果が上がるわけではない可

能性が指摘されている。しかし、どの程度の時間が最適かについては一致した見解が得られ

ておらず、例えば、Musick ら(1999)はボランティア活動の時間が年間 40 時間未満の人の方

がそれ以上の人よりも死亡抑制効果が大きい 11)、Van Willigen(2000)は同じデータを用いて、

年間 100 時間を超えるとボランティア活動から得られる心理的な利益は次第に減少する 19)

と報告している。しかし、Luoh ら(2002)は年間 100 時間以上のボランティア活動で死亡抑

制効果が現れるといった閾値効果を 12)、オーストラリアのデータを分析した Windsor ら

(2008)は、64－68 歳の人では年間 100－800 時間のボランティア活動で心理的な利益が最大

となる可能性を指摘している 29)。以上のように、ボランティア活動に関しては、どのような

人で、どの程度の時間、どのような内容が、どのような条件の下で、健康や心理的 well-being

に対する効果が最大となるのかについて、より詳細な分析が求められている。 
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５．プロダクティブ・エイジングと健康に関する国際比較 

プロダクティブな活動が高齢者の健康に及ぼす効果について知見が蓄積されつつあるが、

これらの知見はアメリカにおけるものがほとんどである。アメリカでは、Health and 

Retirement Study、Americans’ Changing Lives、MidLife in the United States、

Longitudinal Study of Aging といった中高年齢者のパネル調査が多数行われており、二次分

析できるようにデータの公開が進んでいる。加えて、プロダクティブであることに関心の強

い国民性も、アメリカでこの課題に関する研究が進んでいる理由であろう。しかし、プロダ

クティブな活動が健康やwell-beingに及ぼす効果は人種によって異なる可能性が指摘されて

おり 20)30)、国際比較の観点からの研究蓄積が求められている。人種差についてはアメリカに

居住する白人と黒人を比較した報告はあるものの、他の国の、他の人種に関する報告は、今

のところほとんどない状況である。 

しかし近年では、アメリカの Health and Retirement Study (HRS)をモデルとする調査が

各国で実施されるようになった。中国の The China Health Aging and Retirement 

Longitudinal Study (CHARLS)、英国の English Longitudinal Study of Ageing (ELSA)、

アイルランドの The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)、韓国の Korean 

Longitudinal Study on Ageing (KLoSA)、メキシコの Mexican Health and Aging Study 

(MHAS)、ニュージーランドの New Zealand Health, Work and Retirement Survey、欧州

の Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE)、日本でも経済産業研究所

が中心となって Japanese Study of Aging and Retirement (JSTAR)が行われている。 

この中で、プロダクティブ・エイジングに関する研究報告が出始めているのは、欧州の

SHARE である 31)32)。SHARE は、欧州の 12 カ国で 50 歳以上の人を対象に 2004 年にベー

スライン調査が行われ、その後、対象国を増やしながら 2 年間隔で追跡調査が実施されてい

る。Hank ら(2010)は、SHARE のベースライン調査に参加した 11 カ国における 50 歳以上

の中高年齢者のボランティア活動への参加率を比較した結果、北高南低の傾向があると報告

している 31)。具体的には、オランダで最も高く（21％）、次いでデンマークとスウェーデン

（17-18％）、ベルギー、フランス、スイス（14-15％）、ドイツ、オーストリア（8-10％）、

イタリア（7％）、ギリシャとスペイン（2-3％）という順になっていた。さらに Hank は、

ボランティア活動や家族・友人・近隣への支援提供、介護といったプロダクティブな活動へ

の従事状況の国による違いはどのような社会的要因によって規定されているかを分析し、政

治的および宗教的自由度や社会保障制度がプロダクティブ・エイジングと正の相関関係にあ

る可能性を指摘している 32)。これはプロダクティブ・エイジングの推進を考える上で大変興

味深い知見であるが、今のところ、プロダクティブな活動と健康との関連やその関連性に影

響する要因については報告されていない。 

アメリカの HRS と完全に比較可能な調査というわけではないが、日本では全国の中高年

齢者を対象としたパネル調査(Japanese Health and Retirement Study: JHRS)が行われて

おり、そのデータを用いてプロダクティブな活動への関与と健康や心理的 well-being との関

連が報告されている。この調査は、全国の 55-64 歳の住民から無作為に抽出した男性 4,000

人と女性 2,000 人を対象に、1999 年にベースライン調査を個別訪問面接聴取法にて実施し、

男性 2,533 人、女性 1,440 人から回答を得ている 33)。その後、2 年間隔で 2005 年まで追跡

調査が行われた。2009 年にも追跡調査(Wave5)が行われているが、これは訪問面接調査では

なく郵送調査で実施されている。 
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この調査の Wave1～3 のデータを用いて Sugihara ら (2008)は、有償労働やボランティア

活動を行うことは、日本の男性前期高齢者においては抑うつ傾向を抑制する効果がみられる

ものの、女性では男性ほどの効果がないことを報告している 34)。5 カ国比較調査の結果から、

日本の男性高齢者は有償労働に対する選好度が強いことがうかがえたが、Sugihara らの結

果からは有償労働はもちろんボランティア活動についても、日本の男性高齢者の well-being

の向上に貢献する可能性が示唆された。また、女性では男性ほどには効果が見られなかった

ことから、プロダクティブ・エイジングの健康や well-being への効果を考える際に、「プロ

ダクティブであること」に対する男女間での規範意識や志向性の違いについて留意する必要

がある。 

さらに、この分析では、職業からの引退は男性高齢者の抑うつ傾向を強めるが、ボランテ

ィア活動をしている人ではリタイアメントによるネガティブな影響が緩衝されることが示唆

されている（図 2）。これは、ボランティア活動が高齢期における役割喪失を補填する可能

性を支持する結果である。日本の男性高齢者において就労継続は心身の健康維持において重

要である可能性が高いが、その分、リタイアメントによる悪影響も大きい可能性が考えられ

る。このような悪影響を緩衝するためにも、リタイアメント後の活動の場としてボランティ

ア活動を推進する意味があることが、この結果から示唆されている。 

 

 

図 2 退職前後での抑うつ感の変化（男性就労者の分析結果） 

ボランティア活動をしている人とそうでない人の比較 

 

６．国際比較研究をする上での課題 

 国際比較をする上での第一の課題は、プロダクティブな活動の操作的定義をどうするかで

ある。前述の通り多様な考えがあり、文化や価値観、高齢化の進展度合い等によって、どの

ような活動をプロダクティブとみなすかは異なるであろう。5 カ国比較調査のように同じよ

うな設問をした場合であっても、例えば「家族・親族の長（まとめ役）」のような役割につ

いては主観による部分が大きいため、客観的な状態像をどの程度正確に表しているのか疑問

である。比較をする際は、このような主観的判断に基づく役割は避けるべきであろうし、あ

る程度のコンセンサスが得られている定義を用いる方が良い。 

 第二の課題は、プロダクティブな活動の実施状況や健康への効果の地域差を説明するため

の理論・分析枠組みである。実施状況や効果の地域差が明らかになったとして、そのような

差をもたらす社会文化的要因や地域環境要因を説明できなければ、地域差に関する説得力は

乏しいものとなってしまう。現状では、Hank(2011)が SHARE のデータを用いて欧州各国

におけるプロダクティブな活動状況の差を規定する要因をマルチレベルアナリシスにより分
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析しているもの 32)、類似の分析は少なく、健康への効果の地域差とその理由を検証したもの

もほとんどない。 

プロダクティブな活動の規定要因や健康等への効果を分析するための枠組みとして、

Sherraden ら (2001)が提唱したものが参考になる（図 3）35)。この枠組みは、プロダクティ

ブな活動の「規定要因」と「アウトカム（結果）」の２つの構成に大別できる。規定要因の

中には、性や年齢などの「社会人口学的特性」、健康状態や知識・技能などの「個人の能力」

とともに、法規や税制などの「公共政策・プログラム特性」、活動のタイプや質、誘因など

「（活動の場となる）組織の特性」が位置づけられている。「社会人口学的特性」と「個人

の能力特性」はどちらも高齢者個人に関する特性だが、「社会人口学的特性」は介入が難し

い背景要因であるのに対して「個人の能力特性」は変容可能性があるものとして区別されて

いる。マクロレベルでの規定要因としては、文化的、社会的、政治的、経済的等さまざまな

要因が考えられるが、Sherraden ら(2001)は実証可能な中範囲のモデルの構築という観点か

ら、操作化が可能で、かつプロダクティブな活動への影響が強いと考えられる「政策・プロ

グラム特性」と「組織特性」のみを枠組みの中に取り入れている。プロダクティブな活動の

アウトカムとしては、「高齢者個人への効果」だけでなく、「家族や社会に与える効果」も

位置づけられており、多角的な効果評価が求められている。 

 

 

 これよりはやや包括的だが、Bass と Caro (2001)もプロダクティブな活動への参加レベル

をアウトカムとし、参加レベルを規定する要因として、経済や文化などの「環境要因」、役

割や組織の状況、個人の健康や経済状況などの「状況要因」、動機や適性、人種やジェンダ

ーなどの「個人要因」、雇用や年金政策などの「社会政策要因」により構成された概念枠組

みを提示している 36)。 
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これらの枠組みはいずれも政策や文化、経済などの社会環境を分析枠組み内に入れており、

国際比較や地域差の要因分析を行う上で役立つ観点を提示している。プロダクティブな活動

の規定要因や健康への効果の差異を検討した研究は、現状では個人レベルの要因分析に留ま

っているものが大半だが、国際比較や地域比較データに基づき、社会・文化・制度的要因と

の関連について知見の蓄積が図られれば、プロダクティブ・エイジングの推進策への示唆を

得ることが期待できる。 

 第三の課題は、高齢者のプロダクティブな活動が地域や社会に与える効果の検証である。

Sherraden ら (2001)の概念枠組みでは、プロダクティブな活動は高齢者個人だけでなく、

家族や社会に対しても影響を及ぼす可能性が示されているが、高齢者個人に対する効果と比

べると、家族や社会に対する効果については検討が不足している。人口の高齢化が進んだ社

会では、高齢者個人への効果はもちろん、地域や社会への効果も期待されている。地域レベ

ルの効果の検証をするためにも、国や地域を分析単位とする効果分析を行い、多角的にプロ

ダクティブな活動の効果を評価することが望まれる。 
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２．地域レベルからみた社会参加の健康への効果とその媒介要因 

 

桜美林大学大学院教授 

杉澤秀博 

Ⅰ はじめに 

 

1．社会的決定要因としての社会参加の定義とその測定 

健康の社会的決定要因として社会関係が注目され、健康への効果を明らかにした実証研究

が数多くみられるようになった。社会関係の中でも社会的ネットワークはその構造的側面と

して位置づけられている。社会参加は、この社会的ネットワークの下位の概念としてフォー

マル・インフォーマルな組織や団体、あるいは社会活動への参加と定義されている

（Lindstrom, Hanson, and Ostergren 2001）。個人が保有する資源の面から、その資源を他

者や社会と共有することを社会参加とする定義もある（Bukov, Mass, and Lampert 2002）。 

社会参加の健康影響を分析する際には、さらにいくつかに分類される(Levasseur, Richard, 

and et al 2010)。分類軸には、参加組織に着目する区分と参加の目的に着目する区分の 2 種

類がある（Baum, Bush and et al 2000）。参加組織に着目した場合、家族や親族、友人と

いったインフォーマルな関係にある人との交流と地域で活動しているフォーマルな組織や団

体への参加に区分することもできる。後者のフォーマルな組織への参加については、さらに

参加者が平等で水平的な関係で参加できる組織か、それとも階層的で垂直的な関係で参加す

る組織かなど参加メンバー間の関係性によって分類することもできる。参加目的に着目した

場合には、自分の楽しみや趣味活動のための活動（自己完結型活動）、ボランティアなど社会

に貢献するための活動（社会貢献型活動）、あるいは政治団体への参加など社会の意思決定に

関係する活動（政治型活動）などに区分することができる。先に示した個人が所有する資源

を他者や社会と共有という社会参加の枠組みからすれば、自分の楽しみや趣味活動を他者と

一緒に行う活動は、時間の共有という点で自分の資源を他者と共有する活動となる。ボラン

ティアなどの社会貢献活動は、時間に加えて自分のもつ人的・物的資源などを他者と共有す

る活動となる。さらに政治活動は、その活動に参加する人々と政治的な知識や社会関係を共

有する活動となる（Bukov, Mass, and Lampert 2002)。 

なお、社会参加と類似する概念に「社会活動」がある。活動という視点からみた場合、他

の人と活動を共にしない個人で行う趣味活動なども「社会活動」に位置づけられる。しかし、

社会参加という視点から「社会活動」を捉えた場合、活動が他者や社会と関係に乏しい個人

的な社会活動も概念の中に含めた場合には、他者や社会との関係を必要とする社会参加の概

念から逸脱することになる。このような活動も広義の社会参加として社会参加に含めること

もあるが（Ellaway and Maccintyre 2007)、本稿では社会活動と社会参加の区別を明確にす

るため、個人的で社会との関わりに乏しい活動については社会参加の概念に含めないことに

した。 

 

2．社会参加の健康影響 

参加組織の健康への影響を解明した初期の研究には、Berkman and Syme(1979)によるも

のがある。Berkman and Syme は、配偶者の有無、友人・親族との接触の頻度、教会員であ

るか否か、教会以外の組織のメンバーであるか否かというように、帰属組織や集団をその種

類ごとに分類し、死亡への効果を分析している。その後、同じように帰属組織の種類に着目
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して社会参加を分類し、健康への効果を検証した研究が多く行われるようになった。研究事

例をいくつか紹介するとすれば、次のようなものがあげられよう。Wilkins (2003)は、配偶

者の有無、様々な関係の人との交流、社会組織への帰属などが死亡を予測するか否かを分析

している。Saczynski, Pfeifer and et al (2006)は、配偶者の有無、単身か否か、社会・政治・

地域組織への参加の有無などの指標が認知症の発症に影響しているか否かを分析している。

Hsu（2007）は、宗教組織あるいは政治組織への参加が死亡や認知障害の発生予防に影響し

ているか否かを分析している。Ellaway and Macintyre (2007)は、帰属している組織によっ

てうつ症状に違いかあるか否かを分析している。 

参加の目的によって参加の種類を分類し、それが健康にどのような影響があるかを分析し

た研究の流れもある。この領域に位置づく多くの研究では、他者や社会との接点に乏しいと

いう理由で本稿では社会参加の中に位置づけなかった個人的な活動も含め「社会活動」とし

て分析している。Glass ,de Leon and et al (1999)、Glass, De Leon, et al (2006)は、社会的

活動、生産的活動、個人的な活動である運動に大きく区分し、それらが死亡やうつ症状の予

防に効果があるか否かを分析している。Everard, Lach, and et al (2000)も同じような区分で

社会活動を測定し、それぞれが身体機能の維持にどの程度効果があるかを分析している。

Menec (2003)は、以上の 3 種類の活動が幸福感・身体機能の維持あるいは死亡の予防に効果

があるか否かを分析している。Wang, Karp, and et al (2002)は、認知機能の維持に着目し、

生産活動、社会活動あるいは個人的な活動が認知機能の維持に貢献するか否かを分析してい

る。さらに、ボランティアなどの社会貢献的・生産的活動に関しては、この活動のみを取り

あげ健康への効果を検証した研究も数多く行われている（Sugihara, Sugisawa, et al 2008）. 

加えて、帰属組織の種類と参加目的の両指標を同時に分枠組みに位置づけ、それぞれの独

自の効果を分析するという研究も行なわれている。たとえば、Zunzunegui, Alvarado, and el 

al (2003)は、組織や集団別にみた参加の有無や程度（友人の数、会った親族数、電話で話し

た親族数、宗教以外の所属組織、宗教組織への所属、センター活動へ参加など）、そして関係

の種類別（子供・親族・友人別）にみたそれぞれに対する社会貢献の程度を一括して分析に

投入することで、どの指標が認知機能の維持に貢献しているかを分析している。 

 

3．地域の社会関係の健康影響に関する研究との統合 

以上の研究は、個人の社会関係、中でも社会参加に着目した研究についてであるが、他方

では、地域における社会関係に着目し、健康への効果を検討するという研究の流れがある。

疫学分野の研究においては、1990 年以降、地域特性の一つとして社会関係の状況に光があて

られ、その健康影響に関する研究が開始された。それは、地域の社会経済階層の格差が地域

の健康指標と強い関連があることを示した生態学的な研究が端緒となっている(Macintype 

and Ellaway 2000)。すなわち、地域の社会経済階層の格差と地域の健康指標との間を媒介

する要因の候補として、地域の社会関係に関心が向けられたことが、地域の社会関係の健康

影響を分析するきっかけとなった。それを契機に様々なレベルの地域を単位に地域の社会関

係と地域の健康指標との関係を捉えた研究が行われ、その中で地域の社会関係指標と地域の

死亡率や生命予後との間には高い相関があることが明らかにされた。以上の生態学的な研究

では、この両者の相関が地域特性が独自に個人の健康に影響している（文脈効果）ことを示

しているのか、それとも個人の社会関係と健康との関係（構成効果）を反映したものかを区

別できない。 

それを解決するため、個人の社会関係などの影響を調整しても地域の社会関係の特性が個
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人の健康に独自に影響しているか否かを評価できる分析枠組を用いた研究が行われるように

なった。Kawachi, Kennedy and Glass (1999) による研究は、個人の要因を調整した後でも

地域の社会関係が個人の健康に有意な効果があることを検証した最初の研究である。しかし、

この研究は地域の社会関係の健康影響をバイアスが少なく推定できるマルチレベル分析を用

いていない。その後、マルチレベル分析を用いて、地域の社会関係の特性が独自に個人の健

康に影響しているか否かを検証した論文が次々に発表されるようになった。Kim, 

Subramanian and Kawachi (2008) は、文献レビューに基づき既存の研究の知見を次のよう

に要約している。結果変数として死亡を取り上げ、地域の社会関係の影響を検討した研究は

少ないものの、その結果をみると肯定的な研究と否定的な研究があること、健康度自己評価

については比較的研究事例が多いが、個人の社会関係の影響を調整すると有意なままであっ

てもその効果の大きさはかなり小さい（Kim, Subramanian and Kawachi 2008）と要約し

ている。 

しかし、以上の社会関係の健康影響に関する研究では、社会関係の指標として直接的に位

置づけることが困難な信頼感という認知的な指標を用いたものが多い。さらに、社会参加の

指標として帰属組織による分類を用いた研究が多く、社会参加の健康影響に関する研究の他

の中心的な分類軸である社会参加の目的による分類指標を用いた研究が少ない。 

 

4．本研究の目的と仮説 

本研究では、社会参加を目的別に分類し、地域の社会参加のレベルが高齢者の健康に与え

る効果を分析することにする。 

個人レベルの社会参加の健康影響に関する研究では、社会参加をその目的別に大きくボラ

ンティアなどの社会貢献的な活動と趣味の会などの自己完結的な活動に区分している。個人

レベルでの研究では、それぞれが住民の健康に有意な肯定的な効果があることが示されてい

るが、地域レベルでは同じように効果が観察されるのであろうか。本研究では、以上の 2 種

類に加えて、高齢者の身近にあり、多くの人が関わりをもっている町内会や老人会などによ

る地縁活動への参加も社会参加の指標に位置づけ、その効果を分析する。 

本研究の仮説は次の通りである。議論の焦点は、社会貢献的な活動、自己完結的な活動、

地縁的な活動のいずれも、個人レベルの活動と同じように地域においてもプラスの効果が観

察されるか否かにある。ボランティアなど社会貢献的な活動や趣味の会などの活動について

は、地縁的な活動への参加と比較して、年齢や世代、職業や所属あるいは価値観などの面で

自分とは異なる人との交流が広まる機会を提供しているという報告がある（内閣府国民生活

局市民運動推進課 2013）。つまり、社会貢献的な活動や自己完結的な活動がさかんな地域

では、多様性を受け入れる態度に乏しい、個人の自由を制限する、あるいは異質な特性をも

つ人を排除するといった社会関係の否定的な側面が弱く（Portes, 1998）、他方、住民相互

に支えあうという肯定的な側面が強いと考えられることから、健康度の向上により貢献する

という仮説が成り立つ。 

加えて、本研究では、媒介要因の検討も行う。Kawachi（2000）は地域の社会関係が健康

に与える経路を大きく 3 つ示している。第 1 の経路は保健行動を媒介とするものであり、保

健情報の速やかな普及、保健行動に関する規範の徹底、逸脱的な行動の統制などを通して健

康度の向上に貢献するというものである。第 2 の経路がサービスに対するアクセスとアメニ

ティを向上させることを通じて健康度の向上に結びつくというものである。第 3 は心理社会

的経路で、社会関係が情緒的支援や自尊感情、相互の尊敬の源泉として作用することによっ
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て健康度が向上するというものである。本研究では、特に第 1 と第 3 の経路の面から媒介要

因の検討を行う。 

 

 

Ⅱ 研究方法 

1．分析対象： 

調査対象は、2010年6月1日時点でA市在住の65歳以上住民33,755人（外国人登録者を含む）

の中から無作為に抽出した8,000人であった。郵送調査の結果、6,010人から調査票が回収さ

れた。調査時期は2010年6～7月であった。本研究では、回収された調査票のうち、①本人回

答あるいは代筆であるが本人が回答した、②持ち家、賃貸を問わず自宅に居住する、という

2条件に合う5,536票を分析対象とした。 

 

2．測度 

1)健康指標 

健康度自己評価であった。質問は、全般的にいって、あなたの現在の健康状態はいかがで

すかと質問し、「よい」「まあよい」「ふつう」「あまりよくない」「よくない」の選択肢を用い

て回答をえた。分析に際しては、以上の選択肢に5点から1点までを配点した。 

2)地域レベルでみた社会参加 

既述のように、参加の目的の面から測定した。目的は、ボランティアなどの社会貢献的な

活動、趣味やスポーツを地域の会や団体に参加して行うという自己完結型の活動、町内会や

老人会などに参加し行う地縁的な活動の3種類である。各活動への参加回数はそれぞれ、「1

週間に4日以上」「週に2、3回」「週に1回」「月に2，3回」「月に1回程度」「年に数回程度」「参

加していない」の選択肢を用いて把握した。以上の選択肢に基づき、月当たりの参加回数に

換算することで数量化を図った。すなわち、各選択肢に月当たりの回数である16、10、4、

2.5、1、0.5、0という数値をそれぞれ付与し、数量化した。 

本研究では地域の単位を町目レベルとした。町目レベルの社会参加は、個人レベルの社会

参加指標について対象者が居住する町目別に平均値を算出することで評価した。町丁別の平

均値を算出する際には、各町丁目に何人くらいの対象者がいるかが数値の安定性からみて重

要な点となる。本研究で対象とした自治体は全部で62町丁あり、対象者数が50人未満の町目

数は11、町丁の対象者の最低人数は22人であった。 

3)媒介要因 

（1）分析モデル 

地域レベルの社会参加が個人の特性を介して健康に影響しているというモデルに基づき、

媒介要因の解明を行った。媒介要因は大きく3種類に区分した。第1は、地域レベルの社会参

加が個人レベルの社会参加を促し、健康に効果を及ぼすというものである。これまでの研究

では、構成効果か文脈効果かを判定するために、個人レベルの社会関係の指標を投入しても

なお地域レベルの社会関係の指標が有意な効果をもつか否かを検討してきた。しかし、個人

レベルの社会関係指標を投入した場合地域レベルの社会関係指標の有意な効果が消失したこ

とをもって、構成効果とみるのは一面的である。この結果については、地域レベルの社会関

係の多寡が個人レベルの社会関係に影響し、結果として健康に影響したという解釈も可能で

ある。本研究では、このような視点から個人レベルの社会関係が媒介要因として機能してい

るか否かを評価した。第2は健康関連の行動や意識、情報に関連する要因が媒介要因となっ
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て健康に影響するというものである。本研究では、この経路の媒介要因として運動と介護予

防に関する情報に関する認知を位置づけ、社会参加が乏しい地域では、運動する人が少なく、

また介護予防に関する情報が乏しいため健康度が低いと考えた。第3は心理社会的要因であ

り、本研究ではこの経路の媒介要因として孤立感と情緒的支援を位置づけた。すなわち、社

会参加が乏しい地域の住民は、孤立感が増すとともに、住民相互の情緒的支援が乏しいため

健康度が低いと考えた。 

（2）測度 

①運動については、健康への効果という点で妥当性が検証されている「週に2回以上、1回

あたり30分以上の運動」を1年以上にわたって続けているか否かで評価した。「している」に

1点、「していない」に0点を与え、ダミー変数として扱った。②健康に関する情報について

は、要介護状態になることを予防する介護予防事業に関する知識を調査した。すなわち、「健

診などを利用して要介護になる可能性が高い人を市が把握していることを知っているか」「要

介護になる可能性の高い人を対象に、要介護状態にならないための事業を知っているか」「地

域包括支援センターが中心となって、介護予防や高齢者の相談などを行っていることを知っ

ているか」という質問をし、知っているという項目を単純加算することで点数化した。③情

緒的支援については、「話を聞いてくれる、あるいは理解してくれる人がいるか否か」を、「近

隣」と「近隣以外の友人」についてそれぞれ質問した。それぞれの続き柄について、それぞ

れ「いる」「いない」に1点と0点を配点した。 

4)調整変数 

年齢、性、日常生活動作、世帯構成、社会階層を調整変数として設定した。①年齢は実年齢

を使用した。②性別は男性に1点、女性に0点を配点し、ダミー変数として扱った。③日常生

活動作については、歩行、食事、着替え、入浴、排せつの5項目について介助が必要でない

項目に1点を与え、それらを単純加算することで点数化した。④世帯構成は独居には1点、そ

れ以外の世帯には0点を配点し、ダミー変数として扱った。⑤社会階層は収入、学歴および

住居の面から階層を評価した。すなわち、いずれの面でも低位な層に属さない人を高い階層、

いずれかの面で低位な層に属する人を低階層とし、それぞれに1点と0点を与え、ダミー変数

として扱った。収入については、所属する世帯において、「世帯員全員が非課税」である場合

を低位な層とした。この情報は自治体から情報提供を受けた。学歴については、「中学校」「高

校」「専門・専修学校」「短大・高専」「大学・大学院」の選択肢を用いて回答を得たが、「中

卒以下」の人を低位とした。住居については、「持ち家（一戸建て）」「持ち家（マンション、

公社・公団の分譲住宅）」「民間賃貸マンション（公社・公団の賃貸住宅を含む）」「民間賃貸

アパート（木造など）」「都営・市営住宅」という選択肢を提示し、回答を得た。「民間賃貸マ

ンション（公社・公団の賃貸住宅を含む）」「民間賃貸アパート（木造など）」について低位と

した。 

 

3．分析方法： 

本研究では、地域のレベルの社会参加指標については、分析単位が町目別であり、そこに

居住する人の指標に関しては独立性が保障できないため、通常の回帰分析では結果にバイア

スを生じさせかねない。このようなバイアスがかかるデータにおいてもバイアスを補正した

分析が可能な階層線形モデルを利用して分析した。 

第1ステップでは、従属変数に健康指標、レベル1の独立変数に年齢、性、日常生活動作、

世帯構成、社会階層を投入し、レベル2には何も投入しない状態で、地域による個人の健康
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度への独自効果を評価した。地域による差が大きい場合には、第2ステップとして、レベル2

に地域の社会参加指標を投入し、地域による個人の健康度への効果が地域の社会参加指標で

説明可能か評価した。 

地域の社会参加指標で説明可能である場合、以下のプロセスで媒介要因の検討に移った。

第3ステップは次の通りである。媒介要因として機能するには、2つの条件をもつ必要がある。

第1は媒介要因が地域の社会参加指標によって有意に影響を受けていること、第2には健康指

標に対しても媒介要因が有意な効果ももつこと。そのため、第3ステップとして媒介要因の

候補のうち、地域の社会参加指標の影響を大きく受けている要因を探索することであった。

第4ステップとして、第3ステップの結果媒介要因の候補であり、かつ地域の社会参加指標の

影響を強く受けていることが明らかとなった要因をモデルに投入し、それによって地域の社

会参加指標の効果の大きさが減少するか否かを評価した。この分析に際しては、媒介要因と

してのもう1つの条件である媒介要因が健康に有意な効果があるか否かも合わせて評価した。 

 

4. 倫理的配慮 

本研究は、対象者の調査への協力は任意であることを明記した上で、調査への回答をえた。

調査によって得た情報については、情報が外部に漏えいするような形で保管しないこと、外

部に公表する際には個人が特定されることがないようにした。この研究については、所属す

る機関の倫理委員会の承認を得た。 

 

5. 分析対象者の特性(表1) 

健康度自己評価は、平均3.41点であった。「よい」「まあよい」「ふつう」「あまりよくない」

「よくない」にそれぞれ5から1点を配点したことから、健康度自己評価は平均的には「まあ

よい」と「ふつう」の中間に位置するということになる。 

社会参加の指標をみると、地縁的活動、自己完結型活動、社会貢献的活動それぞれの参

加回数は、月当たりそれぞれ0.87回、1.58回、0.60回であり、地縁活動への参加と社会貢献

的な活動への参加は平均すると月に1回に満たない。これらと比較すると、趣味活動などを

通じた社会参加の回数は2倍の多さであった。 

年齢は平均74.6歳、男性が43.3％を占めていた。日常生活の自立度については、すべての

項目で介助が必要ない場合には5点となるが、平均で4.90点と全体としてほとんど介助が必要

ない状態であった。帰属する社会階層については、高い層に属すると評価された人が43.9％

であった。 

分析に用いた対象者数は4,789人で、674人が分析に使用する変数の1つ以上に欠測値があ

るため、分析から除外された。特定の特性をもっている人が分析から除外された場合には、

分析対象者に偏りが生じ、分析結果にバイアスが生じる可能性がある。分析対象者と除外者

で、特性に差異がみられるか否か検討した結果、除外者は分析に用いた対象者と比較して、

年齢が高く、世帯構成も単身者が多いこと、また帰属する組織も少ないなどの特徴があるこ

とがわかった。 
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表 1 個人と地域レベルの分析対象の特徴 

特性 
分析対象者 

（n=4789） 

分析からの除外者 

(n=674) 

【レベル 1】   

［従属変数］   

健康度自己評価得点（平均±標準偏差） 3.41±1.06 点 3.24±1.06 点*** 

【社会参加】   

地縁活動への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 0.87±2.44 回 0.76±2.19 回   

自己完結型活動への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 1.58±3.51 回 1.40±3.49 回   

社会貢献的活動への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 0.60±2.15 回 0.50±1.91 回  

［媒介要因］   

保健知識（平均±標準偏差） 1.50±1.26 点 1.28±1.29 点*** 

保健行動（運動している人の割合） 49.5％ 46.4％ 

孤独感（平均±標準偏差） 3.88±1.24 点 3.90±1.25 点 

近隣からの情緒的支援（ある人の割合） 19.6％ 16.8％  

友人からの情緒的支援（ある人の割合） 45.1％ 35.8％*** 

［調整要因］   

年齢（平均±標準偏差） 74.6±6.82 歳 75.8±7.46 歳*** 

性（男性の割合） 43.3％ 33.1％*** 

日常生活動作の自立項目数（平均±標準偏差） 4.90±0.54 項

目 

4.87±0.53 項目 

世帯構成（単独世帯の割合） 17.3％ 24.1％*** 

帰属する社会経済階層（高い人の割合） 43.9％ 30.1％*** 

【レベル 2】(n=62)   

地縁組織への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 0.83±0.32 回  

自己完結型組織への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 1.52±0.41 回  

社会貢献的組織への月当たりの参加頻度（平均±標準偏差） 0.57±0.24 回  

社会凝縮性得点（平均±標準偏差） 17.4±0.66 点  

注 1）分析対象者と分析からの除外者における変数の分布の比較は、量

的変数については t 検定、質的変数についてはχ2 検定で行った。 

注 2）***;P<.001, **;P<.01, *;<.05 

 

 

Ⅲ 結果 

 

表2に地域レベルの社会参加指標の効果を分析した結果を示した。モデル1では、調整変数

を投入した後における地域の独自効果をみたものである。P<0.10の有意水準であるものの、

地域の独自効果が観察された。モデル2では、この差が地域の社会活動指標の差によって説

明されるか否かを分析したものである。社会貢献的な活動が活発な地域では、健康度自己評

価が有意に高かった。興味深いのは、自己完結的な活動であり、仮説とは逆にこのような活

動が活発である地域では、健康度自己評価が低いという結果であった。 

地域の独自効果がなぜ生じているのか、媒介要因の検討結果をみてみよう。モデル3をみ

ると、個人の社会参加指標を投入しても、地域の社会参加指標の回帰係数にほとんど変化が

みられない。社会参加が活発な地域で住民の健康度自己評価が高いのは、個人の社会参加を

促すことを通じて（構成効果も可能性もある）という経路の可能性が否定された。 

次に、その他の要因が媒介要因として機能しているか否かをみてみよう。まず、媒介要因

の候補とした要因が、地域における自己完結的な活動あるいは社会貢献的な活動の高低によ

って有意な影響を受けているかみてみよう。表には示さないが、健康情報については、自己

完結的な活動が盛んな地域で有意に低いという結果が得られた。同じように、孤立感につい

ても自己完結的な活動が盛んな地域で有意に低いという結果が得られた。保健行動の1つと

して設定した運動習慣については、社会貢献的な活動が盛んな地域で10％の有意水準である
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が、実施率が高いという結果が得られた。近隣と友人からの情緒的支援については、地域の

社会参加指標に有意な影響を受けていなかった。以上の作業によって、社会貢献活動が盛ん

な地域で健康度自己評価が高いのは、このような地域では個人の運動習慣が促され、健康度

自己評価につながっている。自己完結的な活動が高い地域では、健康情報から疎外され、さ

らに孤立感が高い人が多く、そのことが健康に悪影響をもたらしている可能性が示唆されて

いる。 

次に、このような仮説が支持されるか否かを検証した。モデル4では地縁的な活動が活発

な地域でなぜ健康が低下するか、その媒介要因を探るため、モデル2に孤立感と健康情報を

投入した結果を示したものである。その結果、地域の自己完結型活動の有意な効果は消失し

た。健康情報の伝達と孤立感の健康度自己評価に与える効果をみると、健康情報は有意にプ

ラスに、孤立感は有意にマイナスに作用していた。以上の分析結果から、自己完結的な活動

が盛んな地域で健康度自己評価が低いのは、自己完結的な活動が住民の孤立感を促し、その

結果として健康度自己評価が悪化するという経路があることが示された。 

モデル5には、社会貢献な活動が活発な地域でなぜ健康度が高いのか、その媒介要因を探

るため、モデル2に運動という保健行動を投入した結果を示したものである。投入後におい

ても活動の有意な効果は消失せず、回帰係数にも大きな変化は観察されなかった。 

 

表 2 地域レベルの社会参加指標の効果(1) 

 モデル 1  モデル 2  モデル 3  

固定効果       

【レベル 1】       

年齢 -0.025 *** -0.025 *** -0.025 *** 

性（男性=1） 0.040  0.043  0.053 + 

日常生活動作自立項目数 0.273 *** 0.273 *** 0.258 *** 

世帯構成(単独=1) -0.067 + -0.069 + -0.066 + 

社会経済階層（高い=1） 0.161 *** 0.157 *** 0.143 *** 

地縁活動への参加頻度     0.015 * 

自己完結型活動への参加頻度     0.018 *** 

社会貢献型活動への参加頻度     0.030 *** 

健康知識       

保健行動       

孤独感       

近隣からの情緒的支援       

友人からの情緒的支援       

【レベル 2】       

切片 3.893 *** 3.943 *** 3.992 *** 

地縁活動への参加頻度   -0.064  -0.066  

自己完結型活動への参加頻度   -0.078 * -0.078 * 

社会貢献型活動への参加頻度   0.224 ** 0.227 ** 

ランダム効果       

地域レベル切片 0.003 + 0.001  0.004 + 

      * 

注)***; P<.001, **; P<.01, *; P<.05, +; P.<10 
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表 2 地域レベルの社会参加指標の効果(2) 

 モデル 4  モデル 5  

固定効果     

【レベル 1】     

年齢 -0.023 *** -0.021 *** 

性（男性=1） 0.106 *** 0.016  

日常生活動作自立項目数 0.210 *** 0.236 *** 

世帯構成(単独=1) 0.011  -0.068 + 

社会経済階層（高い=1） 0.108 *** 0.123 *** 

地縁活動への参加頻度     

自己完結型活動への参加頻度     

社会貢献型活動への参加頻度     

健康知識 0.030 **   

保健行動   0.492 *** 

孤独感 -0.221 ***   

近隣からの情緒的支援     

友人からの情緒的支援     

【レベル 2】     

切片 4.850 *** 3.576 *** 

地縁活動への参加頻度 -0.062  -0.047  

自己完結型活動への参加頻度 -0.050  -0.078 * 

社会貢献型活動への参加頻度 0.199 ** 0.199 ** 

ランダム効果     

地域レベル切片 0.001    

     

注)***; P<.001, **; P<.01, *; P<.05, +; P.<10 

 

Ⅳ 考察 
 

1．社会貢献活動が活発な地域は高齢者の健康度もよい 

本研究では、社会参加、中でも参加の目的との関連で設定した地域レベルの地縁的・自己

完結的・社会貢献的活動の健康度自己評価への効果を検証した。個人レベルの社会貢献活動

が健康の向上に関係していることについては、実証研究が多いが、地域レベルでみた場合の

社会参加レベルの効果については、研究事例が少ない。本研究では社会貢献的な活動が活発

に行われている地域では、個人的に社会活動を行っているか否かに関係なく高齢者の健康に

とってよい効果をもたらしていることが示唆された。 

地域レベルの社会関係の健康への効果について、それを媒介する要因の研究は多くない。

これまでの研究では、地域レベルの要因の効果が、地域レベルの独自効果か（文脈効果）か、

それともその地域に居住する人々の特性分布の違いか（構成効果）を判断するため、個人レ

ベルの要因の影響を調整するという分析が行われてきた。本研究の分析枠組みもそれと同じ

枠組みを用いている。しかし、このモデルの導入の意味がこれまでと異なり、媒介要因とし

て個人の社会参加活動が機能しているか否かを評価するためのモデルとして位置づけた。分

析の結果、個人要因として社会参加状況を加えても地域レベルの社会参加の効果の大きさが

減少することはなかった。すなわち、地域レベルでみた社会貢献活動が高いか低いかが健康

に与える効果については、個人の社会貢献活動を媒介とせずに、健康度自己評価の向上に貢

献していることが示唆された。 

では、どのような要因が媒介してこのような効果を生じさせているのであろうか。個人の

レベルにおいては、社会貢献活動を実施している人では様々なルートから健康情報を多く入

手し、保健行動の実施割合も高いことが示されており、これらの要因の媒介要因としての可

能性が示唆されている。地域レベルの社会貢献活動についても、社会的統制や情報のネット
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ワークを介して保健行動の実施や健康情報の普及が促されると仮説を立てることができる。

本研究では、保健行動や健康知識が媒介要因として機能しているか否かを分析したが、保健

行動、健康情報のいずれの場合も媒介要因として機能しているという結果を得ることができ

なかった。地域レベルの社会関係が健康に影響することを媒介する要因の研究では、媒介要

因として保健行動の比重は大きくないという結果が示されており、本研究ではそれと共通し

ている。 

 

2．自己完結的な活動は健康にマイナスの効果の可能性 

興味深いのは、地縁的な活動や自己完結的活動については、それらが活発に行われている

地域では、健康度が低かったという点である。従来の研究においても、本研究の結果と同様

に、地域の社会関係の否定的な側面についての指摘はなされているものの、それを実証した

研究は多くはない。本研究では、個人レベルでみた場合には、いずれの活動とも健康度の向

上に貢献するものの、地域レベルでみた場合には趣味の会などの自己完結的な活動が活発な

地域では、健康度が有意に低く、地縁的活動についてもこのような否定的な効果があること

が示唆された。 

本研究では、さらに、自己完結的な活動が活発な地域で健康度がなぜ低いのか、その媒介

となる要因を検討した。分析の結果、個人レベルでみた孤立感が媒介要因として作用してい

る可能性が示唆された。既述のように、趣味的な活動などを通じて社会に参加することが、

自分とは異なる多様な人と知り合い、またいろいろな価値観に触れる機会が得られるという

点で橋渡し型のネットワーク形成に貢献するという研究がある。しかし、本研究では、地域

レベルでみた場合、趣味的な活動がさかんな地域では孤立感を強く抱く人が多いという結果

であり、これまでの研究を支持する結果ではない。ただし、趣味的な活度が活発な地域では

健康度が低いという結果については、その原因を孤立感を生じさせるような趣味活動にある

というのではなく、より根本には排除的な意識や規範があり、共通の価値観や意識をもつ人

とは深く交流をもつものの、それ以外の人は排除するということで地域全体の社会関係をぎ

くしゃくさせており、これによって健康度が低下している可能性があることもみておく必要

がある。 

 

Ⅴ 今後の課題 

本研究における課題に触れてみたい。第 1 の課題は、縦断調査の枠組みを利用していない

ことである。そのため、因果関係が逆転している可能性がある。個人の日常生活自立度の影

響を調整したものの、地域レベルの社会貢献活動の効果は、本研究で調整しきれていない個

人レベルの健康状態の差を反映している可能性がある。因果関係を特定するには縦断調査を

用いることが必要であろう。 

第 2 に、媒介要因として設定したものが限定されている点である。保健行動的要因として

運動、心理的要因として孤立感を設定したが、その他の保健行動要因として飲酒や喫煙、心

理的要因としてコントロール感や自尊感情なども位置づける必要がある。加えて、環境側の

要因も評価する必要があろう。社会貢献活動がさかんな地域では、住民が地域の環境問題や

犯罪防止などにも関心を強く寄せている地域であると思われることから、環境のアメニティ

の改善が図られることで健康にプラスの効果が生じた可能性がある。 

第 3 には、結果の普遍化の問題である。日本においても地域の社会関係が健康に与える効

果をマルチレベルの分析枠組みを利用して解明した研究が出始めている。しかし、本研究の

ように、健康へのマイナス効果を検出した研究はほとんどない。再試が求めされる。  
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３．高齢者のライフコースと社会参加 

：社会生活基本調査を用いたプロダクティブ・エイジングの経年分析 

 

成蹊大学アジア太平洋研究センター客員研究員 

渡邉大輔 

 

１．はじめに 

本稿の目的は、日本の高齢者のプロダクティブ・エイジングに関わる活動量が 1990 年代

以降の 20 年間に変化してきたのか否かについて考察することにある。この 20 年の間に 65

歳以上の高齢化率は 12.1％（1990 年）から 23.1％（2010 年）へと上昇しており、『高齢社

会白書』では 2005 年以降に「本格的な高齢社会」に突入していると表現している 1)。高齢

者人口ボリュームが変化するなかで、高齢者の社会参加の重要性がうたわれ、推進のための

政策が実施されている。これは、単に高齢者を社会資源として活用するだけでなく、Butler が

指摘したように 2)、高齢者は社会に貢献的であり生産的でありえるという年齢差別への異議

申し立てを踏まえた施策である。このような社会変化のなかで、高齢者の生活時間、とくに

プロダクティブ・エイジングに関わる生活時間が変化しているのか否かを探る。 

本稿では、プロダクティビティ概念を Rowe と Kahn の概念を踏襲し 3）、柴田らのプロダ

クティブ・エイジングに関わる活動（社会貢献活動）と精神的健康の関連についての研究に

おけるプロダクティビティの操作的定義に従うこととした 4）。そこで、プロダクティブ・エ

イジングに関わる活動を、有償労働と家庭での無償労働、およびボランティア活動とし、自

己啓発のための社会活動やスポーツなどの健康行動、レクリエーション活動は含めないこと

とした。本稿が対象とするプロダクティブ・エイジング活動は、図 1 となる。 

 

図 1 プロダクティブ・エイジングの操作的定義 

 

            有償労働   ―   就労 

  プロダクティブ・ 

  エイジング活動               家事 

無償労働        育児、介護 

ボランティア 

 

                       学習・研究 

               自己啓発活動     趣味活動 

  それ以外の活動                レクリエーション 

          

              保健活動   ―  スポーツ・運動 

 

※ 太字網掛けをプロダクティブ・エイジング活動として分析対象とする。 

 

プロダクティブ・エイジング活動のこの 20 年間における変化の有無を分析する視点とし

て、ライフコース的視点を採用する。これは、調査時の時間（歴年 period）、調査対象者の

年齢（年齢 age）、および調査対象者の世代（コーホート cohort）の 3 つの視点から分析す

るアプローチである。この三者を同時に分析するためには、従来の横断的分析やパネル分析

では、3 つの要因のうちにいずれか 2 つの要因が混交してしまうため、分析することができ
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ない 5), 6)。そこで、本来であれば複数時点のパネル分析を統合して分析する包括系列法によ

る分析を行う必要がある 7), 8)。しかし現時点では、包括系列法にかなう生活時間データはほ

とんどない。  

そこで、同一母集団を対象としている生活時間調査を経年ごとに分析することで、この 3

つの要因の影響を記述的に理解することを試みる。すなわち、本稿ではプロダクティブ・エ

イジング活動のこの 20 年間における変化を理解するための予備的作業として、年齢階級お

よびコーホートを軸として記述的に分析することで、世代的ライフコースの影響についての

基本的な知見を得ることを目的とする。 

 

２．対象と方法 

１）社会生活基本調査の概要と分析対象 

人々の具体的な時間の過ごし方を把握するためには、回顧バイアスの入りやすい経験調査

ではなく、生活時間調査が必要となる。生活時間調査（time use survey）は、個々人の行動

を 10 ないし 15 分単位でどのような行動をしたかを把握する調査である。先進各国で調査が

行われており、とくに欧米ではエセックス大学社会経済研究所を中心とした MTUS

（Multinational Time-Use Study）と呼ばれる国際生活時間研究が行われており、時間調査

の複数の国の比較分析や時系列分析が多く行われている 9), 10), 11)。わが国でも矢野 12)や水野

谷 13)などによる研究の蓄積があり、労働時間やワークライフバランスの研究などにおいて知

見が積み重ねられている 14), 15)。しかし、海外に比べて研究の蓄積は乏しく、また、高齢者

を対象とした分析も多くはない。 

本稿で用いるデータは、総務省統計局による社会生活基本調査である。社会生活基本調査

は、総務省が行っている国勢調査の翌年に実施される指定統計調査の一つであり、調査年ご

とに異なるが、全国から層別 2 段抽出法によって抽出された約 7～10 万世帯の 10 歳以上の

世帯員を対象とした調査である。わが国でもっとも詳細かつ大規模な生活時間調査であり、

統計局に申請することで秘匿化処理済みで 8割サンプリングの個票データを分析することが

できる。 

 本稿ではこの社会生活基本調査の第 4～7 回（1991～2006 年）の 4 回の調査を用いる。標

本数および調査対象は以下のようになっている。1991 年の第 4 回調査のみ、調査対象が 15

歳以上である。 

表 1 社会生活基本調査の標本の大きさの概数 

※第 6 回、第 7 回は調査票 A のみ 

 

社会生活基本調査では、調査年における 10 月 15 日～23 日の 9 日間のうちの連続する 2

日間について、時間の過ごし方を 15 分単位で質問している。このとき、調査日が平日か否

か、また、ちょうど旅行などを行っていたか否かによって、調査当日の過ごし方に大きな違

いが起きることが予想される。そこで本稿では、曜日については調査日が平日の調査のみを

対象とし、また当日に「旅行」「行楽」「行事または冠婚葬祭」「出張・研修など」「療養」「休

みの日」に該当するケースは分析から除外することとした。また、1991 年から 2006 年まで

調査回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 

調査年 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 

調査対象 選定した世帯に居住

する 15 歳以上 

選定した世帯に居住

する 10 歳以上 

選定した世帯に居住

する 10 歳以上 

選定した世帯に居住

する 10 歳以上 

世帯数 約 9 万 9 千 約 9 万 9 千 約 7 万 3 千 約 7 万 6 千 

標本数 約 24 万人 約 27 万人 約 19 万人 約 18 万人 
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の変化を見ることから、調査対象を単純に 65 歳以上とせず、2006 年の調査時点で 65 歳以

上となる 1991 年時点で 50～54 歳を対象年齢として含めるために、すべての年度で 50 歳以

上を分析対象とした。 

 

２）分析で扱う変数 

従属変数は、行動者率と生活時間である。具体的には、社会生活基本調査の生活行動調査

から過去一年間に該当する活動を行った人の割合である行動者率を、ボランティア活動およ

び関連する活動について求めた。生活時間は社会生活基本調査の生活時間調査から、15 分単

位で測定されたプロダクティブ・エイジング活動にあたる労働（有償労働）、家事、育児、介

護、ボランティアの各活動の行動時間を分単位で求めた。また、この 5 つの活動を合算した

プロダクティブ・エイジング活動時間、そこから就労のみを除いた非就労のプロダクティブ・

エイジング活動時間も扱う。 

独立変数としては、どのような属性を持つ個人がプロダクティブ・エイジング活動を行う

かを把握するため、性別、年齢階級（秘匿化済みデータのため 5 歳階級）、学歴（中卒、高

卒、高等教育の 3 区分）、居住地（三大都市か否か）、配偶者の有無、世帯構造（単身世帯、

夫婦二人世帯、それ以外の世帯）、世帯所得（カテゴリー化された選択肢の中央値を代入）、

就労の有無、家族・親族への介護実施の有無とした。 

また、母集団の特徴を把握するため比率、平均値の計算には乗率を用いた。多変量解析に

おいては、サンプル内における因果関係の分析を行うことが目的であることから、乗率は用

いていない。 

 

３．結果 

１）ボランティア活動の行動者率 

社会生活基本調査生活行動調査では、プロダクティブ・エイジング活動についてはボラン

ティア活動のみが測定されている。これは、有償労働と家庭内の無償労働である家事、育児、

介護については生活時間のみで分析されているためである。そこでまずボランティア活動の

行動者率を調査ごとに計算し、比較のために、プロダクティブ・エイジング活動には含まれ

ない保健活動や自己啓発的な活動となるスポーツ活動、学習・研究（以下、学習）、趣味・娯

楽（以下、趣味）についても行動者率を求めた。 

50 歳以上の中高年齢者全体をまとめた結果が、図 2～5 である。ボランティア活動の行動

者率についてはすべての調査年で男性が女性を上回っていた。また、すべての調査年におい

て趣味の行動者率がもっとも高く、続いてスポーツ、ボランティア、最後に学習となってい

た。この順位はいずれの調査年でも変わらず、また男女差も見られなかった。 

次に、年齢階級別の行動者率を性別別にグラフ化したものが図 6～13 である。これらの図

からは、全体としては男女ともにトレンドが変化していないことがわかる。しかし、各年に

おける年齢階級間の違いを見ると、年齢階級が上がるにつれて趣味、学習、スポーツの行動

者率はほぼ線形に低下しているが、ボランティアは男性については 65～69 歳ないし 70～74

歳にピークが来ることが多く、また女性も 50～54 歳から 70～74 歳までは横ばいであり、そ

の後の年齢階級では行動率が低下していることが読み取れる。 
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図 2, 3 50 歳以上の中高年齢者の行動者率（左：1991 年、右：1996 年） 

 

図 4, 5 50 歳以上の中高年齢者の行動者率（左：2001 年、右：2006 年） 

 

図 6, 7 1991 年の年齢階級別行動者率（左：男性、右：女性） 
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図 8, 9 1996 年の年齢階級別行動者率（左：男性、右：女性） 

 

図 10, 11 2001 年の年齢階級別行動者率（左：男性、右：女性） 

 

図 12, 13 2006 年の年齢階級別行動者率（左：男性、右：女性） 

 

以上のトレンドを踏まえたうえで、ボランティア活動の行動者率の時系列の変化を表 2、3

にまとめた。ここで注目するべきは、各年齢階級の変化だけでなく、各コーホートの変化で

ある。ここでは見やすくするために、網掛けにした部分が 1991 年 55～59 歳となる 1931～

1935 年出生コーホート、線で囲んであるものが 1991 年に 65～69 歳となる 1921～1925 年

出生コーホートとなる。 

ここで、この時代に一般的な定年年齢である 60 歳をどうまたいでいるかに注目する。男

性は 1931~1935 年出生コーホートは定年をまたぐことで-1.4%と減少したが、1996 年の調
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査以降になると、1936～40 年出生コーホートは+1.5%、1941～45 年出生コーホートは+1.6%

と増加していることがわかる。男性については、1991→1996 年の変化はいずれのコーホー

トでも行動者率が低下しているが、1996→2001 年、2001→2006 年の変化を見ると定年後か

ら 70～74 歳になるまでは多くの時点で行動者率が増えていることがわかる。あくまでも二

変量間の記述レベルでの変化であるが、男性の場合、1996 年頃を境に、とくに定年後から後

期高齢者になるまで間、ボランティアへの行動が増加したといえる。 

これに対して女性を見ると、男性と同様のトレンドは見られない。女性の場合、1996→2001

年の変化では、1926～30 年出生コーホートより若い層ではいずれも行動者率が増えている

が、1991→1996 年、2001→2006 年の変化ではほぼすべてのコーホートで行動者率が低下し

ている。 

また、男女ともに後期高齢者となる 75-79 歳以降についてはいずれのコーホートでも行動

者率が低下している。 

 

表 2 男性の年齢階級別、ボランティア活動の行動者率の推移 

 

表 3 女性の年齢階級別、ボランティア活動の行動者率の推移 

 

２）プロダクティブ・エイジングの生活時間 

次に、プロダクティブ・エイジングにかかわる生活時間について、社会生活基本調査の生

活時間調査データから分析する。図 1 で示したプロダクティブ・エイジング活動すべて―す

なわち就労、家事、育児、介護、ボランティア活動―を意味するプロダクティブ・エイジン

グ活動時間、家事と育児、介護を意味する家庭内アンペイドワーク時間、そしてボランティ

ア活動時間の 3 つの類型を用いる（表 4）。 

 

表 4 プロダクティブ・エイジングに関する生活時間 

 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 60 歳通過後の変化率 

50-54 歳 34.7% 33.5% 34.1% 34.0% 1931-35C: -1.4% 

55-59 歳 34.8% 32.0% 32.3% 31.8% 1936-40C: +1.5% 

60-64 歳 36.5% 33.4% 33.7% 33.8% 1941-45C: +1.6% 

65-69 歳 37.4% 34.6% 35.0% 35.7% 65 歳通過後の変化率 

70-74 歳 37.1% 35.4% 37.5% 33.4% 1926-30C: -0.9% 

75-79 歳 32.5% 31.9% 33.2% 31.5% 1931-35C: +1.6% 

80-84 歳 23.4% 23.5% 26.7% 24.3% 1936-40C: +2.0% 

85 歳以上 12.2% 12.3% 15.6% 12.7%  

 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 60 歳通過後の変化率 

50-54 歳 33.3% 32.0% 33.4% 32.0% 1931-35C: -3.4% 

55-59 歳 32.9% 29.8% 35.1% 30.3% 1936-40C: +3.4% 

60-64 歳 31.4% 29.5% 33.2% 31.0% 1941-45C: -4.1% 

65-69 歳 30.2% 30.0% 32.6% 31.8% 65 歳通過後の変化率 

70-74 歳 29.1% 28.7% 32.3% 29.2% 1926-30C: -1.4% 

75-79 歳 24.2% 22.6% 25.3% 23.0% 1931-35C: +3.1% 

80-84 歳 14.6% 14.4% 17.6% 15.1% 1936-40C: -3.4% 

85 歳以上 6.0% 5.6% 6.1% 6.6%  

プロダクティブ・エイジング活動時間 就労、家事、育児、介護、ボランティア活動の各時間の合計 

家庭内アンペイドワーク時間 家事、育児、介護時間の合計 

ボランティア活動時間 ボランティア活動の時間 
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図 14～25 には調査年ごとにそれぞれの活動時間の平均を性別と年齢階級別に計算してプ

ロットしたものである。プロダクティブ・エイジング活動時間の平均をみると、性別による

差が小さく、年齢が高いほど活動時間が線形に減少していることが見て取れる。この傾向は

すべての調査年で共通である。また一般的な定年年齢である 60 歳を境界として男女の平均

活動時間が逆転し、2001 年を例外として 60～64 歳以降は女性の方が平均活動時間が長い傾

向にある。 

次に家庭内アンペイドワークの時間の平均時間（図 18～21）を見ると、すべての調査年に

おいて圧倒的に女性の方が平均時間が長く、とくに 60 代でその差がもっとも大きくなって

いる。男性が家事を中心とした家庭内アンペイドワークにほとんど参加していないことが分

かる。ただしこの差は 70 代以降に縮まり、85 歳以上ではほとんど差がなくなっている。男

性の平均時間はほとんど変化していないことから、体力面で女性が活動できなくなっている

からだといえよう。またすべての調査年でほぼ同じ傾向が見られる。 

ボランティア活動時間の平均時間（図 18～21）を見ると、平均活動時間自体が短く 10 分

以下であることが分かる。これは調査日にボランティアをしていない人が多く、活動時間が

非常に短くなっているためである。そのため、プロダクティブ・エイジング活動や家庭内ア

ンペイドワークの平均時間と異なり、調査年の間におけるトレンドはほぼ見られず、年齢階

級間でもランダムになっている。そこで表 5 には、調査日にボランティア活動を行った人の

みのボランティア活動の平均時間を示した｡この表からも、必ずしも年齢を経ると活動時間が

短くなるとは限らないことが分かる。すなわち、ボランティア活動の時間は性別や年齢以外

の要因によってその差異が生まれていると考えられる。 

 

図 14, 15 平均プロダクティブ・エイジング活動時間（左：1991 年、右：1996 年） 
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図 16, 17 平均プロダクティブ・エイジング活動時間（左：2001 年、右：2006 年） 

 

 

図 18, 19 平均家庭内アンペイドワーク活動時間（左：1991 年、右：1996 年） 

 

図 20, 21 平均家庭内アンペイドワーク活動時間（左：2001 年、右：2006 年） 
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図 22, 23 平均ボランティア活動時間（左：1991 年、右：1996 年） 

 

図 24, 25 平均ボランティア活動時間（左：2001 年、右：2006 年） 

 

 

表 5 調査日にボランティア活動を行った人のみの平均ボランティア活動時間 

単位：分 

 

表 6 は、家庭内アンペイドワークがプロダクティブ・エイジング活動に占める割合につい

て計算した表である。表 6 からは、男女ともに年齢階級が上がるにつれてプロダクティブ・

エイジング活動に占める割合が増加していること、同時に、とくに男性については、近年に

なるほど各年齢階級において家庭内アンペイドワークが占める割合が増えている。出生コー

 男性 女性 

 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 

50-54 歳 125.0 159.7 117.1 129.0 259.1 120.2 148.2 81.5 

55-59 歳 189.0 93.2 190.7 87.3 225.2 168.6 135.3 109.4 

60-64 歳 222.5 147.5 169.9 146.1 162.7 158.3 158.2 198.6 

65-69 歳 206.7 91.4 177.1 110.3 102.2 113.5 155.3 129.5 

70-74 歳 198.3 149.3 108.3 140.6 143.4 145.1 115.6 160.6 

75-79 歳 143.4 179.4 85.1 106.4 53.2 100.7 107.3 112.7 

80-84 歳 149.5 284.6 62.2 182.2 124.1 79.9 220.4 176.5 

85 歳以上 0.0 181.3 87.7 0.0 0.0 120.0 66.7 149.5 

全体 185.9 134.9 147.2 125.3 176.3 134.7 141.6 143.1 
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ホートで見ると、男女ともに、ほぼすべての出生コーホートにおいて加齢に合わせて家庭内

アンペイドワークのプロダクティブ・エイジング活動に占める割合が増えている。プロダク

ティビティの発揮が、どの世代においても、外から家の中へと変化していることが分かる（網

掛けは 1926～30 年出生コーホート）。 

同様に表 7 では、ボランティア活動がプロダクティブ・エイジング活動に占める割合につ

いて計算した表である。女性はいずれのセルも高々3％程度であり、高齢女性のプロダクテ

ィビティの時間的側面においてボランティアの寄与する割合は非常に小さいことが分かる。

たいして男性は 60 代前半までは 2～4 割強を占めており、女性に比べて寄与度が大きいこと

が分かる。男性のボランティア活動は、相対的に時間的重要度が高いといえよう。 

 

表 6 家庭内アンペイドワークのプロダクティブ・エイジング活動に占める割合 

 

表 7 ボランティア活動のプロダクティブ・エイジング活動に占める割合 

 

３）プロダクティブ・エイジング活動時間の多変量解析 

プロダクティブ・エイジングに関する活動時間の決定要因を分析するため、プロダクティ

ブ・エイジング活動時間、家庭内アンペイドワーク時間、およびボランティア活動時間を従

属変数とした多変量解析を、調査年ごとに性別別に行った。性別で分けたのは、これまでの

記述レベルの分析から、明らかに男女で異なった要因によって活動時間が規定されているか

らである。独立変数は年齢階級（50-54 歳を参照カテゴリとした 5 歳刻みの年齢階級）、学歴

（中卒を参照カテゴリとした、高卒ダミー、大卒ダミー）、都市規模、配偶者ダミー、世帯構

造、世帯所得、就労ダミー、家族への介護実施ダミーとした。なお、プロダクティブ・エイ

ジング活間時間を分析する際には就労ダミー、家庭内アンペイドワーク時間を分析する際に

は介護実施ダミーを除いて分析を行った。多変量解析の結果を表 8～13 にまとめた。 

 男性 女性 

 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 

50-54 歳 1.2% 1.6% 2.4% 2.9% 43.5% 44.4% 50.9% 50.3% 

55-59 歳 1.5% 1.7% 2.8% 3.0% 51.5% 50.3% 51.9% 51.6% 

60-64 歳 6.7% 6.8% 7.2% 5.9% 60.8% 62.6% 62.0% 63.7% 

65-69 歳 8.6% 12.2% 12.4% 14.7% 66.3% 70.2% 70.7% 68.9% 

70-74 歳 15.0% 19.6% 23.7% 31.7% 71.9% 73.4% 75.8% 78.2% 

75-79 歳 25.2% 21.5% 39.9% 37.6% 82.3% 78.3% 80.8% 83.2% 

80-84 歳 32.1% 54.1% 48.9% 45.0% 91.9% 81.3% 87.9% 82.5% 

85 歳以上 38.7% 43.4% 48.7% 52.6% 69.7% 92.4% 88.8% 88.0% 

 男性 女性 

 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 1991 年 1996 年 2001 年 2006 年 

50-54 歳 26.9% 36.3% 8.8% 10.9% 1.7% 1.3% 2.0% 0.4% 

55-59 歳 42.1% 22.7% 29.8% 5.7% 2.0% 0.8% 1.6% 1.2% 

60-64 歳 24.4% 16.4% 20.9% 11.1% 2.3% 2.0% 1.9% 3.5% 

65-69 歳 22.0% 9.1% 16.4% 13.9% 0.5% 1.0% 1.1% 2.8% 

70-74 歳 22.0% 9.4% 10.6% 10.8% 2.3% 1.4% 2.2% 1.7% 

75-79 歳 13.6% 14.8% 4.8% 7.4% 0.4% 0.4% 1.2% 1.1% 

80-84 歳 6.8% 5.8% 1.7% 10.5% 0.8% 1.7% 3.2% 3.1% 

85 歳以上 0.0% 22.2% 11.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 1.1% 
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プロダクティブ・エイジング活動時間は、男性については、年齢は 50-54 歳に比べて有意

に負の効果が見られた。ただし、1990 年代については、70 代では有意でなかった。配偶者

ダミーは 1996 年を除いて有意な正の効果が見られた。また、2001 年、2006 年については

中卒に比べて学歴が高いほど有意な負の効果が見られた。なお、世帯所得はつねに有意な正

の効果が見られたが、これは因果関係が逆転している可能性もある。女性については、70 代

を除き 50-54歳に比べてつねに有意な負の効果をつねに配偶者ダミーが有意な正の効果を持

っていた。プロダクティブ・エイジング活動時間について、女性はその構造がほとんど変化

せずモデルとして安定していた。 

プロダクティブ・エイジングに関する活動のなかでも、家庭内アンペイドワーク時間につ

いての結果からは、男性は調査年によってばらつきがあるが、70-74 歳前後に有意な正の効

果が見られた。また、1990 年代は 85 歳以上は有意な負の効果が見られたが、2000 年代は

有意ではなかった。退職後にアンペイドワークをする時間が増え、70代でピークがあり、1990

年代は 85 歳を超えると身体の衰えから時間が少なくなったが、2000 年代には減少傾向が弱

まったといえる。単親世帯ダミーにはつねに有意な正の効果が、就労ダミーにつねに有意な

負の効果が見られた。これは、単親世帯では男性も家事を行う必要があるためであり、就労

によって時間コストがかかり家事を行わないからだろう。また、1990 年代は三大都市ダミー

が有意の負の効果が見られたが、このような地域効果は 2000 年代には見られない。2000 年

代は配偶者ダミーが有意な負の効果を持っていた。男性の家庭内アンペイドワーク時間は、

地域の差から世帯内の構造の差へと縮小した可能性がある。ただし男性は後述する女性に比

してモデルの適合度はそれほど高くない。 

女性については、年齢は 50-54 歳に比べて 64 歳までは有意差が見られなかったが、それ

以降の年代についてはつねに有意な負の効果がみられ、また年を経るごとに偏回帰係数は大

きくなっていた。また、配偶者ダミーがつねに有意な正の効果を持っていた。年齢を経るこ

とで家庭内での作業が難しくなり、また、男性である配偶者の存在は、配偶者へのケアを女

性が担うことから活動時間を増やしているといえる。1996 年を例外として高卒ダミー、高等

教育ダミーが有意な正の効果を持っているが、これは学歴が高い方が主婦になりやすいから

であると考えられる。 

最後にボランティア活動については、男性については、2000 年代は 65-69 歳ダミーが有

意な正の効果を持っていたが、1990 年代は有意ではなかった。就労ダミーが有意な負の効果

を、高等教育ダミーが 2001 年を除いて有意な正の効果を持っていた。働くことで時間がな

くなるためボランティア活動時間が減り、高学歴であることは社会問題への関心を持つため

より活動時間が上昇すると考えらえられる。女性については、1996 年以降高等教育ダミーが

有意な正の効果を持っており、男性と同様に高学歴であることは社会問題への関心を持つと

いうメカニズムが示唆されている。また就労ダミーも 1996 年を例外として有意な負の効果

を持っていた。しかし、男女ともにモデルは有意であるが、モデルの決定係数が低く、この

モデル自体ではボランティア活動時間をよく説明できていない。ボランティアは活動時間が

短いこと、活動をまったくしていない人が多いことから、混合分布モデルによる分析や、活

動の有無のみに焦点を当てた分析が今後必要となるだろう。 
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４．考察：1990 年以降のプロダクティブ・エイジングの変化 

 本稿では、社会生活基本調査の個票データを用いて、1991 年から 2006 年までのプロダク

ティブ・エイジング活動の変化を分析してきた。その結論を端的に述べれば、2005 年以降に

「本格的な高齢社会」に突入することが明白に予想できた 1990 年代から 2000 年代中盤まで

において、高齢者のプロダクティブ・エイジング活動のトレンドは量的側面においてはほと

んど変化していないということである。当然ながらこの間、高齢者への社会参加を促進する

ための施策は行われ、人口構成自体も大きく変化してきた。しかし変化は乏しかった。 

とくに、ボランティア元年と呼ばれる 1995 年の阪神・淡路大震災をきっかけとしたボラ

ンティアの認知や、1998 年には特定非営利法人促進法（NPO 法）など、1991 年から 2006

年までボランティア活動を推進する事象はこの間に多く発生したが、とくに女性高齢者の活

動促進にはあまり寄与したとは言えず、男性についても行動者率がとくに定年前後から 70

～74 歳ころまでは漸増する傾向にあるものの、急増したわけではない。この結果は、内閣府

の『社会意識に関する世論調査』の結果における、1990 年代から 60 代、70 代の社会参加意

識は 1980 年代に比べて高まっていたが 16）、実際の行動には移っていなかったという知見と

整合的である 17）。 

ただし、とくに行動者率について詳細に分析すると、出生コーホート間での違いもみられ

た。出生コーホート間の違いが、歴年の効果による違いか、コーホートの効果による違いに

ついてより精緻なライフコース分析を行うことが今後の課題となる。 

本稿の分析で改めて確認された知見として、後期高齢期における加齢による影響、とくに

75 歳以降の活動時間の減少が指摘できる。とくに女性の家庭内アンペイドワークの活動時間

が減少しており、後期高齢期における健康度の急減がもたらしたものと考えられる 18）。また

同様に、世帯構造の生活時間への影響も多変量解析によって明らかにした。 

本稿はあくまでも行動の有無および生活時間に関する分析を行ったものであり、生活時間

が健康にどのように影響を与えているかについての分析は行えていない。Sugihara らはプ

ロダクティブ・エイジング活動における活動の種類（有償労働、家庭内無償労働およびボラ

ンティア活動）がうつ傾向に与える影響の構造が性別によって異なることを縦断調査から明

らかにしている 19）。 

この Sugihara らの知見を踏まえたとき、本稿では分析できなかった他の生活時間（スポ

ーツや趣味などの 3 次活動だけでなく、睡眠などの 1 次活動も含めて）との関わりや、誰と

その時間を過ごしているかという時間経験の社会性の分析を行うことで、より健康的でプロ

ダクティブな高齢期の生活をもたらす生活のあり方と、その構造を分析することが求められ

ているといえる。この点も今後の大きな課題である 
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